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1 序論

1.1 緒言

ある社会資本整備プロジェクトのライフサイクルを考えた場合，そこには多数のステークホルダー（関

連主体）が含まれることは言うまでもないであろう．計画段階のイニシアチブは，ほとんどの場合，行政

によって行われる．インフラ施設の潜在的な需要の予測は，学識のある専門家によって行われるであろう．

詳細な設計は，コンサルタントが主に行う．インフラ施設の建設は，建設会社が請け負う．建設会社は発

注者と直接的な契約関係にある元請もあれば，元請と契約関係にある下請もある．完成した施設は，一般

の利用に供され，施設の維持管理から，運営上のソフト上の工夫等，より多くの主体が関連することにな

る．以上に挙げた全てのステークホルダーは，それぞれの定められた権限や義務の範囲において，インフ

ラ施設の価値に関わるさまざまな意思決定を行っている．すなわち，インフラ施設の効率性は，ライフサ

イクルの中で登場するステークホルダーの一連の意思決定によって構成されていると言えるであろう．

以上のように，インフラ施設整備の効率性は，多岐にわたるステークホルダの意思決定に大きく依存し

ている．ところが，それぞれのステークホルダーが，どのように物事を決めているかを考えてみると，意

識している意識していないに関わらず，何らかの原理・原則に則って意思決定を行っているものである．こ

のような原理・原則は意思決定原理（decision principle）と呼ばれる1)．多くのステークホルダーが存在す

る中で，主体がそれぞれの意思決定原理に基づいて意思決定すれば，ステークホルダー間で利害が対立す

るような状況も当然存在する．ステークホルダーの意思決定は，互いに影響を及ぼし合うゲーム的環境の

中で形成されていく．このようにして形成される一連の意思決定が，必ずしも社会的に望ましいものにな

る保証はない．これらの意思決定は何らかの形で，コントロールされるべきであるのか，されるべきでは

ないのか，されるべきであるならば，どのような方法で意思決定をコントロールすることが望ましいのか

を議論していかなければならない．

以上の問題は，関連する社会制度としてのルールや慣行と密接に関連している1．社会制度が存在するか

らこそ，われわれの社会における活動が一定の秩序を保っている．意味のある制度は，われわれがある特

定の行動をとる誘因（インセンティブ）に働きかける力を持っている9)．社会資本整備に関わる多くのス

テークホルダーの行動や意思決定が，その効率性を決定することを考えれば，制度の適切に設計すること

によって，これらの行動や意思決定を社会的に望ましい方向へ導くことができる．

適切な制度の設計とは，具体的に何を意味するのか．Williamsonは適切な制度を設計することによって，

契約に関連するすべての非効率要因（hazard）を費用対効果的観点から改善することができることを主張

している10)．彼は，これを広義の意味で取引費用の削減と定義している．言い換えれば，物やサービスの

取引を行うためには，付加的にさまざまな費用が伴う．また，取引主体が，機会主義的2であれば，ホール

ドアップ問題等のように，取引主体の行動自体が非効率を生み出す原因にもなる．適切な制度は，以上の

1磯谷2)は，現代の社会科学における制度の概念は大きく２つに分けられるとした．一つはNorth3);4)やGreif5)に代表される「制
約あるいはルール」としての制度，もう一つはScott6);7)やDiMaggio=Powell8)が提唱する「文化的・認知的枠組み」としての制
度である．本論文が基づく定義は，前者の「制約あるいはルール」としての制度である．

2事前にある行動にコミットメントせず，事後の状況変化に応じて自己の利得を最大化するような主体の行動原理を意味する．
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図1.1 PFIプロジェクトにおける主な参加者

（参考文献11)に修正加筆）
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制約 制約
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制約 制約

図1.2 誘因を導く制約としての制度

ような意味において，包括的な非効率を削減するものでなければならない．

経済学が対象とする問題のほとんどが，制度に関わる問題である3ことを考えれば，現実の制度の設計に

あたっては，考慮すべき要因は極めて多岐にわたる．また，PFI（Private Finance Itnitiative）4のように，

民間事業者が民間資金によって，社会資本整備を行う場合には，図1.1のように関連する主体の数と利害

関係はより複雑なものとなる．関連する主体の利害や意思決定を具体的に制約するのは，契約や関連する

法律だけではなく社会的慣習も含む（図1.2参照）．本研究では，その中でも特に社会資本整備プロジェク

ト（民間資金を活用したプロジェクトも含む）における契約において顕著な特徴である契約の不完備性に

対象を絞り，そこから生まれる非効率性の分析とその緩和方法について考察するを行うことを目的とする．

3新古典派経済学において対象としてきた市場も，さまざまな制度の存在によって成立していることを考えると自明であろう．
4東南アジアではBOT（Build-Operate-Transfer）と通常呼ばれている．
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1.2 契約の役割と限界

1.2.1 契約の役割

本研究の着目点である契約の不完備性を定義する前に，そもそも契約の役割が何であるかを明らかにし

ておこう．経済学的視点からは，契約は２者間で双方の行動について双務的コミットメントすることに関

する合意であると理解される12)．すなわち，契約は双方の合意によって形成されるルールである．このコ

ミットメントは，裁判所による法的強制力によって実効性あるものとなる．合理的な意思決定者が自己の

将来の行動を制限することを約束しようとするのは，制限の期待利益が期待費用を凌駕するときのみであ

る13)．

新古典派経済学では，即時的取引において行われる選択行為に焦点が当てられる．すなわち，取引主体

は，取引に合意するやいなや，取引は終了しており，その間には不確実性が介在する余地はない．しかし，

Cooter and Ulen13)は，現実のほとんどの取引において，約束を交換する場合には，即時的取引ではなく，

「時間のかかる交換（deferred exchange）」，あるいは「完結までに時間が経過するような交換」を問題と

しているとし，このような状況にこそ契約が存在する価値があるとしている．

契約の役割を見るために，ひとまず，時間がかかる交換を行う場合に，契約が仮に存在しないような状

況を想定してみよう．取引を行うために少なくとも一方の取引主体は，取引が行われることを前提として，

履行のための準備をする．その準備には，当然費用が伴う．また，約束後に取引主体の取引環境が変化し，

取引から価値が生み出されない状況になる可能性もある．このような，状況で契約が存在しなければ，取引

相手による事後的に取引しない等の機会主義的行動を事前に予想する取引主体は，取引を行うために，時

間をかけて準備を行わない可能性がある．したがって，契約の存在意義は，このような取引主体の機会主

義的行動によって生み出される取引のリスクを制限することを目的としている．

取引に時間がかかることによって発生する問題は，契約締結からその履行までにさまざまな偶発的事態

が起こることである．その結果，Cooter and Ulen13)によれば，契約の成立と履行との間に時間がかかる

ために発生する問題の中で最も経済学的に重要なものは１）偶発的事態に対する責任を取引当事者間で分

配することと，２）情報の交換を促進することである．

契約が取引に時間がかかるからこそ意義があるのであれば，社会資本整備に関わるプロジェクトにおい

て，なぜ契約が重要であるかについての本質が分かるであろう．社会資本整備プロジェクトの重要な特徴

の一つは，その長期性にある．契約の存在なくして，プロジェクトは成立し得ないであろう．ところが，次

に示すように，さまざまな要因により，上述の契約の機能は不完全なものとなる．

1.2.2 契約の役割の不完全性

契約が上述した意味において完全にその役割を果たし機能するのであれば，新古典派経済学において，

標準的に想定されるような「完全競争市場均衡モデル」の世界が成立するであろう．そこでは，現在の技

術水準のもとで最も効率的な資源配分を実現するように経済活動をコーディネートする一つの仕組みであ
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図1.3 契約に関連する一連の流れと契約の不完全性の要因

る2)．Arrow=Debreuの一般均衡モデルあるいはコースの社会的費用モデルが前提とする世界では，私的

所有権の初期分布が外生的に与えられれば，そこから相互に利益となる権利の取引が自然発生的に進化す

ることになる14)．

ところが実際には，取引交渉に始まり，取引が終了するまでに，図1.3に示すように，契約の役割を機

能させるために，多くの副次的な費用を要したり，情報が共有化できないといった現実的な制約が存在し

ている．そのため，結果的にArrow=Debreuの一般均衡モデルで表現される世界との比較の意味において，

効率的な取引を妨げることになる．このような制約を所与とした場合に，非効率をいかにして小さくする

かということがWilliamsonが主張する制度設計の役割である．

まず，図1.3に示すように，情報の非対称性に関する問題は事前の問題と事中の問題とに区別される．前

者は逆選抜（adverse selection）と呼ばれる現象を引き起こし，後者はモラルハザード（moral hazard）と

いう現象を引き起こす．いずれも，情報を優位に保有する主体が，戦略的にその優位性を利用するために，

完全情報の下で成立するファーストベストの均衡状態を実現することができない問題を扱っている．この

ような情報の非対称性に起因する問題が研究され始めたのは，1970年代以降である．Akerlof15)，Arrow16)

やStiglitz17)を契機として「情報の経済学」や「契約の経済学」と呼ばれる分野として発展した．そこでは，

全ての取引関係は，取引の一方の当事者が他方の当事者に，意思決定権限の委譲を通して自分の代わりに

職務を遂行してもらう関係（エージェンシー関係：agency relationship）としてモデル化される18)．この

ような，情報の経済学では，取引主体間の情報の偏在が取引の効率性に与える影響とその条件下における

最適契約の理論が精緻化された．

一方，1980年代後半からは，情報の非対称性とは別の契約の不完備性に関連して発生する非効率性の問

題の研究が進展した．図1.3で四角で囲まれている項目は，契約の不完備性に関連する要因である．契約
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図1.4 完備契約と不完備契約の構造19)

（参考文献20)に修正加筆）

の不完備性に起因する問題は，取引当事者間で情報の非対称性が存在しない場合でも起こりうる問題であ

る．このような要因が，社会資本整備プロジェクトにおいて，見られる顕著な特徴であることは，契約実

務に携わる方々にとれば，ほぼ自明であろう．本研究の動機は，契約の機能を不完全にする要因としての

契約の不完備性に起因する問題を詳細に検討し，社会資本整備プロジェクトの効率化を図ろうとすること

である．契約の不完備性については，次節において詳細に説明しよう．

1.3 社会資本整備プロジェクトと契約の不完備性

1.3.1 不完備契約とは

経済学におけるゲーム理論の応用として体系づけられてきた契約理論は，完備契約の理論と不完備契約

の理論に分けられる．不完備契約の概念は，完備契約と対応した概念として考えることができる．図1.4に

示すように，完備契約の理論では将来に起こりうるすべての事象だけでなく，その場合の義務（エージェ

ントが採るべき行動，収益の配分）を契約書に事前に完全に裁判所で立証可能な形で記述できることを前

提としている．その上で，完備契約理論はエージェントに情報が偏在している場合の最適な契約設計問題

を分析している15)Ä 17)．

このような，契約の完備性が不完全な状況を仮定した契約設計問題を分析するのが不完備契約の理論で

ある．契約の不完備性に伴う諸問題についての概念は，Williamson21);22)やKlein et al.23)によって開発さ

れた．これらの問題はGrossman and Hart24)によって初めて数学的なモデル化が行われ，その後，精緻な

理論的分析が急速に発展した25)Ä 28)．

今日までのところ，不完備契約に関する標準的な定義は，「取引から生じる利益を完全に（効率的水準

で）実現できるような形で事前に書かれていないような契約」とされる．この定義は条件付けの不完備性

（incompleteness of contingencies, "insuécient contingent" contract）と呼ばれている29)．この定義では，

非対称情報があるために，条件付けができない場合も含んでしまうが，不完備契約理論が対象とするのは
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情報の非対称性ではなく，特に契約が履行される環境や義務は観察可能であるが，立証不可能であるよう

な場合である．一般に，社会資本整備プロジェクトのライフサイクルは非常に長期となる．取引に時間が

かかる場合，取引に合意する時点では，取引の価値に影響を与える重要な要因に関する情報を事前に入手

することは実際には困難なことが多い．特に，社会資本整備に関わるプロジェクトに関連する契約は，そ

の期間が極めて長い上に，その便益や費用に影響を与えるパラメータが不確実にしか分からない．そのた

め，建設段階では，土木工事であれば，極めて多くの不確定要因が存在する中で施工を進めていくことに

なる．さらに，建設段階におけるプロセスは極めて多岐にわたるタスクを含んでいる．そこでは，常にリ

スクという大きな問題が立ちはだかっている．そのため，建設工事中に発生する事象を完全に事前に想定

することは不可能であると言える．そのために，事前に将来に起こりうる全ての状況に対応した契約を記

述することは現実的に不可能である30)．

したがって，社会資本整備プロジェクトに関連する現実的な契約設計の問題を考えるならば，契約が本

来果たすべき役割が不完全にしか機能しない状態である契約の不完備性を前提とした議論が必要であると

いうことが本論文の大前提である．

そこには取引を制御するために，さまざまな副次的な費用が発生する．例えば，取引契約前にかかる探

索と情報の費用，取引契約をかわすこと自体にかかる交渉と意思決定の費用，取引契約後にかかる監視と

執行の費用がある．取引費用の理論では，これらの取引費用を節約することを目的として，制度が適切に

設計されなければならないとする．

1.3.2 不完備性の源泉

契約が不完備にならざるを得ない理由は，広義の意味で取引費用（transaction cost）が発生するからで

ある．契約において条件付けができない理由は，以下のように説明されている28);29)．

è 起こりうる状態の探索費用：取引の過程で起こりうるすべての可能性を考慮する場合，その可能性

があまり多岐にわたるために，それらを探索するだけで莫大な費用がかかることがある．そのため，

事前にはまったく予想できないような不測の事態（unforeseen contingencies）が発生する可能性が

ある．

è 状態や義務を契約に記述する費用：条項が拘束力を持つほどに十分に明確であいまいさのないよう

に契約を明文化するためには，費用がかかり過ぎる．その結果，状態や義務を記述することができ

ないが，可能であってもあいまいさが残ってしまうことになる．

è 契約を強制するための費用：契約が最終的に強制力を発揮するためには，裁判所が契約の条項を理解

し，発生した状況とそれに対応する行動を契約を下に立証しなければならない．そのためには，現

実には，多額の費用を要することが多い．
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1.3.3 不完備契約と非効率性の発生構造

以上の理由によって，契約が不完備であれば，さまざまな問題が発生する．契約当事者は契約の履行に

際して，事前には予期できないリスク事象を通して，事後的に得られる結果から生じる利得を勘案するで

あろう．図1.4に示すように，事後的に生じる契約の結果は，事前の投資レベルに影響を与える．仮に，完

備契約が記述できるのであれば，契約に「穴」が存在せず，事前の投資レベルを効率的水準に導くような

契約の結果を実現する．ところが，契約の不完備性とは契約の「穴」である．契約に「穴」がある場合に，

詳細な契約の記述するためには，取引を行うための事前の投資が行われた後に具体的な状況を待たざるを

得ない．事後的な契約の記述は，再交渉（renegotiation）によって確定し，結果として利得が分配される．

この再交渉の発生のために，投資主体の費用と便益が完全に内部化されなければ，事前の投資水準は過小

になる31)．これをホールドアップ問題と呼ぶ．

したがって，契約の不完備性が引き起こす非効率の発生は，契約当事者の効率的な投資水準を導かない

という結果によって顕在化する．建設契約を例として言い換えれば，契約の不完備の程度が大きく，将来

の多くの契約変更を予期した上に，契約変更の交渉過程で交渉力が相対的に弱く，利得を十分に保証され

ないと予期すれば，請負金額が高水準になったり，社会的には行われるべきプロジェクトが成立しないと

いった可能性も起こりうる．

1.3.4 契約の不完備性による非効率の軽減策

次に，不完備契約による非効率を軽減するための方策を考えよう．契約の不完備性によって発生する非

効率を軽減する方策は，２つのアプローチに分類できる．一つは，契約の不完備性そのものを軽減するこ

とによって，契約の強制力をより高めたり，強制のための費用を軽減する「直接的なアプローチ」であり，

もう一つは，契約が不完備であることを前提として，事前の投資を最適な水準に導くために，事後的な物

事の決め方のルールを設計する「間接的なアプローチ」である．

直接的なアプローチで，最も簡単なのは，より詳しく契約を記述することである．より多くの状況に依

存した契約を記述することができれば，それだけ契約の効率性は高まる．しかし，契約をより詳細に記述

するためには，費用がかかる．さらに，状況依存的な契約を設計するためには，状況に応じた対処方法を

計算するための費用も膨大になろう．したがって，どこまで詳細に記述するかについても，詳細に記述す

ることのメリットと費用とのトレードオフによって決定されることになる．また，契約の不完備性から生

じる契約紛争を効率的に処理するための方策も直接的なアプローチに分類される．契約紛争の処理過程と

は，契約に基づいて，その正当性を巡って争い，最終的には法的強制力のある判断を導く過程である．こ

の意味で，契約紛争をより効率的に解決することができるような紛争解決方法は，強制のための費用を削

減する効果がある．契約を強制するための費用が契約の不完備性の源泉であることを考えれば，紛争解決

の効率化は，契約の不完備性を直接的に軽減しようとすることになる．

これに対して，間接的なアプローチでは，契約が不完備であることを前提とした非効率の軽減策である．

事後の再交渉や裁判所によって得られた利得配分は，事前の投資インセンティブに影響を与える．契約が不
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完備性は，事後的な契約の再交渉を通じて，結果的に事前の投資水準が非効率になることに帰着する．し

たがって，事前にできるだけ効率的な投資を引き出すことを念頭に置きながら，事後の解決過程を適切に

決めることが不完備契約における最も重要なポイントである．Grossman and Hart24)に始まる伝統的な不

完備契約理論と呼ばれる研究は，この間接的アプローチに分類される．

間接的なアプローチの中で，このような事後の利得配分をコントロールする手段の一つとして，所有権

アプローチが提唱されている24);27)．事前の段階において将来起こりうる事態を詳細に記述することがで

きなくとも，将来，誰が事後の契約内容に関する意思決定を行うかを取り決めるという程度の簡単な契約

は記述することができる．このような取り決めは再交渉における利得配分に影響を与える．取引に物的資

産のコントロールが伴う場合には，物的資産に対する財産権，すなわち所有権を適切に配分することによ

り，ホールドアップ問題をコントロールできることができることが指摘される．このとき，所有権は「意

思決定権の束」であると見なされ，所有権の保有する主体は，事前に取り決めた契約，あるいは慣習や法

律に抵触しない範囲で当該物的資産を自由に扱うことができる32)．所有権に着目したこのアプローチは企

業の境界問題，すなわち，ある取引について市場を通して取引した方がよいのか，垂直統合による企業内

取引がよいのかという問いに対する分析ツールとして大きく発展を遂げた．

1.3.5 不完備契約理論の応用

不完備契約の理論は，さまざまな実際の取引メカニズムを分析するために応用されている．不完備契約

理論は，当初，産業組織における垂直統合の問題を中心的なテーマとして発達した．その後，不完備契約理

論の発展と共に，急速に進展したのは金融理論の分野である33)Ä 36)．仮に完備な金融契約を記述できるの

であれば，将来に起こりうる事態とその場合の行動及び利得配分を事前に規定できる．しかし，実際にはこ

のような完備な金融契約を記述することができないため，企業のコントロール権が存在している．不完備

契約理論により，初めて金融契約における経営権に焦点が当てられることになった．Aghion and Bolton37)

は状況に応じて企業のコントロール権を企業家と投資家に配分することにより，契約の効率性が改善する

ことを示した．その後，負債契約の存在により，債務不履行を契機に経営決定権（corporate control right）

が経営者（株主）から債権者に移転する38)ことに着目し，Dewatripont and Tiroleが初期の資金調達手段

がと企業の資源配分の効率性に与える影響を分析している39)．

また，組織や労働契約へ不完備契約理論を適用した例も多い40);41)．Holmstr°om and Tirole40)は契約可

能な仕事と契約不可能な仕事が存在した場合，契約可能な仕事に関するインセンティブスキームを厳格化

することは，契約不可能な仕事に関する努力の低下を招くことを指摘した．また，Aghion and Tirole41)

は，組織の権限配分の問題に関して考察している．

また，一般的にソフトな予算制約問題（soft budget constraint problem）と呼ばれる研究分野も，不完

備契約の枠組みでSchmidt42)によって旧社会主義国の民営化問題を分析したことを端を発し，発展してき

た．ここでは，事前には，民営企業の経営悪化による救済を政府が行わないという取り決めをしたとして

も，事後的には政府にとっても企業を救済することが効率的であるために，結果的に政府は企業を救済す
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ることになる．これを予想する企業は事前に努力するインセンティブが失われてしまう．

小林等30)は，日本の建設請負契約の構造を不完備契約モデルとして定式化した．建設請負契約の当事者

間に信義則5が確立しており，かつ契約内容がある一定の条件を満足していれば，社会的に最適な方式で公

共プロジェクトが遂行できることを理論的に明らかにしている．

1.4 各章の位置づけと本論文の構成

契約の不完備性は，現実の契約のほとんどに見られる特徴であることが分かるであろう．とりわけ，社

会資本整備に関わるプロジェクトは，プロジェクト期間が極めて長いこと，自然条件に大きな影響を受け

ること，極めて大規模であること等により，将来に起こりうる事態は極めて予測困難である．契約理論に

おける伝統的な不完備契約理論では，事前の投資レベルを効率的に導くために事後の再交渉の結果をどの

ようにしてコントロールするかという間接的なアプローチのみに焦点が当てられてきた．しかし，本研究

では，契約の不完備性そのものを軽減するための方策についても，検討が試みられる．以上の背景を踏ま

え，本論文は，以下のように構成される．

2.では，PFI事業権契約を対象として，契約の重要な役割の一つであるリスクの分担とその効率性につ

いて考察し，望ましいルール設計のための情報と取りまとめる．プロジェクトに関わるリスクは外生的リ

スク (exogenous risks) と内生的リスク (endogenous risks) に分類される．契約が不完備である場合には，

内生的リスクを抑制するために，契約変更の対象となるリスク事象をできるだけ明確化するとともに，再契

約のための手続きをあらかじめ設計する必要があることを説明する．また，PFIでは施設の所有権が異な

る2つの方式BOT（Build-Operate-Transfer）方式とBTO（Build-Trasfer-Operate）方式が存在する．こ

の方式の相違がリスク分担の構造の効率性に与える影響を分析する．

3.では，SPCと融資機関との間の融資契約が不完備であることに着目し，地震リスクを例として，保険

契約が融資契約の不完備性を補完する完備契約として果たす役割について分析する．融資契約が不完備で

あるとき，流動性資産の一時的不足による非効率な清算（過重債務問題）を回避することができないこと

を指摘する．ここでは，融資契約は典型的な3期間モデルとして定式化される．その上で，保険契約を付

保することにより，ある特定のリスク事象に対して状況依存的に流動性資産を得ることができるため，融

資契約の不完備性を補完するためのツールとして位置付ける．その上で，保険契約の活用の有効性を示す．

4.では，建設契約を対象として，契約を強制するためには，司法費用を要するという契約の不完備性に

着目する．発注者によって注文された構造物が設計仕様に応じていないというリスクは瑕疵（defect）と

して認識される．瑕疵責任の損害賠償を強制するためには第3者（例えば，仲裁廷）による強制力を必要

とする．強制するための費用が存在するとき，請負者が戦略的に瑕疵責任を逃れようとする可能性がある．

そのため，事前の瑕疵責任に対する注意水準が効率的にならない．このとき，社会的慣習と契約（法）の

ルールが補完しあうことに着目し，コモンローで採用される瑕疵責任ルールとわが国で採用される瑕疵責

任ルールが異なる理由に関する一つの仮説を提案する．その結果，信義則の存在の有無に関する前提によっ

5小林等30)の研究では，「信義則」が成立している状態とは，は事後的に明らかになる取引環境に関する情報をエージェント（請
負者）が偽らず，プリンシパル（発注者）に報告することが保証されている状態として定義されている．
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て，効率的な瑕疵責任ルールが異なることを示す．

5.および6.では，建設契約における紛争解決のプロセスが建設契約の効率性に与える影響を分析する．

契約が不完備であれば，事後的な措置として，交渉によって当事者間で和解するか，第三者による裁定に

よって解決せざるを得ない．ところが，事後的な紛争解決過程には，多大な費用を要することになる．その

ため，建設契約紛争をより効率的に解決するための仕組みを考える必要がある．不完備契約のモデルで最

もシンプルなものは将来の事象に対して，全く余剰の分配ルールを定めていない契約（null contract）であ

る．ところが，実際の契約には，リスクの分担方法についても規定されている．現実の契約はnull contract

でもないが，将来に起こりうる全ての事態に対応できるものでもない．したがって，契約の不完備性にも，

その度合いがあると言える．典型的な不完備契約モデルでは，契約に記述されていない状況が発生すれば，

再交渉によって解決を試みる．ところが，実際には，瑕疵担保責任のように，契約書にその責任分配方法

は記述されているものの，それが瑕疵であるかどうかについての認定が難しいようなこともある．その場

合は，係争事項は紛争へと発展し，詳細な立証過程を経て，第三者による裁定を仰ぐことになる．現実の

建設工事では，紛争解決のために要する費用は，プロジェクトの成否の要因の一つとなっている．紛争の

発生を初期契約によって抑制することも可能であろうが，建設プロジェクトの性質を考慮すれば，係争事

項の発生は不可避であろう．そのため，建設工事の標準契約約款には，契約当初に紛争の解決方法を取り

決めている．しかし，いったん紛争が発生すれば，裁定人や弁護士，時間等，大きな費用として契約当事者

が負担しなければならない．紛争解決の効率性は，その手続きにも大きく左右される．契約当事者は，係

争事項について，仲裁等の第三者裁定に持ち込むかどうかは費用とのトレードオフによって決定している．

そのため，このような紛争解決の効率性は，解決のための手続きによっても影響を受けることになる．実際

の建設工事で用いられるいくつかの代替的な紛争解決システムを対象に，法と経済学の訴訟モデル43)Ä 47)

をベースとして，5.では，すでに発生した紛争をいかに効率的に解決することができるかという観点から

評価する．6.では，紛争の発生構造に関する分析を行い，紛争発生をいかに抑止できるかという観点から

評価する．

7.では，PFI事業のための事業再生手続きを提案する．不完備契約理論に基づけば，PFI事業者の債務

不履行は，経営決定権の移転の契機となる．Bebchuk48)及びAghion, Hart, Moore49)は，企業の再生手続

きモデルを提案した．この手続きが不完備契約論の観点からも望ましいものであることを確認した27)．と

ころが，このモデルは民営企業を対象としたものである．PFI事業は公共性の高いサービスを提供する手

法であり，この手続きをそのまま適用することができない．また，民営企業の場合は債権者との利害関係

のみが重要であるが，PFI事業者の場合，公共主体との事業権契約が存在している．またPFI事業権契約

も不完備契約とならざるを得ない．そのため，債務不履行が発生した後に債権者と公共主体の利害を調整

する仕組みが必要である．ここでは，PFI事業において望ましい事業再生手続きを提案し，それが不完備

契約論の観点からも効率的であることを指摘する．

表1.1では，不完備契約から生じる非効率の軽減のためのアプローチと対象とするプロジェクト契約につ

いて，各章の位置付けを整理した．3.は融資契約が個別事項に対する状態依存的な契約を記述できないと
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表1.1 各章の位置付け

対象とするプロジェクト契約

建設契約 金融契約 PFI事業権契約

不完備性軽減への 直接的アプローチ 5., 6. 3.

アプローチ 間接的アプローチ 4. 7. 7.

いう不完備性を考慮し，保険契約が融資契約の不完備性を補っているという点に着目しており，契約の不

完備性を直接的に緩和することによる効果を表現している．5.および6.の研究についても，建設契約の不

完備性によって生じた紛争を事後的に強制するための費用を削減するという目的であり，契約の不完備性

に対する直接的なアプローチである．4.は，建設契約における瑕疵責任に対する強制費用の存在と社会的

慣習の補完的関係に着目し，瑕疵の抑制に対する効率的な注意水準を導くルールを模索している点で，契

約の不完備性に対する間接的なアプローチであると位置付けられる．7.では，PFI事業を対象に事業権契

約と融資契約の不完備性を同時に考慮しており，事前の経営者の努力を引き出しうる，事後的な事業再生

手続きを提案しているという点で間接的なアプローチである．
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2 PFI事業におけるリスク分担ルール

2.1 緒言

PFI（Private Finance Initiative）事業の目的は，公共サービスの生産に民間事業者のノウハウを活用し，

サービスの品質向上やコストの低減を実現することにある．その際，民間事業者に公共サービスを効率的に

提供するための誘因を賦与し，VFM(Value for Money)を向上させることが求められる．PFIでは，SPC

（Special Purpose Company）がサービス提供の対価として生じるキャッシュフローに基づいて事業を運営

することが求められるが，さらに，事業権契約を締結する段階で確定的に把握できない種々のリスクが存

在する．そのため，事業権契約において契約当事者間のリスク分担ルール，契約変更ルールが重要な契約

項目となる．リスク分担ルールは事後の紛争処理の効率化だけでなく，事業の効率性そのものに影響を及

ぼす．PFI事業におけるリスク分担ルールに関しては，実務でも多くの検討がなされているが1)Ä 3)，その

役割はリスク分担を明確にすることにより，契約当事者にリスクを効率的にマネジメントする誘因を与え

ることである4)．

本章では，不完備契約理論の立場からPFI事業におけるリスク分担ルールの効率性について考察し，望

ましいルール設計のための情報をとりまとめる．以下， 2.2では本章の基本的考え方を明らかにし， 2.3

で外生的リスクの効率的な分担ルールについて考察する．2.4では，内生的リスクと分担ルールの関係に

ついて分析する．

2.2 本章の基本的考え方

2.2.1 従来の研究概要

PFI事業は，事業期間が長期にわたるため多くの不確実性に直面する．将来発生しうるリスク事象とそ

の対処方法をPFI事業権契約の中に網羅的に記述することは不可能であり，不完備契約とならざるを得な

い．不完備契約に関する研究は，法経済学やゲーム理論の分野で急速に進展している5)Ä 7)．これらの研究

を通じて，契約対象物権に対する所有権や意思決定の権限が，不完備契約の効率性や実効性を規定するこ

とが明らかにされた8);9)．また，大本等10)は，建設請負契約を不完備契約と位置付け，わが国の公共工事

標準請負約款とFIDIC（国際建設コンサルティングエンジニア協会）が作成した標準建設契約約款におけ

るリスク分担ルールを詳細に検討している．PFI事業においても，建設契約の部分に関しては大本等が指

摘したリスク分担ルールに関する議論が成立する．しかし，PFI事業権契約は，建設段階のみならず運営

段階の契約も含むものであり，建設契約より複雑な内容を持っている．さらに，PFI事業では，BOT事業，

BTO事業等，運営段階における所有構造や権限の構造が異なる事業方式が提案されている．このため事業

方式の違いがリスク分担構造の効率性に影響を及ぼすことになる．すでに，PFI事業権契約におけるリス

ク分担ルールに関しては，いくつかの研究事例が存在する1)Ä 3)．しかし，筆者の知る限り，PFI事業権契

約を不完備契約として位置づけ，リスク分担ルールの効率性を分析した研究事例は見あたらない．本章で

は，最近の不完備契約理論の知見に基づき，PFIにおける契約形態と望ましいリスク分担ルールの関係を
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分析する．

2.2.2 外生的リスクと内生的リスク

PFI事業に関わるリスクは外生的リスクと内生的リスクに分類される10)．リスクはペリル（peril）とハ

ザード（hazard）の相互作用によって生起する．ペリルとは，「起こりうる損失の直接的原因」であり，ハ

ザードとは，「ペリルの生起とそれによる損失の規模に影響を与える当事者の行動」と定義される．ハザー

ドの主体はリスクの発生を制御することができる．外生的リスクとは，契約当事者がペリルの発生自体を

予見・制御することが不可能なリスクである．一方，内生的リスクとは，契約当事者の戦略的な行動が事

業に非効率をもたらすリスクを意味する．PFI事業では，将来起こりうるすべてのリスク事象に対する詳

細な対応方法を契約の中に記述することは不可能であるため，実施段階で契約に記載されないリスク事象

が発生すれば契約変更が協議される．この場合，交渉力を有する契約主体が追加的なレントの獲得をめざ

して戦略的に行動すれば，事業の効率性が阻害される．PFI事業権契約では，外生的リスクに関する分担

ルールが契約書の中に記述される．しかし，リスク分担ルールの内容は，契約当事者の戦略的行動に影響

を及ぼす可能性がある．事業権契約においては，外生的・内生的リスクの双方を考慮し，契約当事者の効

率的な行動をもたらすリスク分担ルールを規定する必要がある．

2.2.3 PFI事業方式と内生的リスク

PFIの事業形態には，１）サービス購入型，２）独立採算型，３）ジョイントベンチャー型の３つがあ

る1)．わが国で実施されたPFI事業では，サービス購入型が主流となっている．独立採算型では公共の関

与を最低限とする代わりにリスクはSPCが負担する．さらにサービス購入型では，公共サービスの直接

の購入者としての公共主体が，サービスの品質や運営方法等について積極的に提案等の介入をする．公共

主体にもリスクを負担する役割が求められるため，契約当事者間のリスク分担ルールが重要な契約項目

となる．たとえば，PFI事業において公共主体が債務保証をすれば事業のクレジットリスクは回避される

が，一方で，SPCの経営努力を低下させるリスクが生じる．このため，公共主体がPFI事業に関与する場

合，慎重なリスク分担ルールを設計することが必要となる．運営段階における施設所有権に着目すれば，

BOT(Build-Operate-Transfer) ，BTO (Build-Transfer-Operate) ，BOO (Build-Own-Operate) 等の方式

がある．わが国におけるPFI事業では，BOT方式とBTO方式が採用されることが多い．BOTとBTOの

本質的な差異は，運営段階における契約物権に対する所有権にある．BOTの場合，SPCは所有権を維持し

たまま施設を運営し，事業期間終了後に公共主体に所有権を移譲する．一方，BTOの場合，建設が行なわ

れた直後に，所有権が公共主体に移動する．最近の不完備契約理論6);7)では，所有権を法や契約内容に記

載されていない資産使用法に関する決定権（残余決定権）と解釈する8)．この場合，契約当事者による交

渉が行われるが，その交渉の仕組みと最終的な決定法が契約書において取り決められる．交渉の参照点は，

所有権の所在によって決定され，これが交渉の結果としての利得配分に影響を与える．利得配分は，事前

のリスク発生や損失をコントロールする誘因にも影響を与える．したがって，運営方式により望ましいリ
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スク分担ルールと内生的リスクの発生構造が異なる．

2.3 外生的リスク

2.3.1 外生的リスクの種類

外生的リスクとは，契約当事者による制御が及ばないペリルによって発生するリスクである．PFI事業

では，施設建設段階のみならず，施設運営段階のリスク事象に関しても，その効率的なマネジメントが要

請される．表3.1にはPFI事業の調査・設計・建設段階で発生する代表的なリスク事象に対して，ペリルと

ハザードを整理している．同じく，表3.2にはPFI事業の運営段階におけるリスクを整理している．ペリ

ルとハザードの相互作用により，予想と実際の結果に相違が生じ，結果として損失が生じるリスクが影響

を受ける．わが国ではPFI事業に関する標準契約約款が存在していない．そこで，過去に実施されたPFI

事業の募集要項に基づいて，各ペリルに対するハザードの主体を想定した．なお，事例としてBOT方式は

「長岡市高齢者センターしなの（仮称）整備，運用及び維持管理事業」を，BTO方式は「中央合同庁第７

号館整備等事業」をとりあげている．

2.3.2 リスク事象とリスク分担原則

リスク分担の問題は，「リスクにより発生した損失をどちらの契約当事者に帰属させるべきか」という問

題である．法経済学では，契約法におけるリスク分担を「もし，そのリスク事象が発生することを事前に

予見できていた場合，契約当事者がその費用をどのように分担すべきか」を問う問題として定式化する11)．

ここから，２つのリスク分担原則が導かれる．第１にリスクは，リスクの大きさと確率をより正確に評価

し，それを制御できる主体が負担すべきである．一方の主体がリスクを軽減する能力を持つ場合，その主体

にリスクによる損害を帰属させることにより，効率的なリスク回避努力がなされることが期待できる．さ

らに，いずれの当事者もリスクを評価，制御できない場合には，２）そのリスクをより容易に引き受ける

ことができる主体が負担すべきである10)．

PFI事業権契約が一度締結されれば，どちらの当事者も他方の当事者の同意がない限り，契約内容を変

更するとはできない．しかし，事業権契約は不完備契約であり，契約締結後に契約内容の変更が生じる可

能性がある．法経済学における一般的な見解12);13)によれば，契約変更を認めることにより，契約当事者

双方の利益が増加する場合において契約変更が正当化される．このような契約変更原則に基づけば，本来

SPCが負担すべきリスク事象に関して生じた損失は，SPC自身が負担すべきであり契約変更は認められな

い．公共主体側が負担すべきリスク事象に関しては，「契約変更を認めることにより，公共主体側に注意努

力を増加させる誘因がより大きく働き，契約の効率化を達成できることが可能となる」ため，契約変更が

正当化される．なお，公共主体，SPCに帰属しないハザードが原因となって生じるリスク事象に関しては，

１）契約変更により，契約の効率性を向上できる場合や，２）リスク負担能力の大きい当事者がリスクを

負担することにより，他方の当事者の効率的な行動を誘導できる場合には，契約変更が正当化できる．
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表2.1 PFI事業の調査設計建設段階におけるリスク
段 主 ペリル ハザードの内容 事例 判断
階 体 BOT BTO

許認可取得リスクA 事業者による必要許認可 A × A × A ×
調査・工事・維持管理運
営に関する反対運動／環
境問題リスク

調査・工事・維持管理運営が周辺
に与える影響の考慮，地元住民の
説明の徹底

A × A × A ×

A 第三者賠償リスクA 合理的な施工計画，施行運営，維
持管理運営，保険

A × A × A ×

事業放棄・破綻リスクA 事業者自らの財務状況確認 A × A × A ×
資金調達リスク 資金調達方法の工夫 A × A × (A) ○
金利リスク 金利スワップ等の資金調達の工夫 AP × A × AP ×

共
通

当該事業のみに影響を与
える法制度／税制改変リ
スク

当該事業のみに影響を与える法制
度／税制改変

P ○ P ○ P ○

許認可取得リスクP 公共による許認可取得遅延 P ○ P ○ P ○

P
施設等の設置・運営に関
する地元住民反対運動リ
スク

施設等の設置・運営に関する地元
住民説明の徹底

P ○ P ○ P ○

第三者賠償リスクP 合理的な事業方針 P ○ P ○ P ○
設計・性能の追加変更リ
スク

設計・性能の追加変更がなるべく
起こらないような計画・設計・契
約図書の作成

P ○ P ○ P ○

F
上位計画・広く影響が及
ぶ法制度／税制度リスク

一般に広く影響が及ぶ法制度／税
制度の改変

(A) ○ (A) ○ (P) ○

事業不要化リスク 社会的状況の変化 P ○ P ○ P ○
調査・設計・施工ミスリ
スクA

事業者による正確な測量・調査，適
切な設計・施工

A × A × A ×

通常の調査設計・建設費
用リスク

調査・設計・建設費用抑制の工夫 A × A × A ×

調査・設計・完工遅延リ
スクA

合理的な調査・設計・施工計画 A × A × A ×

調 A 性能リスク 施工管理の徹底 A × A × A ×
査 対処可能な天災リスク 事前対策や保険（Ex．地震） (P) ○ (P) ○ (P) ○
設 物価変動リスク 資金調達の工夫 AP × AP × AP ×
計
建

工費増大リスク 公共の指示，変更以外に起因する
工事費の増大

A × A × A ×

設 用地取得遅延リスク 事前の余裕を持った買収・取得 P ○ P ○ P ○
段
階

調査・設計ミスリスクP 公共による正確な測量・調査，適
切な設計

P ○ P ○ P ○

P 工事費増大リスクP 公共の指示，変更に起因する工事
費の増大

P ○ P ○ P ○

埋蔵文化財等発見リスク 埋蔵文化財等の発見による工事遅
延・工事費増大

P ○ A × P ○

B 都市計画決定遅延リスク 決定前における調査．計画／計画
決定手続き

－ (A) ○ (P) ○

F 対処不可能な天災リスク 事前対策や保険が不可能なもの（戦
争・テロ等）

(P) ○ (P) ○ P ○

備
考

コラム「段階」はぺリルの発生段階，「主体」はハザードの主体を示す．「A」はSPCを示し，「A」は
公共体を示す．「B」は両主体がハザードの主体であり，「F」はどちらの主体とはならないことを示
す．○は契約変更を行われることを示し，×は契約変更が行われないことを示す．（・）は主負担者
を示し，もう一方は従負担者となる．APは，両者負担を示す．
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表2.2 PFI事業の維持管理運営段階におけるリスク
段 主 ペリル ハザードの内容 事例 判断
階 体 BOT BTO

運営開始遅延リスクA 事業者による迅速な運営開始手続き，
保険

A × A × A ×

劣化早期進行リスク 劣化の不確実性を考慮した維持管理
計画

A × A × A ×

設計・施工瑕疵リスク 設計・施工段階における仕様に従う
妥当な技術とケア

A × － A ×

施設管理瑕疵リスクA 施設管理の徹底 A × A × A ×
計画／性能変更リスク
A

事業者によるより適当かつ効率的な
計画／性能変更の工夫

A × － (A) ○

A 維持管理費リスクA 事業者による維持管理方法の工夫 A × － (A) ○
需要リスク 施設運営の工夫 A × A × (A) ○

維
持

サービス水準／性能未
達リスク

運営管理の徹底 A × A × A ×

管 原材料入手リスク リスク発生時の材料調達先の備え － － A ×
理 対処可能な天災リスク 事前対策や保険（Ex．地震） (P) ○ (A) ○ (A) ○
運 事故・火災リスク 事故減少・火災対策，保険 (A) ○ － (A) ○
営 物価リスク 資金調達の工夫 PA? AP? (A) ○
段 移管時修繕費用リスク 運営段階における適切な維持管理 － A × A ×
階 運営開始遅延リスクP 公共による迅速な運営開始手続き P ○ P ○ P ○

計画／性能変更リスク
P

公共によるより適切かつ効率的な計
画／性能変更の工夫

P ○ P ○ P ○

P 維持管理費リスクP 公共による維持管理方法の工夫 P ○ － P ○
周辺インフラリスク 公共による事前の綿密な計画想定 P ○ P ○ P ○
事業期間延長リスク 事業期間の延長が必要とならない事

業計画
P ○ P ○ P ○

対処不可能な天災リス
ク

事前対策や保険が不可能なもの（戦
争・テロ等）

(P) ○ P ○ P ○

F
技術革新による事業の
陳腐化リスク

技術革新 － － P ○

第三者による施設傷害 第三者の行為 － AP ○ (A) ○
残存価値リスク 減価償却制度の不確定 － － (A) ○
移管手続き費用リスク A × A × (A) ○

2.3.3 外生的リスク分担ルール

現実のPFI事業契約では，将来に起こりうる外生的リスクに関する事象について，ある程度の精緻さを

持って抽出され，そのリスク分担に関するルールが取り決められる．リスク事象に関する項目内容及びそ

の精緻さは，事業案件ごとに異なる．外生的リスクの分担に関しては，１）どの主体がリスクを負担するの

か，２）主体がリスクを全て負うのかあるいは一部か，３）一部負担の場合は，その範囲を決定するルー

ルについて取り決められる．表3.1，表3.2には，過去のPFI事業の実施要項に示されているリスク分担

表に基づいて，各事業で想定されているリスク分担者を整理している．同表には前述のリスク分担原則に

従って，筆者らが望ましいと考えるリスク分担ルールも併記している．概ね，過去の事例では本稿で考察

したリスク分担原則に従った分担ルールが採用されている．ただし，都市計画決定遅延リスクは，本来当

該リスクのハザード主体を考えれば公共主体が主たる負担者となるべきだろうが，昨今では都市計画決定

に民間側からの提案も認められるようになったことから，SPCも一定の責任を負うことが考えられる．ま

た，上位計画，法律の一般的な改変は，不可抗力リスクに分類される場合もあり14)，主として公共主体が

負担すべきリスクである．一方，わが国では，天災リスクは不可抗力であり，公共主体が負担すべきであ

るという議論がある．しかし，現在，災害保険が利用可能となりつつあり，公共主体よりSPCの方がリス

クヘッジの誘因が高いことを考えれば，一概にこの議論は正当化されない．さらに，運営段階のリスクは，

3.4で議論するように内生的リスクの発生と密接に関連しており，今後より精緻なリスク分類と分担ルール
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を検討する必要があろう．

2.3.4 事業方式とリスク分担ルール

BOTとBTOの本質的な差異は，施設に対する所有権にある．したがって，BOTとBTOの場合では，維

持管理運営段階でリスク負担に大きな違いが生じる． BOTでは，SPCは計画／性能変更や維持管理に対

して権限を有する一方，ハザード主体がリスクを負担するという原則に基づけば，SPCが負担するリスク

は大きいものとなる．BOTでは施設所有者として計画／性能変更リスクや維持管理費リスクについては

SPCが完全にリスクを負う．しかし，現在，保険市場が整備されつつあり，リスクファイナンス手法によ

りSPCがリスクの一部を他者に転換することが可能である．BTOでは，SPCが負うリスクの範囲は維持

管理契約が請負か委任かで異なる．残念ながら，過去の事業権契約で建設契約が委任か請負契約かを明記

したものはなく，法的にも規定はない．仮に，事業権契約において維持管理契約が委任契約と明確に規定

されている場合，SPCは管理瑕疵責任に関して，それが善良なる管理者の注意（善管注意）を以て管理さ

れていれば（民法644条），リスクを負担しないが，請負契約と規定されていれば，SPCは瑕疵担保期間中

に善管注意を持って管理したかどうかに関わらずリスクを負う．また，瑕疵担保責任リスクは，SPCがリ

スク負担者であるが，事業方式により負担内容が異なる．BOTでは，PFI事業者が施設を保有するため，

年限を問わず瑕疵リスクを負う．しかし，BTOの場合，事業権契約において建設に関する契約は通常請負

であると考えられ，民法の規定に従えば，SPCは一定の年限（両者で合意可能）において修補又は損害賠

償の責任を負う．施設の管理瑕疵の損害が第3者に及ぶケースでは，当該施設が「公の造営物」に該当す

る場合，一義的には国家賠償法第２条第１項に基づいて公共主体がその責任を負い，SPCが公共主体から

求償されるという見解が有力である15)．求償の範囲は事業権契約において維持管理契約が請負か委任かで

異なる．事業権契約の維持管理契約が委任であれば，SPCは管理瑕疵責任について善管注意を以て管理さ

れていれば責任を問われないが，請負であれば，SPCは瑕疵担保期間中に善管注意を持って管理したかど

うかに関わらず，その責任を負うであろう．施設管理瑕疵によって発生した第３者への損害に対する責任

に関しては，未だ明確な見解は得られていない．PFI事業の管理瑕疵リスクは無視できず，法的な分析が

急がれる．

2.4 内生的リスク

2.4.1 内生的リスクの種類

外生的リスクはペリルとハザードの相互作用により発生する．契約当事者は外生的リスクのペリルを制

御できないが，常にハザードの主体としてリスクの発生に関与する．したがって，外生的リスクに付随し

て，常に内生的リスクが介在する可能性がある．契約は，契約当事者に最善の注意を払ってリスクを管理

する誘因を与えることを一義的な目的としている．特に，１）契約当事者が互いにリスクの原因となるペ

リルやハザードを完全に観察でき，第３者に対して立証可能であり（情報の完全性），２）契約に記述さ

れているリスク事象の定義，リスク分担ルール，契約ルールといった契約事項に曖昧性がない（契約の明
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確性）という条件が成立していれば，不完備契約を用いても効率的な契約関係を遂行できる．しかし，現

実の契約は情報の完全性，契約の完全性の条件を満足せず，完全に拘束的な（enforceable）契約を締結す

ることは不可能である7)．情報が完全でなく，一方の契約当事者のみが情報を知り得る場合，その当事者

が最善の管理努力を怠るというモラルハザードが発生する可能性がある．また，リスクが発生した事後に

おいて，リスク分担や契約変更ルールの解釈を巡って，自己にとって有利になるように交渉や紛争を引き

起こすというホールドアップ問題が発生する．契約当事者の交渉力の差異は，事後の契約変更の結果に影

響を及ぼすが，契約当事者が事後の交渉による私的レントの獲得を期待すれば，事前の努力水準にも影響

が及ぶことになる．

PFI事業における内生的リスクは，上述のような契約の不明確性，情報の不完全性という不完備契約自

体の不完全性に起因して生じるものであるため，PFI事業権契約の中に外生的リスクを効率的に管理しう

るリスク分担ルール，契約変更ルールが記述されても，内生的リスクを完全に抑制することは不可能であ

る．内生的リスクを管理するためには，モニタリング，報償スキーム，第３者裁定等，各種の誘因メカニ

ズムや制度的インフラを整備することが不可欠である．PFI事業に介在する内生的リスクに関しては，ほ

とんど研究の蓄積がないのが実情であり，今後に残された課題が極めて多いが，以下では不完備契約理論，

情報の経済学に関する最近の知見に基づいて，今後の研究課題をとりまとめることとする．

2.4.2 情報の非対称性とモラルハザード

PFI事業で発生したリスク事象やSPCの行動が完全に観察可能であり，立証可能であれば，事前の契約

が不完備であっても，契約に記載されているリスク分担ルール，契約変更ル－ルに基づいて効率的な事業

遂行が可能となる．しかし，一方の契約当事者のみが情報を知りえるという情報の非対称性が存在する場

合，契約当事者が知りえた情報をすべて開示するとは限らない．また，情報的に有利な立場を戦略的に利

用することにより，過大な利得や損害補償を受け取ったり，事前の経営努力を怠るというモラルハザード

が発生する．たとえば，SPCのみがサービスの質的水準を知り得るのであれば，SPCはサービス水準を低

下させる誘因を持つだろう．このようなモラルハザードは，SPCがハザード主体となるすべてのリスク事

象に関して起こりうる．情報の経済学5)の知見に基づけば，モラルハザードの問題を克服するために，１）

相手の行動やリスク事象を観察するためのモニタリングシステムの整備，２）SPCの努力を誘発するため

の誘因スキームの設計が必要となる．たとえば，SPCがリスク効率的に管理するような誘因を持つように，

SPCの努力成果に関するモニタリング情報に基づいて報酬を決定するような誘因スキームに関する研究が

必要となろう．

2.4.3 契約の不完備性とホールドアップ問題

公共主体からSPCに支払われる委託金の多寡は，所得移転の問題であり，社会的厚生には影響を及ぼさ

ない．しかし，VFMを最大化しようとするPFIの立場に立てば，租税を原資とする公的支出を可能な限り

抑制することが必要となる．英国では，PFI事業の23％において，契約時に期待されたVFMが達成され
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ていないと報告されている16)．PFI契約は長期に及ぶため，事業期間中に，サービスに関する変更，新規

サービスの導入，追加的な業務，建築物の設計変更等の契約変更が発生する16)．公共主体の契約変更要求

に対して，高額な支払いが発生したことがVFMを低下した理由の１つとされている．

PFI事業権契約の入札の段階では，入札に参加した潜在的なSPCの間で競争関係が働く．しかし，一度，

事業権契約が締結されれば，契約当事者間に相互的な関係が成立する．契約当事者が事業遂行のために実

施した投資の多くは，当該事業においてのみ価値を持つ取引特殊的投資である場合が少なくない．この場

合，より多くの資金を事業に投入した契約当事者は，資金を回収するため事業をできるだけ継続させよう

とする誘因を強く持つ．その結果，契約当事者の間で契約変更に関する交渉力の差異が生まれる．強い交

渉力を持つ契約当事者は，約束違反を含めた機会主義的な行動をとる可能性が大きい．

元来，事前の契約は，事後の機会主義的行動を防止するために締結するものである．しかし，事前の不完

備契約が完全な内容を持っていない場合，事前の契約によるコミットメントは不完全となる．さらに，契

約当事者の行動が立証不可能であれば，交渉による私的レントの獲得めざした紛争が発生する可能性があ

る．ホールドアップ問題を抑制するためには，契約変更の対象となるリスク事象を可能な限り明確にする

とともに，機会主義的行動を抑制しうる再契約時の費用負担変更ルールをあらかじめ設計しておくことが

重要となる．また，契約の不完備性に起因する契約紛争を効率的に解決するために，例えば第３者による

裁定・仲裁機構の導入を検討する必要があろう．不完備契約に関するホールドアップ問題に関しては，い

くつかの理論的な知見が得られているが，不完備契約理論の分野でも多くの研究課題が残されている．

2.5 結言

本章では，PFI事業に介在するリスク事象が，外生的リスクと内生的リスクに分類できることを指摘し

た．外生的リスクと内生的リスクへの対応方法は，明確に異なり，その対応方法を法の経済学，契約の経済

学の知見に基づいた理論的立場から整理を行った．その上で，個々の外生的リスク事象に対してリスク分担

ルールや，リスク事象が生じた場合の契約変更の可能性を整理した．外生的リスクに対しては，リスク分

担者がリスクコントロール手段，および保険等のリスクファイナンス手法により，リスクを効率的にマネ

ジメントすることが要請される．一方，内生的リスクとして，情報の非対称性に起因するモラルハザード，

契約の不完全性，取引特殊性によって生じるホールドアップ問題が存在することをしてきした．モラルハ

ザードに関しては，モニタリング，誘因システムの設計を通じて制御可能である．ホールドアップ問題を

克服するためには，再契約時における費用負担変更ルールを明確に設計しておくことが必要である．万一，

当事者間の交渉により解決せず紛争に発展した場合に，第３者による効率的な仲裁・裁定が可能となるよ

うなメカニズムを検討することが必要である．さらに，BTO，BOTでは契約対象物件の所有権の所在が

異なるため，計画／性能変更リスクや維持管理費リスクについて，その責任の負担主体は異なる．BOTの

場合，事業権契約が請負か委任かという判断にもよるが，SPCは上記リスクの負担することになる．事業

に関わるリスクの大きさとSPCのリスク負担能力を勘案した事業形態の選択をする必要があろう．
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3 流動性リスクと地震保険需要

3.1 緒言

本章は，危険中立的な企業が地震保険を必要とする理由について分析することを目的とする．伝統的な

保険理論では，経済主体の危険回避選好に基づいて，保険需要を説明してきた1)．すなわち，危険回避的

な経済主体が保険を保有すれば，富の状態依存的な変動を回避することが可能となり，結果的に期待効用

を増加することができる．さらに，経済主体が危険中立的な場合には，保険料と期待保険金額が一致する

ようなリスクフェアな保険保有に関して無差別となる．

現実の地震保険市場において，大企業は大口の地震保険保有者である2)．大企業は，国際資本市場を通

じてリスクヘッジが可能であり，危険中立的な行動主体と考えることが可能である．仮に，企業が危険回

避的であっても，家計より危険回避の程度は少ないと考えても妥当であろう．現実的の地震保険には，保

険料には一定額のリスクプレミアムが加算される．保険契約者が危険中立的であれば，リスクプレミアム

を要求するような地震保険に対する保有動機を持たない．このような企業の地震保険の保有行動を，企業

の危険回避性に基づいて説明しようとする試みは説得力に欠けると言わざるを得ない3)．

地震により大規模な損失が発生すれば，企業は経営を継続するために緊急に追加投資が必要となる．こ

のような追加投資が必要になったとしても，企業が将来のキャッシュフローを担保に追加融資を調達でき

るのであれば借入制約は発生しない．一般に，企業は過去の投資に対して負債を有している．既存の負債

に対する債権者は，追加融資者に対して返済に対する優先権を保有している．このため，金融機関が返済

に対して劣後にある追加融資に応じない可能性が現れる．企業が地震後に経営を継続するために必要な追

加融資を調達できず，企業の継続価値が正であっても清算されてしまう危険性が存在する．

本章では，地震保険を地震発生時に企業が直面する借入制約を回避するための手段として位置づける．

その上で，危険中立的企業の地震保険の保有行動をモデル化し，地震保険が企業の防災行動におけるモラ

ルハザードに及ぼす影響を分析する．さらに，地震リスクに対処しうる望ましいファイナイト契約スキー

ムについて考察する．なお，本章で提案するファイナイト契約スキームは，地震リスクに限らず幅広い損

害リスクに適用可能であるが，防災投資におけるモラルハザードの問題は地震リスクにおいて特有な課題

であることを断っておく．以下，3.2では，本章の基本的な考え方を明らかにし，3.3では，企業の流動性

需要を分析する．3.4では，企業の保険保有行動を分析し，3.5で，地震保険によるモラルハザードについ

て分析する．3.6では，ファイナイト契約について分析する．

3.2 本章の基本的考え方

3.2.1 従来の研究概要

伝統的保険理論では，不確実性下における危険回避選好に基づいて，経済主体の保険保有行動を説明す

る．経済主体による地震保険の保有行動に関しても，すでに膨大な研究4)Ä 8)が蓄積されているが，そのほ

とんどが伝統的保険理論を踏襲している．土木工学の分野でも，望月ら9)は地震リスク解析手法及び効用
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理論を用いて最適な地震保険スキームを設計している．そこでは，保険契約者が期待効用に対する確実同

値額と保険保有時における所得との比較に基づいて，地震保険の購入を決定するメカニズムを分析してい

る．経済主体が危険回避選好を持つ時，保険保有により将来の富の変動を低減できれば期待効用が増加す

る．多くの家計は危険回避選好を有しており，伝統的な保険理論に基づく議論は一定の妥当性を有してい

る．一方，多くの企業は家計より規模の大きい経済主体である．かつ，企業は有限責任制度で保護されてお

り，資本市場を通じて信用リスクを移転することができる．また，仮に資本市場が完備であれば，企業の

収益リスクを資本市場で完全にヘッジすることが可能である．このため，多くの企業は危険中立的な（あ

るいは，危険回避度が少ない）経済主体と考えることが妥当であろう．しかし，伝統的な保険理論に基づ

く限り，危険中立的な企業が（リスクプレミアムが加算された）地震保険を保有する理由を説明できない．

本研究では，企業が地震保険を保有する動機として，企業の流動性需要に求めることとするが，流動性需

要という立場から，企業の地震保険保有行動を分析した研究事例は多くない．その中で，赤石沢ら10)は，

企業が地震保険に加入する動機が，喪失した資産の補填ではなく，経営の継続のための資金調達にあると

し，企業の地震保険の保有行動を分析している．そこでは，企業の危険回避性が企業の財務的な体力に依

存すると仮定し，企業規模が大きくなるほど，あるいは総資産に対する損失の割合が小さくなるほど，確

実同値額と期待損失との差が縮まり，保険加入の合理性を説明することが難しくなると指摘している．し

かし，彼らの研究は，企業の危険回避選好に基づいて，地震保険保有行動を説明するものであり，伝統的

な保険理論の枠組みから逸脱するものではない．また，企業の流動性保有に関する理論的枠組みを欠いて

いる．本研究では，流動性需要に基づいた地震保険需要に焦点を絞るため，危険中立的な企業を仮定する．

また，財務構造の問題を捨象するために，企業の資金調達手段は負債のみと仮定している．

3.2.2 流動性ショックと借入制約

企業は取引を決済するためには，現金等の流動性（liquidity）を保有することが必要となる．企業が資

産を十分に保有していても，決済時点で必要となる流動性を保有していなければ，いわゆる黒字倒産が発

生する．企業が地震により損失を被れば，経営を継続するために追加資金が突然必要となる．このように

予想外の出来事により，企業が短期的に流動性を必要とする現象を流動性ショックと言う．企業が流動性

ショックに直面しても，必要な資金を貸出金融市場から調達できるのであれば問題はない．しかし，現実

には企業が流動性ショックに対して必要な資金を調達できず，企業は借入制約に直面する．資本市場が完

全であれば，このような借入制約は発生しない11)．

近年，資本市場の不完全性に基づいて，貸出金融市場において借入制約が発生するメカニズムを分析す

る研究が蓄積された12)Ä 18)．そこでは，借入制約が発生するメカニズムの１つとして情報の非対称性が指

摘されている．企業が保有する情報を投資家が情報を持たない場合には，逆選抜によって価値のあるプロ

ジェクトでさえも投資家が融資しない可能性がある．あるいは，企業行動を観察できず，モラルハザード

が発生する可能性がある場合，企業が価値のあるプロジェクトを有していても，資金調達できない可能性

がある．Holmstr°om and Tirole12)（以下，H=Tモデルと呼ぶ）が分析したように，流動性ショック後にモ
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ラルハザードの可能性がある場合，企業は追加投資に必要となる資金を全額外部から調達することができ

ない．そのため，企業は事前に流動性資産を保有する動機があることを指摘した．以上のような情報の非

対称性による問題への対応として，企業の自己資本比率13)や担保14)が企業の経営健全性を示すシグナルと

して活用できることが指摘されている．また，モラルハザード問題への対応としては，モニタリングが有

効であると主張されている15);16)．

借入制約が生じるいま１つの原因として，「過重債務（debt overhang）」問題17);18)があげられる．過重

債務問題とは，投資の懐妊期間中に追加融資が必要になったとき，企業が初期投資時点で負った既存債務

が大きすぎるために，必要な追加融資が受けられないという問題である．過重債務問題は，初期契約の不

完備性と密接に関係がある．初期融資契約において，将来起こりうる全ての状況に依存した契約条項を記

述できるのであれば，過重債務問題は発生しない．

本研究では，地震の発生により企業が被災し，経営を継続するために緊急の追加融資が必要となる流動

性ショックを対象とする．過去の地震災害において，企業が借入制約に直面した事例は少なくない．それら

の多くは，被災時点で未償還の債務を背負っており，過重債務問題により借入制約が発生している．この

場合，企業が地震保険を保有すれば，被災時に保険金を獲得することにより，借入制約を克服することが

できる．そこで，本研究では被災時における企業の借入制約が過重債務により発生すると考える．もちろ

ん，企業によるモラルハザードの問題も無視できない．しかし，企業が地震保険を保有する場合，事前の

防災投資に対するモラルハザードの問題が重要になってくる．本研究では，H=Tモデルとは異なり，地震

による流動性ショック以前に実施される防災投資に対するモラルハザードの問題をとりあげることとする．

3.2.3 地震保険の役割

現実には，企業は極めて多くのリスクに直面しており，追加投資が必要となる状況は極めて多様である．

これら追加投資に対する契約条項を，融資契約にすべて盛り込むことは不可能である．融資契約の本質は，

融資者がそれらのリスク要因を１つ１つ精査し，それに対して状況依存的な返済スキームを設計すること

ではない．むしろ，金融機関の役割は，企業が負う全てのリスクの総体である信用リスクを評価して，企

業に対して融資を実施するか否かを決定することにある．したがって，融資契約において，融資額と満期

日に返済される約定額のみが記述されることになる．

企業は初期投資の結果として収益が得られるまでに地震が発生し，追加投資が必要となるリスクに直面

している．必要な追加投資を実行できなければ，企業は清算を余儀なくされる．上述したように，融資契

約は不完備契約とならざるを得ない19);20)．このため，地震発生における追加融資が必要となった場合，企

業は新たに金融機関と追加融資契約を締結せざるを得ない．しかし，地震が発生したとしても，既存の債

務契約の内容が変更される訳ではないため，３．で考察するような理由により企業は借入制約に直面する

ことになる．H=Tモデルは，このような緊急の資金ニーズに発生する借入制約に備えるために企業が機

会費用を負担しながらも流動性資産を事前に保有するメカニズムを分析した．企業の流動性需要の程度は，

借入制約に直面したときのロスの程度と流動性資産を保有しておくことの機会費用の大きさに依存してい
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図3.1 モデルの論理的時間順序

る21)．

保険契約の役割は，あるリスク要因（地震保険の場合には，地震による損失額）に対象を絞りこんで，そ

の要因に基づいた損失額に対して状況依存的な支払いスキームを設計する点にある．保険契約の設計にお

いては，対象とするリスクの評価等，専門的な技術が必要となる．したがって，融資契約が保険契約の役

割を果たすことは現実的にはあり得ず，融資契約を不完備契約，保険契約を完備契約として定式化するこ

とが妥当である．さらに，この融資契約の不完備性が地震保険の価値を生み出している．このように地震

保険は状況依存的な保険金支払いを規定することにより，融資契約の不完備性を補完する役割を果たすこ

とになる．企業は地震保険を購入することにより，地震時に発生する損失に対して，状況依存的な流動性

を確保することが可能となる．

3.3 企業の流動性需要

3.3.1 モデル化の前提条件

図3.1に示すように，３つの期間で構成される離散的な時間軸を考える．金融契約モデル19);22)の伝統に

従って，３期間モデルを用いて地震災害という流動性ショックに直面する企業の流動性保有行動を分析す

る．企業は３期間存続し，第１期において，金融機関と初期融資契約を締結し，初期投資を実施する．企業

の懐妊期間中の第２期において地震が発生し，初期投資により購入した物的資産が損壊する可能性がある．

企業が被災した場合，企業活動を継続するために追加投資が必要となる．そのために必要な資金に関して，

金融機関と追加融資契約を締結する．第３期において，初期投資が完了し企業は収益を獲得する．簡単化

のために，企業は第３期目に清算されると仮定する．これは，本質的な仮定ではない．たとえば，第３期

において企業を売却することにより獲得できる売却益を，第３期の収益と考えることができる．企業も金

融機関もともに危険中立的であり，割引率はゼロであると仮定する．割引率がゼロという仮定も，記述の

簡便化のために設けるものであり，正の割引率を考慮しても以下の議論は影響を受けない．当面の間，地

震保険の購入および防災投資の実施の問題は考えない．

企業は，第1期に投資額1の初期投資を行うと同時に，第２期に被災した場合に経営を継続するための準

備金として流動性資産Lを保有する．本研究では地震リスクに対する流動性保有の問題に焦点を絞るため

に，地震リスク以外のリスクは考慮しない．さらに，企業は自己資本を保有せず，必要な資金をすべて金

融機関から調達すると仮定する．すなわち，企業の財務構造の問題はとりあげない．企業は第１期に，金

融機関からD0(= 1 + L)だけ初期融資を受ける．貸出金融市場は完全競争的であり，市場均衡において金
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融機関が獲得できる期待利潤はゼロである．企業と金融機関が締結する初期融資契約は不完備契約であり，

契約には初期融資額D0及び第３期における返済約定額R0のみが記載される．企業が保有する物的資産は

中古市場で売却が不可能であり，企業が懐妊期間中に清算される場合には，金融機関は流動性資産Lのみ

が回収可能である．

いま，第２期に地震が発生し，企業が被災する場合を考えよう．地震が発生すれば，企業は初期投資額

1を用いて購入した物的資産の一部，もしくはすべてを失う．企業が被災した場合，経営を継続するため

には追加投資が必要となる．仮に，物的資産が全壊した場合には追加投資額1が必要になる．第２期に必

要となる追加投資額は確率変数ö2 [0; 1)で表され，確率密度関数f(ö)及び確率分布関数F (ö)に従うもの
とする．ただし，確率分布関数F (ö)は，dF=dö= f(ö) > 0，d2F=dö2 < 0に従うと仮定する．第１期に被

災した場合，流動性資産Lを用いて追加投資を行う．追加投資額に対して手持ちの流動性資産が不足する

場合，金融機関から追加融資を受けなければならない．しかし，第２期で必要となる追加融資額を調達で

きない場合，企業は活動を継続できず清算される．

最後に，企業が第３期まで存続すれば，確定的な収益Rを獲得できる．第２期に発生する地震リスクに

焦点をあてるために，第３期で発生する収益にはリスクが存在しないと仮定する．ただし，R ï 2が成立
する場合，企業は第３期に確実に追加融資を返済できる．このため，金融機関は常に追加融資に応じるの

で，企業が第２期に借入制約に陥ることはない．言い換えれば，R ï 2であれば，企業は地震が発生して
も，常に企業活動を継続することが可能になる．一方，地震による期待損失額はñö=

R 1
0 öf(ö)döと表され

る．この時，1 + ñö> Rが成立する場合には，収益よりも期待損失を含めた費用が大きくなる．金融機関

は，第１期において期待利潤が負となるような企業には融資しない．すなわち，初期融資契約自体が成立

しない．したがって，企業収益は少なくとも1+ ñöî Rを満足しなければならない．以上のことより，本研
究では第２期に発生する流動性制約が問題となるような経営環境に分析の焦点を絞るために，第３期で発

生する収益Rに関して，

1 + ñöî R < 2 (3.1)

が成立すると仮定する．

3.3.2 追加融資契約

第２期において，第１期で投資した初期投資額1はすでに埋没している．仮定 (3.1)より，第３期で企

業が獲得できる収益はR ï 1 + ñöを満足する．また，第２期で被災した場合に必要となる追加投資額öは
0 î ö< 1を満足するため，常にR > öが成立する．このことは，地震で被災したとしても，企業を継続
することにより，追加投資額に関しては常に正の利潤を獲得することができることを意味している．追加

投資により，正の利潤が獲得できるのであれば，企業を継続することにより初期投資額の一部を回収する

ことが可能となる．このため，被災後においても企業活動を継続することが社会的には望ましい．しかし，

初期融資契約は，典型的な不完備契約18);23)である．すなわち，初期融資契約には，初期融資額D0と第３
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期に返済される返済約定額R0のみが記述されており，第２期で発生する追加融資額に関する契約条項は記

述されていない．第２期に企業が追加融資を必要とする場合，新たに金融機関と追加融資契約を結ばなけ

ればならない．追加融資を受ける金融機関（以下，追加融資者と呼ぶ）が，初期融資を行った金融機関（以

下，初期融資者と呼ぶ）と異なってもいい．第３期において企業は金融機関に対して返済義務が生じるが，

初期融資者は，債権放棄しない限り，優先的に約定額R0の返済を受ける権利を持っている．言い換えれば，

追加融資者に対する返済は，初期融資契約に対する返済に対して優先順位が低い．このため，第２期にお

いて企業が追加融資を受けることが社会的に最適であっても，第３期に追加融資者に対して確実に返済で

きるという保証がなければ，金融機関は企業に追加融資をしない．その結果，企業は被災時に必要となる

追加融資額を調達できないという借入制約が発生する可能性がある．

第２期において，企業が被災したときに発生する借入制約のメカニズムをモデル化する．いま，第１期

において企業が初期融資者との間で締結した初期契約の内容（流動性資産L̂と返済約定額R̂0）を与件と考

えよう．さらに，第２期に地震が発生し，必要となる追加投資額ö̂が確定したとしよう．企業は第２期に必

要となる追加投資額（あるいは，その一部）を流動性資産Lの中から充当する．追加投資額のすべてを流

動性資産により充当できない場合，企業は残りの追加投資額に関して金融機関から追加融資を受けること

になる．このとき，必要となる追加融資額は，(
ö̂Ä L̂ （ö̂> L̂のとき）
0 （ö̂î L̂のとき）

(3.2)

と表される．すなわち，ö̂î L̂が成立する場合，企業が保有する流動性資産により追加投資が可能であり，
企業は第３期に確定的収益Rを得る．一方，ö̂> L̂のとき，新たに追加融資が必要となる．しかし，企業が

金融機関と新たな追加融資契約を締結するためには，金融機関の同意が必要となる．そこで，金融機関が

新たな追加融資契約に同意するための条件を考えてみよう．いま，初期融資者の資産規模は十分に大きく，

企業の清算の有無が金融機関の経営基盤に影響を及ぼさないと仮定しよう．さらに，初期融資者は企業の

初期融資に対するモラルハザードを抑制するために，常に債権放棄に応じないと仮定する．さらに，第３

期における返済に関して，初期融資者は追加融資者より優先権を持つと考える．第２期に企業の流動性資

産は全て追加投資に充当されると考えれば，追加融資者に対して支払い可能な限度額はRÄ R̂0となる．し
たがって，追加融資者との間で追加融資契約が成立するための条件は，

ö̂Ä L̂ î R Ä R̂0 (3.3)

と表される．ここで，上式が等号で成立するような臨界的な追加投資額を

òë RÄ R̂0 + L̂ (3.4)

と定義しよう．この時，実現した追加投資額ö̂に関して，ö̂> òが成立する場合には，金融機関は追加融資

に応じない．この時，追加融資契約が成立せず，企業は清算されることになる．このように，企業が社会

的観点から継続することが望ましい状況であっても，企業にファイナンス能力がなくなり，企業が清算さ

れる問題を過重債務問題17)と呼ぶ．
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なお，企業が清算されるかどうかを表す臨界的追加投資額òは，流動性資産L̂と返済約定額R̂0の差に依存

していることに留意しよう．これは初期融資契約において，流動性資産の絶対額が一意的に決定できない

ことを表している．つまり，第２期の流動性ショックに備えるために，ある一定限度額以上の流動性資産

を増加させても，第３期に増加させた流動性資産に対する返済額が同額増加するため，そのための準備金

を留保しておかなければならない．したがって，追加投資に利用できる流動性資産の額は一定額に留まる

こととなる．

3.3.3 初期融資契約

以上では，初期融資契約における流動性資産L̂と返済約定額R̂0を与件としていた．本節では，第１期で

企業が初期融資契約の内容を決定する問題を分析する．貸出金融市場が完全競争的であるという仮定から，

企業は初期融資者が融資契約に応じる参加条件を満足する範囲で，期待利潤を最大化するような初期融資

額D0 = 1+L（すなわち，流動性資産L）と返済約定額R0を決定する．いま，第１期に評価した企業の期

待利潤は， Z L

0

fR+ (LÄö)ÄR0gf(ö)dö

+

Z ò

L
fR ÄR0 Ä (öÄ L)gf(ö)dö

=

Z ò

0

(R + LÄR0 Äö)f(ö)dö (3.5)

と表される．上式の左辺第１項は，第２期において追加融資が必要とならない場合の期待利潤を，第２項

は追加融資が必要となる場合の期待利潤を表している．したがって，第１期における企業の期待利潤最大

化問題（以下，問題１と呼ぶ）は以下のように定式化できる．

(問題１)

max
L; R0

Z ò

0

(R+ LÄR0 Äö)f(ö)dö (3.6a)

s.t.

Z ò

0
R0f(ö)dö+

Z 1

ò
Lf(ö)döï 1 + L (3.6b)

制約条件 (3.6b)の左辺は，初期融資者が得られる期待返済額を，右辺は初期融資額を表している．したがっ

て，制約条件 (3.6b)は初期融資者が融資契約に応じるための参加条件を示している．ここで，式 (3.6b)を

整理すると

(R0 Ä L)F (ò) ï 1 (3.7)

を得る．問題１における意思決定変数はL; R0の２つである．ところが，企業の目的関数，及び初期融資

者の参加条件は，２変数の差 (R0 ÄL)のみに依存していることに着目しよう．第2期に発生する収益Rが
共通知識となっているため，企業が利潤を最大化する契約内容R0とD(つまりL)を決定する問題は，臨界

的追加投資額ò= R + LÄR0を決定する問題と同値である．したがって，臨界的追加投資額òは契約内容
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を表現する立証可能な変数として扱うことができる．以上から，問題１と同値の問題（以下，問題１0と呼

ぶ）を得る．

(問題１0)

max
ò

Z ò

0
(òÄö)f(ö)dö (3.8a)

s.t. (RÄò)F (ò) ï 1 (3.8b)

問題１0における目的関数 (3.8a)は，òに関して単調増加関数である．したがって，企業は，参加条件 (3.8b)

を満足するようなòの中で，最も大きな臨界的追加投資額òÉを選択することになる．したがって，問題１0

の最適解は

(RÄòÉ)F (òÉ) = 1 (3.9)

が成立するようなòÉと定義される．式 (3.9)を満足するような解が複数個存在する場合は，目的関数がòに

関して単調増加であることより，最も大きいòを採用すればいい．以下の議論でも同様の問題が生じるが，

以下の議論においても常に臨界的追加投資額として常に最大の値を採用することを断っておく．この時，òÉ

に関して命題3.1が成立する（付録3.1参照）．

命題3.1 常に，òÉ< 1が成立する．

仮定より，地震によって発生する追加投資額の最大値は1である．一方，第３期で発生する収益はR > 1

が成立する．このため，企業は第２期に必要となる任意の追加投資額に対して，継続されることが社会的に

は望ましい．しかし，命題3.1は，追加投資額が閾値òÉ(< 1)よりも大きくなれば，企業が清算されること

を意味している．すなわち，第２期に借入制約が発生し，企業が清算されるリスクが存在することになる．

なお，企業がòÉを選択するとき，式 (3.9)が成立する．したがって，企業の期待利潤à(òÉ)は，

à(òÉ)=
Z òÉ

0
(RÄö)f(ö)döÄ (RÄòÉ)F (òÉ)

=

Z òÉ

0

(RÄö)f(ö)döÄ 1 (3.10)

と表される．企業の期待利潤 (3.10)は，以後の分析において頻繁に用いることになる．

3.4 企業の地震保険需要

3.4.1 モデル化の前提条件

企業が第１期に地震保険を購入することが可能な場合を考えよう．ただし，本節でも，企業による防災

投資に関しては，考慮しないこととする．地震保険により被害額の一部（もしくは，すべて）が保険金支

払いの対象となる．ここで，地震保険の免責率をå (0 < åî 1)と表す（地震保険のカバー率は1Äåで表
される）．当面の間，地震保険が給付・反給付の原則を満足し，保険料は期待保険金支払い額に一致する
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水準に決定されると考える．一般に，地震保険の料率は給付・反給付の原則を満足せず，保険プレミアム

（＝「保険料/期待保険金支払額」－1）は正の値をとる．このような地震保険に対する企業の保険保有行動

に関しては，次節で考察する．企業は自己資本を有さないため，地震保険を保有するための保険料も初期

融資者から借り入れる．

いま，企業は第１期に保険契約を締結し，保険料P = (1Ä å̂)ñöを支払う．ここに，å̂は保険契約に記載さ
れている免責率であり，与件と考えよう．第２期に地震被害が発生し，必要追加投資額ö= ö̂が判明する．

必要追加投資額ö̂に対して，保険会社より (1Ä å̂)ö̂の支払いを受ける．また，初期融資契約の内容（流動性
資産Lと返済約定額R0）を与件とすれば，追加融資額は(

å̂ö̂Ä L̂ （å̂ö̂> L̂のとき）
0 （ö̂î L̂のとき）

(3.11)

である．したがって，追加融資契約が成立し，企業活動が継続できるための条件は

å̂ö̂Ä L̂ î RÄ R̂0 (3.12)

と表される．ここで，上式が等号で成立するような臨界的な追加投資額を

ëë RÄ R̂0 + L̂
å̂

(3.13)

と定義しよう．この時，実現した追加投資額ö̂に関してëï ö̂が成立する場合，企業は追加融資を調達する
ことが可能であり，企業は第３期まで経営を継続することが可能となる．しかし，ö̂> ëが成立する場合に

は，追加融資契約が成立せず企業は清算される．企業が清算される場合，初期融資者は，企業が保有して

いる流動性資産Lと支払われた保険金 (1Ä å̂)ö̂を獲得する．

3.4.2 企業の地震保険保有行動モデル

第１期における初期融資契約の内容は，期待利潤最大化問題 (問題２)として定式化される．

(問題２)

max
L; R0; å

Z ë

0

(R+ LÄR0 Äåö)f(ö)dö (3.14a)

s.t.

Z ë

0

R0f(ö)dö+

Z 1

ë

fL+ (1Äå)ögf(ö)dö

ï 1 + L+ (1Äå)ñö (3.14b)

制約条件 (3.14b)の左辺は初期融資者に対する期待返済額を，右辺は初期融資者の融資総額を表し，初期投

資額1，流動性資産L，保険料 (1Äå)ñöで構成される．すなわち，制約条件 (3.14b)は，初期融資者が融資
契約に応じるための参加条件である．式 (3.14b)を整理すると，

(R0 Ä L)F
í
R ÄR0 + L

å

ì
ï 1 + (1Äå)

Z ë

0
öf(ö)dö (3.15)
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が得られる．臨界的追加投資額ë= (R+LÄR0)=åを用いれば問題２を問題２0に書き換えることができる．

(問題２0)

max
ë; å

Z ë

0

å(ëÄö)f(ö)dö (3.16a)

s.t. (RÄåë)F (ë) ï 1 + (1Äå)
Z ë

0

öf(ö)dö (3.16b)

この問題を解くために，ひとまず免責率åをå̂に固定しよう．問題２0において，企業の期待利潤 (3.16a)は，

ëに関して単調増加関数となっている．したがって，企業は免責率å̂の下で制約条件式 (3.16b)を満たすëの

最大値ëÉ(å̂)を選択する．すなわち，免責率å̂を与件とした最適な臨界的追加投資額は，

fRÄ å̂ëÉ(å̂)gF (ëÉ(å̂))

= 1 + (1Ä å̂)
Z ëÉ(å̂)

0

öf(ö)dö (3.17)

を満足するようなëÉ(å̂)と定義される．臨界的追加投資額ëÉ(å̂)に関してëÉ(å̂) ï 1が成立する場合，企業
は被災による流動性ショックが生じても常に企業の経営を継続できることが保証される．つぎに，免責率å̂

を変化させてみよう．臨界的追加投資額ëÉ(å)はåに関して単調減少である (付録3.1参照)．この時，企業

の経営を常に継続できる（ëÉ(å) ï 1が成立する）ような最大の免責率åé（以下，臨界免責率と呼ぶ）が存
在する．このような臨界免責率åéは，式 (3.17)においてëÉ= 1と設定することにより，

åé=
RÄ 1Ä ñö
1Ä ñö (3.18)

と求まる．この時，命題3.2が成立する (付録3.1参照)．

命題3.2 免責率åが0 î åî åéを満足する時，ëÉ(å) ï 1が成立し，追加融資契約が常に締結される．一
方，åé< åî 1が成立する場合には，0 < ëÉ(å) < 1が成立する．すなわち，地震被害が大きくなれば追
加融資契約が成立しない場合が起こりうる．

命題3.2は，免責率åが臨界免責率åéよりも小さい限り，企業の継続が必ず保証されることを示してい

る．一方，免責率が大きくなれば，追加融資契約が成立しなくなる臨界的な追加融資額は小さくなり，企

業の継続可能性は小さくなる．いま，åé< åî 1が成立する場合には，式 (3.17)から

å

Z ëÉ(å)

0

fëÉ(å)Äögf(ö)dö

=

Z ëÉ(å)

0
(RÄö)f(ö)döÄ 1 (3.19)

が成立する．したがって，免責率åを与件とした企業の条件付期待利潤ô(å)は，

ô(å) =

Z ëÉ(å)

0
åfëÉ(å)Äögf(ö)dö

=

Z ëÉ(å)

0

(RÄö)f(ö)döÄ 1

= à(ëÉ(å)) (3.20)
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と表される．一方，免責率åが0 î åî åéを満足する時，企業の追加融資契約が常に成立するため，免責
率の大きさにかかわらず企業の条件付き期待利潤は

ô(å) = RÄ ñöÄ 1 (3.21)

と表せる．以上の結果をとりまとめれば，免責率åを与件とした企業の期待利潤は

ô(å) =

(
à(ëÉ(å)) åé< åî 1の時
RÄ ñöÄ 1 0 î åî åéの時

(3.22)

と表せる．ここで，à(ë)はëに関して単調増加である．さらに，ëÉ(å)はåé< åî 1が成立する時，åに関
して単調減少関数である．したがって，ô(å)はåé< åî 1の範囲においてåに関して単調減少となる．地
震保険の免責率が増加すれば，企業の期待利潤は減少する．言い換えれば，地震保険がリスクフェアであ

る場合（地震保険のリスクプレミアムがゼロの場合）には，企業は可能な限り免責率の小さい（カバー率

が大きい）地震保険を保有するインセンティブを持っている．したがって，企業が選択する最適免責率åÉ

は臨界免責率åéに一致する．すなわち，

åÉ=
RÄ 1Ä ñö
1Ä ñö (3.23)

が成立する．この時，企業の期待利潤は

ô(åÉ) = RÄ ñöÄ 1 (3.24)

と表せる．本研究では企業による流動性保有コストを考慮に入れていないため，式 (3.22)に示すように，企

業の最適免責率åÉは0 î åî åéを満足する任意のåと無差別となる（期待利潤が一定となる）．しかし，地
震による損失が地震保険によりカバーされる割合が大きくなれば，3.5で考察するように防災対策に関す

る企業のモラルハザードが発生する危険性が大きくなる．モラルハザードを抑制するためには，地震保険

による損失カバー率は可能な限り圧縮した方が望ましい．したがって，本研究では0 î åî åéの範囲に属
する免責率の中で，もっとも値が大きい免責率を最適免責率と定義することとする．なお，3.5において

は，地震保険が企業の事前の防災投資行動に及ぼす影響に関して分析する．さらに，3.6では企業のモラル

ハザードを克服するための地震保険スキームについて考察する．

3.4.3 保険プレミアムと地震保険需要

地震保険に給付・反給付の原則が成立せず，保険料にリスクプレミアムが加算される場合を考えよう．これま

でと同様に，第１期に企業は初期融資契約と保険契約を締結する．企業は第１期に保険料P = (1+")(1Äå)ñö
を保険会社に支払う．ただし，"(> 0)は，リスクプレミアム（マークアップ率）を表し，外生的に与えら

れる．第２期に，地震によって追加投資öが必要になったとき，保険会社から保険金M = (1Äå)öが支払
われる．初期融資額はD0 = 1+ L+ Pとなる．第１期における期待利潤最大化問題 (問題３)は

(問題３)

max
ë; å

Z ë

0
å(ëÄö)f(ö)dö (3.25a)
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s.t. (R Äåë)F (ë) ï 1

+(1Äå)
Z ë

0

öf(ö)dö+ "(1Äå)ñö (3.25b)

と定式化できる．制約条件 (3.25b)の右辺最終項はリスクプレミアム支払いを意味する．免責率å̂を与件と

した臨界的追加投資額は

fR Ä å̂ëÉÉ(å̂)gF (ëÉÉ(å̂)) = 1

+(1Ä å̂)
Z ëÉÉ(å̂)

0

öf(ö)dö+ "(1Ä å̂)ñö (3.26)

を満足するようなëÉÉ(å̂)と定義できる．式 (3.26)を"について微分すると，

@ëÉÉ

@"
=

(1Ä å̂)ñö
(RÄëÉÉ)f(ëÉÉ)Ä å̂F (ëÉÉ)

(3.27)

(分母)< 0より（付録3.1参照），dëÉÉ=d" < 0．したがって，リスクプレミアムが増加すると臨界的投資額

ëÉÉ(å̂)が減少する．問題３における臨界免責率は

åéé=
RÄ 1Ä (1 + ")ñö
1Ä (1 + ")ñö (3.28)

となる．また，式 (3.28)より

dåéé

d"
= Ä (RÄ 2)ñö

f1Ä (1 + ")ñög2 > 0 (3.29)

が成立する．したがって，R < 2のとき，リスクプレミアムが存在しない（" = 0が成立する）地震保険の

臨界免責率åéと比較してåé< åééが成立する．3.4.2と同様の議論により，企業が選択する最適免責率åÉÉ

は臨界免責率åééに一致し，企業の期待利潤は

ô(åÉÉ) = RÄ (1 + ")ñöÄ 1 (3.30)

と表せる．すなわち，地震保険のリスクプレミアム"が大きくなるほど，最適免責率は増加し（最適カバー

率は減少し），企業利潤は減少する．このように地震保険プレミアムが大きくなるほど，企業にとって地

震保険による効果は少なくなる．

3.5 地震保険とモラルハザード

3.5.1 モデル化の前提条件

以上の議論では，企業による事前の防災投資の可能性を無視してきたが，企業が第１期に防災投資を実

施することにより，第２期に地震による損失額を軽減することが可能となる．しかし，第２期に発生する

地震による損失額が保険で全額（もしくは，部分的に）カバーされる場合，第１期で企業が十分な防災投

資を実施しないというモラルハザードが発生する可能性が存在する．そこで，本節では，3.4で定式化した

モデルを拡張し，地震保険契約が企業の防災投資行動に及ぼす影響を分析しよう．本節では，企業の防災
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図3.2 防災投資の時間的順序

投資行動に分析の焦点を絞るために，再び給付・反給付の法則が成立するような地震保険が利用可能であ

ると仮定する．

まず，モデルにおいて生起する事象の論理的な順序関係を図3.2のように拡張しよう．第１期において，

企業はまず初期融資者と初期融資契約を締結する．初期融資契約は地震被害が発生した後の追加融資に関

する契約条項のない不完備契約である．そののち，企業は地震保険契約を締結する．保険契約には免責率

åと保険料P (å)が記載される．第２期に地震が発生し，必要な追加投資額ö̂が確定する．追加投資額は保

険会社にとって観察可能であり，追加投資額ö̂に応じて保険金 (1Äå)ö̂が支払われる．第１期に保険契約が
成立した後に，企業は初期投資を実施する．その際，企業は防災投資を実施するか否かを決定する．防災

投資を実施する場合，追加的に投資額 Iが必要となる．このため，初期融資者と保険会社は，企業と契約を

締結する時点で，防災投資が実際に実施されるかどうかを確認することができない．すなわち，防災投資

の有無に関する情報は，企業のみが知りえる私的情報となっている．以上の時間的な順序関係は，あくま

でもモデル化上の論理的な順序関係を表しており，必ずしも現実の順序関係と一致する保証はない．たと

えば，初期投資が終了した時点で保険契約が締結される場合もあろう．ここでは，防災投資の有無に関す

る情報が，企業のみが知りえる私的情報であるという点を強調するために，図3.2に示すような順序関係

を設定している．

第１期に実施される防災投資は，第２期に地震被害により必要となる追加投資額の確率分布に影響を

与える．いま，防災投資を行ったときに第２期で必要となる追加投資額の確率分布を表す確率密度関数を

fH(ö)，確率分布関数をFH(ö)と表そう．一方，防災投資を行わない時に第２期に必要となる追加投資額

を確率密度関数fL(ö)，確率分布関数FL(ö)で表そう．ただし，２つの確率密度関数の間に尤度比の単調性

条件（monotone likelihood ratio condition, MLRC）24)

d(fH=fL)

dö
< 0 (3.31)

を仮定する．MLRC条件 (3.31)は，fH(ö)=fL(ö)がöに関して単調減少であることを要求しており，追加投

資額が大きくなればなるほど，企業が第１期において防災投資をしていなかった可能性が高くなることを

意味している．MLRC条件 (3.31)が成立するとき，確率分布FL(ö)は，確率分布FH(ö)よりも（１次の）

確率優位にある．すなわち，任意のö2 [0; 1)に対して

FH(ö) ï FL(ö) (3.32)
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が成立する．また，条件 (3.32)が成立すれば，

ñöL Ä ñöH

=

Z 1

0

öfL(ö)döÄ
Z 1

0

öfH(ö)dö> 0 (3.33)

が必ず成立する．さらに，本研究ではMLRC条件よりも強い条件を設けよう．すなわち，本研究では事前

の防災投資を実施することが，社会的厚生の観点から効率的であると仮定する．そもそも，防災投資が効

率的でないのであれば，地震保険が企業の事前の防災投資に及ぼす影響を分析する必要も存在しない．し

たがって

Åñöë ñöL Ä ñöH ï I (3.34)

が成立すると仮定する．式 (3.34)は，防災投資を行うことによって減少する追加投資額の期待値が，初期

防災投資額よりも大きく，防災投資が社会的厚生の観点から効率的であることを示している．

3.5.2 完全情報下での企業行動

企業の事前の防災投資が常に観察可能であり，企業が防災投資を行わなければ十分に大きな額をペナル

ティーとして要求することで，企業に事前の防災投資を強制できる場合を考えよう．企業の防災投資資金

も初期融資者から借り入れるものとしよう．仮定 (3.34)が成立する場合，企業の防災投資は社会全体とし

て効率的となる．企業の期待利潤最大化問題は，

(問題４)

max
ë;å

Z ë

0

å(ëÄö)fH(ö)dö (3.35a)

s.t. (RÄåë)FH(ë)

ï 1 + (1Äå)
Z ë

0
öfH(ö)dö+ I (3.35b)

と定式化できる．問題４を解くために，ひとまず免責率åをå̂に固定しよう．式 (3.18)と同様に，企業の継

続的活動が常に保証されるような臨界免責率åéHは

åéH =
RÄ 1Ä ñöH
1Ä ñöH

(3.36)

と定義される．まず，åéH < å̂î 1が成立する場合を考えよう．この時，目的関数 (3.35a)はëに関して単調
増加関数であり，免責率å̂を与件とした最適戦略は

fRÄ å̂ëÉH(å̂)gFH(ëÉH(å̂))

= 1 + (1Ä å̂)
Z ëÉH(å̂)

0

öfH(ö)dö+ I (3.37)

を満たすëÉH(å̂)として求まり，企業の期待利潤ôH(å̂)は，

ôH(å̂)=

Z ëÉH(å̂)

0

å̂fëÉH(å̂)ÄögfH(ö)dö

= àH(ë
É
H(å̂)) (3.38)
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と表される．ただし，àH(ë) =
R ë
0 (R Äö)fH(ö)döÄ 1である．つぎに，0 î å̂î åéHが成立する場合，企

業の追加融資契約が常に成立するため，免責率の大きさにかかわらず企業の条件付き期待利潤は

ôH(å̂) = RÄ ñöH Ä 1 (3.39)

と表せる．以上の結果をとりまとめれば，免責率åを与件とした企業の期待利潤は

ôH(å) =

(
àH(ëÉH(å)) åéH < åî 1の時
RÄ ñöH Ä 1 0 î åî åéHの時

(3.40)

と表せる．企業の期待利潤はåéH < åî 1でåに関して単調減少であり，最適な免責率はåéHで与えられる．
この時，企業が獲得する期待利潤は次のように表せる．

ôH(å
é
H) = RÄ ñöH Ä 1 (3.41)

3.5.3 情報の非対称性とモラルハザード

企業の防災投資の有無が企業の私的情報であり，初期融資者，および保険会社ともに，防災投資行動を観

測できない場合を考えよう．初期融資契約，保険契約を締結する段階で，企業は初期融資者および保険契

約者に対して防災投資を行うと申告する．しかし，初期融資者と保険会社ともに初期投資費用と防災投資

費用を分離できず，企業が防災投資を実施したかどうかを観察できないとしよう．このような状況の下で，

企業の期待利潤最大化行動により，効率的な初期融資契約，保険契約が実現するかどうかを分析しよう．

いま，企業が初期融資者と保険会社に対して防災投資の実行に対して虚偽の申告をする場合を考えよ

う．この場合，保険会社との保険契約は，企業が防災投資を実施した場合に第２期で実現する期待被害額

ñöH =
R 1
0 öfH(ö)döに基づいて締結される．免責率åの保険料は (1Äå)ñöHとなる．したがって，企業が虚偽

の申告を行うことを前提としたとき，企業が期待利潤を最大にする初期融資契約ë及び保険契約åの設計問

題は

(問題５)

max
ë;å

Z ë

0
å(ëÄö)fL(ö)dö+ I (3.42a)

s.t. (RÄåë)FH(ë)

ï 1 + (1Äå)
Z ë

0

öfH(ö)dö+ I (3.42b)

と定式化できる．ここに，制約条件 (3.42b)は問題４の制約条件と同じであることに留意しよう．すなわち，

企業は「防災投資を実施する」という虚偽の申告するすることにより，防災投資を実施することを前提と

した初期融資者の参加条件 (3.42b)に直面することになる．

問題５を解くために，ひとまず免責率å̂を固定しよう．式 (3.42a)の目的関数はëに関して増加関数である

から，企業は式 (3.42b)を満足するようなëの中で最も大きくなるような最適戦略ëÉL(å̂)を選択することに

より期待利潤を最大化できる．すなわち，問題５の最適戦略は

fRÄåëÉL(å̂)gFH(ëÉL(å̂))
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= 1 + (1Ä å̂)
Z ëÉL(å̂)

0

öfH(ö)dö+ I (3.43)

を満足するようなëÉL(å̂)として与えられる．このことより，問題５の最適戦略は問題４の最適解と一致し，

ëÉL(å̂) = ë
É
H(å̂) (3.44)

が成立する．また，式 (3.36)と同様に，企業の継続的活動が常に保証されるような臨界免責率åéLも

åéL =
RÄ 1Ä ñöH
1Ä ñöH

(3.45)

と定義され，åéHに一致する．したがって，免責率å̂を与件とした企業の期待利潤は

ôL(å̂) =

(
àL(ëÉH(å̂)) + I åéL < å̂î 1の時
RÄ ñöH Ä 1 + I 0 î å̂î åéLの時

(3.46)

と表せる．ただし，àL(ë) =
R ë
0 (RÄö)fL(ö)döÄ 1である．企業の期待利潤はåéL < åî 1の範囲でåに関

して単調減少であり，最適な免責率はåéL = å
é
H（以下，最適免責率をå

éと表す）で与えられる．したがっ

て，初期融資者，保険会社は，初期融資契約，保険契約の内容から，企業の防災投資行動の有無を観察で

きない．

一方，任意のåに対して企業が虚偽の申告をした場合に獲得できる期待利潤ôL(å)に関して

ôL(å)=

Z ëÉH(å)

0
åfëÉH(å)ÄögfL(ö)dö+ I (3.47)

=

Z ëÉH(å)

0

åfëÉH(å)ÄögfH(ö)dö+ I

Ä
Z ëÉH(å)

0

åfëÉH(å)Äögg(ö)dö

= àH(ë
É
H(å)) + I

Ä
Z ëÉH(å)

0

åfëÉH(å)Äögg(ö)dö

が成立することに着目しよう．ただし，g(ö) = fH(ö) Ä fL(ö)である．企業が自発的に努力するために
は，ôH(å)ÄôL(å) ï 0を満たさなければならない．つまり，企業の誘因両立条件（incentive compatible
constraint: 以下，ICC条件と呼ぶ）は，Z ëÉH(å)

0

åfëÉH(å)Äögg(ö)döï I (3.48)

と表せる．ここで，ëÉH(å)がåに関して単調減少であることを利用して，Z ëÉH(å
É)

0
åÉfëÉH(åÉ)Äögg(ö)dö= I (3.49)

が成立するような免責率åÉ (0 î åÉ< 1)が存在すると仮定しよう．この時，åï åÉ(> 0)が成立する場合，
ICC条件 (3.48)が成立し，企業は防災投資を実施する．しかし，åÉ> åの場合には，企業は防災投資を怠

るというモラルハザードが発生する（付録3.1参照）．ここに，命題3.3が成立する．
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命題3.3 防災投資の実施に関する情報の非対称性が存在する場合，モラルハザードを防ぐためには地震

保険の免責率をåï åÉの範囲で設定する必要がある．

命題3.3は，企業の防災投資が外部からは観察不可能であり，モラルハザードの可能性が存在する場合

には，åï åÉの範囲で免責率を設定しない限り，防災投資を前提とした初期融資及び保険契約は成立しな
いことを意味している．この場合，3.5.2で求めた最適免責率åéHに関してå

é
H ï åÉが成立する場合，最適

免責率åéHは誘因両立的であり，企業のモラルハザードを防ぎ，かつ企業の清算リスクも回避できる．一方，

åéH < å
Éが成立する場合，最適免責率åéHは誘因両立的でなく，モラルハザードの可能性が存在する．この

時，免責率をåÉに設定することにより，企業のモラルハザードを回避できるが，企業の清算リスクを完全

には解消できない．なお，条件 (3.49)を満足する免責率åÉ (0 î åÉ< 1)が存在する場合，仮定 (3.34)が成
立することが保証される．しかし，その逆は必ずしも成立しない（付録3.1参照）．条件 (3.49)を満足する

免責率åÉ (0 î åÉ< 1)が存在しない場合，モラルハザードを防ぐことは不可能であり，防災投資の実施を
前提とした保険契約は成立しない．

3.6 ファイナイト契約スキームの設計

3.6.1 ファイナイト契約スキーム

3.5.3で分析したように，企業の防災投資行動が外部から観察不可能でありモラルハザードの可能性が

ある場合には，免責率に下限（同義ではあるが，カバー率に上限）を設けることにより，モラルハザード

を防ぐことが可能である．しかし，この方法では，企業の清算リスクを完全には解消できない．現実には，

地震保険料は必ずしも安価ではなく，保険料支払いを縮減しうるリスクファイナンス手法が求められてい

る．このような状況の中で，企業のモラルハザードを抑制し，かつ保険料の縮減が可能なファイナイト契

約スキームが着目されるようになってきた．

ファイナイト契約は，ファイナンシャル・リインシュランス契約（以下，FR契約と略す）と保険契約

と組み合わせた契約スキームとして設計される．このうち，FR契約は，一般に図3.3に示すような内容を

持っている．FR契約では，企業はある一定の保険期間にまたがって毎年保険料を保険会社に支払う．契約

期間中に地震災害が発生し，保険金支払い額が予定金額より大きくなれば，図3.3に示すように，企業は

保険金の超過支払額に対して追加保険料を支払うことになる．一方，保険期間中に生じた保険金支払い額

が予定金額より少なければ，保険期間後に保険会社が保険金支払い額に応じて保険料を払い戻す．その結

果，保険期間中に生じる金利と保険会社の経費を勘案した上で，最終的に被保険者は地震により生じた追

加投資額を自己負担することになる．すなわち，FR契約は特定企業の不確実事象の発生時期のリスクの時

間平準化を目的とするものであり，保険会社が本来負うべきunderwriting risk（予想損害額と実際損害額

の差）はほどんど存在しない25)．このため，企業の期待利潤最大化行動を通じて防災投資が実現されるた

め，地震保険の場合に発生するようなモラルハザードの問題を回避できる．さらに，FR契約では，被災時

に保険会社が企業活動を継続するために必要な追加融資額を支払う．したがって，企業は被災時に流動性
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図3.3 FR契約スキーム

注）この図は，標準的なFR契約スキームの内容を表している．２期末に地震が発生する．地震により発生した被害額

は，事前の保険料支払い（領域A;Bに該当する）と事後の保険料支払い（領域C-Hに該当する）によって充当される．

これ以外にも，FR契約として多様なスキームが設計可能である．

資産を獲得することが可能となり，3.3で考察した過重債務問題を回避できる．しかし，FR契約では，企

業は地震発生以降の期間内に保険金の超過支払額を返済しなければならない．超過支払額が企業の支払い

能力を超えると，企業は清算される．このように，FR契約単独では企業の清算リスクを回避できない．こ

のため，図3.4に示すように，地震保険契約とFR契約を組み合わせることにより，underwriting riskを限

定的に (ånite)移転するというファイナイトと呼ばれる保険契約スキームが着目されるようになった．

なお，FR契約がunderwriting riskの移転をほとんど伴わないため，財務上，保険料を損金算入できないと

いう問題がある．そのため，ファイナイト契約が設計されるという議論もあるが，本研究ではunderwriting

riskの限定的移転という側面に着目して，ファイナイト契約の構造について分析する25)．

3.6.2 ファイナイト契約モデル

3.5.2でモデル化した３期間モデルを拡張し，ファイナイト契約モデルを定式化しよう．ファイナイト

契約を，FR契約と保険契約に分解する．その上で，ファイナイト契約の内容を以下のように想定しよう．

第１期に，企業と保険会社の間でファイナイト契約が締結されるが，企業と保険会社の間に保険契約に相

当する保険料 ~Pが支払われる．第２期に企業が地震により被った損失額に相当する保険金が保険会社から

企業に即座に支払われる．その場合，第３期で企業が返済可能な範囲の損失に関してはFR契約に従って

追加融資額が支払われる．企業が返済限度額を越える損失に関しては，保険契約より保険金が支払われる．

第３期には，第２期にFR契約に基づいて支払われた融資額が保険会社に返戻される．通常のファイナイ

ト契約では，第１期にFR契約の保険料が一部支払われる．しかし，本研究では利子率を考慮していない

ため，保険料を第１期に支払っても，第３期に支払っても企業，初期融資者，保険会社の期待利潤は変化

しない．したがって，議論の簡単化のために，FR契約の保険料は第３期に一括して支払われると考える．

一方，保険契約に関わる保険料に関しては，企業の清算による未回収リスクを回避するために，第１期に
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図3.4 ファイナイト契約の構造

注）この図は，ファイナイト契約スキームの事例を示している．本契約スキームの場合，補償金額OÄAの内，OÄB
はFR契約，B Ä Aの部分は保険契約によりカバーされることになる．本図は地震災害による損害が発生しない場合
を想定している．

支払われると考える．なお，金融機関との初期融資契約の内容は，５．で定式化したモデルと基本的には

同じである．金融機関は企業に，第１期に初期投資額1，流動性資産L，ファイナイト契約の保険料 ~P，及

び防災投資額 Iを融資し，企業から第３期に約定額R0の返済を受ける．

いま，企業は第１期に防災投資を実施し，第２期に生じる被害額が確率密度関数fH(ö)に従って分布す

ると仮定しよう．第２期に地震が発生し，必要となる追加投資額ö̂が確定したとしよう．第２期に必要とな

る追加融資額は， (
ö̂Ä L̂ （ö̂> L̂のとき）
0 （ö̂î L̂のとき）

(3.50)

と表される．一方，第３期に当該企業がFR契約に対して返済可能な限度額はRÄR0となる．したがって，
FR契約の範囲内で，調達可能な追加投資額の上限値は，

! ë RÄR0 + L (3.51)

と表される．第２期で保険会社から融資された追加融資額のうち，第３期に不足する保険料に関しては保

険契約によりカバーされる．したがって，第１期に支払われる保険料 ~Pは

~P =

Z 1

!
öfH(ö)dö (3.52)

と表される．このとき，第３期に企業が獲得する利潤は(
RÄ (öÄ L)ÄR0 ö< !の時

0 öï !の時
(3.53)

となる．よって，第１期に評価した企業の期待利潤は，Z !

0

fR+ (LÄö)ÄR0gfH(ö)dö

=

Z !

0
(! Äö)fH(ö)dö (3.54)
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表3.1 ファイナイト契約におけるリスク分担スキーム
期 損失額 初期融資者 保険会社 企業 建設会社

FR契約 保険契約 FR契約 流動性

1 Ä ÄR0 ~P R0 Ä 1Ä I Ä ~P (= L) 1 + I
0 î ö̂< L 0 0 0 0 Äö̂ ö̂

2 L î ö̂< ! 0 Äö̂+ L 0 0 ÄL ö̂
! î ö̂< 1 0 Ä! + L Äö̂+ ! 0 ÄL ö̂
0 î ö̂< L R0 0 0 0 RÄR0 0

3 L î ö̂< ! R0 ö̂Ä L 0 Äö̂+ L RÄR0 0
! î ö̂< 1 R0 ! Ä L 0 Ä! + L RÄR0 0

0 î ö̂< L 0 ~P RÄ (ö̂Ä L)ÄR0 Ä
利潤 L î ö̂< ! 0 ~P RÄ (ö̂Ä L)ÄR0 Ä

! î ö̂< 1 0 ~P Ä ö̂+ ! 0 Ä
注）各欄は追加投資額ö̂が確定した場合の金銭の授受を表している．負の項は金銭の支払いを，正の項は金銭の受取り

を表す．利潤の項は，追加投資額ö̂の下で事後的に獲得する利潤を表す．保険会社に関しては，FR契約，保険契約別

に金銭の授受を，企業に関しては，FR契約，流動性の授受を表している．建設会社に関しては金銭の受取りのみを示

しており利潤の欄の記載は省略している．また，第１期には損失が発生しないため，損失額の欄に記載がない．

と表される．ファイナイト契約では，企業の清算リスクは保険契約で常にカバーされるため，金融機関に

は信用リスク（未回収リスク）は存在しない．したがって，初期融資者の参加条件は

R0 ï 1 + L+
Z 1

!

öfH(ö)dö+ I (3.55)

と表される．追加投資額の上限!を用いた参加条件は

RÄ ! ï 1 +
Z 1

!

öfH(ö)dö+ I (3.56)

と表される．この時，最適なファイナイト契約スキームを求める問題は，

(問題６)

max
!

Z !

0

(! Äö)fH(ö)dö (3.57a)

s.t. RÄ ! ï 1 +
Z 1

!
öfH(ö)dö+ I (3.57b)

と定式化できる．ファイナイト契約においてFR契約がカバーする支払い限度額!Éは

RÄ !É= 1 +
Z 1

!É
öfH(ö)dö+ I (3.58)

を満足するような!Éとして求まる．また，企業の利潤は

ôÉH =
Z !É

0

(!ÉÄö)fH(ö)dö= àH(!É) (3.59)

と表せる．つぎに，問題６において，企業が虚偽の申告を行う可能性があるかどうかを検討しよう．企業

が防災投資の実施に関して虚偽の申告をする場合に獲得できる期待利潤ôÉLは

ôÉL=
Z !É

0

(!ÉÄö)fL(ö)dö+ I (3.60)

= àH(!
É) + I Ä

Z !É

0
(!ÉÄö)g(ö)dö
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と表される．したがって，ICC条件は，Z !É

0

(!ÉÄö)g(ö)döï I (3.61)

と表せる．すなわち，企業にとって防災投資が効率的である限り，企業は虚偽の申告をせず，必ず防災投

資を実施する．このようにファイナイト契約は，「保険契約締結後に意図的に防災投資を怠る」というモラ

ルハザードを抑止する機能を持っている．ただし，条件 (3.34)が成立し，防災投資を実施することが社会

的に最適であっても，個別企業の立場から評価した ICC条件 (3.61)が常に成立する保証はない．すなわち，

ファイナイト契約は企業のモラルハザードを抑制することはできるが，企業に対して社会的に最適な防災

投資を常に実施するようなインセンティブを与えるものではない．

3.6.3 ファイナイト契約の構造

ファイナイト契約を用いた場合，初期融資者，保険会社，企業，および各段階の施工を引き受ける建設会

社という４つの経済主体の間で，表3.1に示すような金銭の授受関係が時間軸に沿って展開する．この表

から，第２期に企業が被る損失額ö̂の規模に応じて，各経済主体間の金銭の支払い関係が異なる．つまり，

ファイナイト契約におけるリスク分担構造を理解できよう．第１に，ファイナイト契約では企業の清算リ

スクが解消されるため，初期融資者が引き受けるリスクは存在しないことが理解できる．地震による損害

リスクは，ファイナイト契約の保険契約を通じて保険会社と企業の間で分担される．一方，FR契約は企業

の第２期における追加投資の支払いを企業が流動性Rを得る第３期まで延期させる役割を果たす．よって，

ファイナイト契約は，企業が第２期に直面する借入制約を解消する．第２に，以上のリスク分担を実現す

るためには，第２期における資金調達の優先順位が遵守されなければならない．表3.1に示すように，追

加投資額の増加とともに，１）流動性資産，２）FR契約に基づく融資額，３）保険契約による融資額の順

に追加融資額の調達範囲が拡大される．第３に，このような優先順位が存在するため，第３期の企業利潤

が式 (3.53)と表され，防災投資におけるモラルハザードを防ぐことができる．

ここで，ファイナイト契約には保険契約が付加されている点に着目しよう．問題１と問題６において，追

加投資額が企業の支払い限度額を超した場合，ともに企業の利潤はゼロとなる．しかし，前者の場合，企

業が清算されているが，後者の場合は企業が継続されているという点に本質的な差異がある．ファイナイ

ト契約の場合，企業の継続価値が正である限り企業経営が継続され，地震による損失に対してより多くの

補填が可能になる．一方，このような優先順位が厳密に守られない場合，防災投資に関するモラルハザー

ドが発生する可能性がある．なお，問題６において，条件 (3.61)が成立しない場合，防災投資が社会的に

最適であっても，企業は防災投資を実施しない．このことも，企業の利潤が式 (3.53)で表されることに起

因している．追加投資額が追加投資限度額!を超過した場合，企業の利潤は0となる．このことが企業のモ

ラルハザードを抑制するための規律付けをしているが，逆に企業は追加投資額以上の損失額の発生に関し

て関心をもたない．したがって，前節で考察したように，企業の利潤最大化行動による防災投資行動が社

会的最適である保証はない．ファイナイト契約は企業のモラルハザードを抑制することには有効であるが，
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企業に社会的に最適な防災投資を誘発するようなインセンティブを与えるものではない．

3.6.4 実用化に向けた課題

地震リスクに対するファイナイト契約は，企業のモラルハザードを抑制し，かつ企業の清算リスクを解

消するという望ましい性質を持っている．しかし，ファイナイト契約の効率性を担保するためには，第３

期において初期融資者，もしくは保険会社が企業行動をモニタリングすることが必要となる．また，ファ

イナイト契約において，第３期における企業の利潤をすべてFR契約の返済に充当するようにFR契約の守

備範囲を決定しなければならない．表3.1に示すように，ファイナイト契約では保険契約を通じて，結果的

に企業の経営活動が維持されることになる．本研究では，第３期に確定的収益が発生する場合を想定して

いたが，企業収益にリスクが存在する場合には，H=Tモデルが指摘したように，追加融資後に生じる企業

のモラルハザードを抑制することが重要な課題となる．このような追加融資後における企業行動の規律づ

けの問題を分析するためには，信用リスクを明示的に考慮する必要がある．また，地震リスクは数多くの

企業が同時に被災する集合リスクである．地震発生後に，多くの企業から追加投資額の支払い請求が発生

する場合，保険会社に流動性ショックが発生する．このうち，FR契約に関しては，未回収リスクがない限

り，タイミングリスクのみを移転する問題となる．このようなタイミングリスクに対して，保険会社の流

動性を確保するために政府による流動性基金制度の確立が必要となろう．また，保険契約に関しては，再

保険市場の拡充が必要となる．保険会社に，ある一定限度額以上の保険金支払いが発生する場合，政府に

よる再保険契約制度を確立することが必要となろう．以上の分析のために，今後再保険市場も考慮した一

般均衡モデルの開発が必要となる．

3.7 結言

本研究では，危険中立的な企業が地震保険を保有する経済的動機について理論的に考察した．地震によ

り，大規模な損失が発生すれば，企業存続のためには相当程度の追加投資が必要となる．過重債務による

借入制約が存在するときには，企業の継続価値が正であるにも関わらず追加融資が実現せずに，清算され

る可能性がある．企業は，地震による流動性ショックに対する事前の備えとして，地震保険を保有するとと

もに，防災投資を実施する動機を持っている．しかし，地震保険は状況依存的に損失をカバーするために，

企業の防災投資を怠る可能性がある．このような企業のモラルハザードを抑制するため，地震保険に対し

て一定限度の免責率を導入することが有効であるが，企業の清算リスクを完全には解消できない．その上

で，FR契約と保険契約を組み合わせたファイナイト契約により，モラルハザードと清算リスクを効果的に

抑制することが可能であることを示した．このように，本研究では企業の流動性需要に基づいて，望まし

い地震保険契約スキームに関して考察したものであるが，今後に多くの研究課題が残されている．ファイ

ナイト契約の課題に関しては，3.6.4で考察したが，重複を恐れずに今後の課題を以下に整理しておこう．

第１に，本研究では議論の見通しをよくするために可能な限りモデルの単純化を試みており，今後モデル

の多方面への拡張について検討することが必要となる．たとえば，モデルの実用性を高めるためには，本

44



研究で無視した利子率，収益リスク，流動性コスト等を明示的に考慮することが必要となる．第２に，本

研究では代表的な企業の地震保険保有行動について分析した．しかし，地震リスクは集合的リスクであり，

多くの企業が同時に流動性ショックに直面する．この場合，保険会社に対して同時に保険金支払い請求が

発生する．このため，地震時には，保険会社自体が流動性ショックに直面することになる．今後は，再保

険市場，資本市場を考慮した一般均衡論分析モデル6);26)を開発するとともに，地震発生時における政府に

よる流動性供与政策の経済効果を分析することが必要となる．第３に，企業のクレジットリスクを考慮し

たファイナイト契約モデルを定式化する必要がある．最後に，地震保険契約，ファイナイト契約のための

実用的な契約スキーム設計のための方法論を開発する必要がある．そのためには，第１に指摘したような

モデルの拡張が不可欠となろう．このような保険契約スキーム設計の方法論は，企業の災害リスクマネジ

メントの高度化にとって，極めて重要な研究課題であろう．

付録3.1 命題及び補題の証明

(命題3.1の証明) 初期融資者の参加条件 (3.8b)の左辺をQ0(ò)と書こう．Q0(ò)をòで微分すれば

Q00(ò) = (R Äò)f(ò)Ä F (ò)，

さらに，Q0(ò)をòで２階微分することにより

Q000(ò) = (RÄò)
df

dò
Ä 2f(ò)

を得る．仮定RÄö> 0; f 0 < 0より, Q000(ò) < 0が成立．Q00(ò)はòに関して単調減少である．初期融資者
の参加条件はmax0îòî1Q0(ò) ï 1と表される．ò= 1のとき，R < 2よりQ0(1) = R Ä 1 < 1が成立．し
たがって，参加条件 (3.8b)に実行可能解が存在すれば最適戦略òÉにおいてQ0(òÉ) = 1，Q00(ò

É) < 0が成立

する．したがって，òÉ< 1が成立．

(命題3.2の証明) 参加条件 (3.16b)の左辺をQ1(ë)と表す．Q1(ë)をëで微分すると，

Q01(ë) = (RÄåë)f(ë)ÄåF (ë)Ä (1Äå)ëf(ë)

= (RÄë)f(ë)ÄåF (ë)

さらに，Q1(ë)をëで２階微分することにより

Q001(ë) = (RÄë)f 0(ë)Ä (1 +å)f(ë)

が得る．仮定RÄö> 0; f 0 < 0より，Q001 (ë) < 0が成立し，Q01(ë)はëに関して単調減少．Q1(1) = RÄfå+
(1Äå)ñögより，åî RÄ1Äñö

1Äñö (= åé)のときQ1(1) ï 1が成立．企業はëÉ(å) = 1を選択すれば常に継続され
る．一方，å> åéの場合はQ1(1) < 1となり，企業は継続できない．つまり，ëÉ(å) < 1で，Q1(ëÉ(å)) = 1，

Q01(ë
É(å)) < 0を満たすëÉが存在する．ここで，Q1(ëÉ(å)) = (R ÄåëÉ)F (ëÉ)Ä (1Äå)

R ëÉ
0 öf(ö)dö= 1

をåで微分すると，

(RÄåëÉ)f(ëÉ)dë
É

då
Ä F (ëÉ)

n
ëÉ+å

dëÉ

då

o
45



+

Z ëÉ

0

öf(ö)döÄ (1Äå)ëÉf(ëÉ)dë
É

då

= (RÄëÉ)f(ëÉ)dë
É

då
Ä F (ëÉ)

n
ëÉ+å

dëÉ

då

o
+

Z ëÉ

0
öf(ö)dö= 0

を得る．これより，次式が成立する．

dëÉ

då
=
ëÉF (ëÉ)Ä

R ëÉ
0 öf(ö)dö

(RÄëÉ)f(ëÉ)ÄåF (ëÉ)

=

R ëÉ
0 (ë

ÉÄö)f(ö)dö
(RÄëÉ)f(ëÉ)ÄåF (ëÉ)

ここで，Q01(ë
É(å)) = (R ÄëÉ)f(ëÉ) ÄåF (ëÉ) < 0より上式の右辺の (分母)< 0．さらに，上式の右辺の

(分子)> 0．したがって，dëÉ=då< 0が成立する．すなわち，ëÉ(å)は，åに関して単調減少である．

（命題3.3の証明）

関数fH(ö)とfL(ö)はö2 [0; 1)において必ず一度交差する．交差する点をöcとしよう．このとき，0 î
ö< öcにおいて g(ö) > 0であり，öc < ö< 1において g(ö) < 0である．条件 (3.49)を満足するようなåÉが

存在するための条件は，それと同値な条件Z ëÉH(1)

0

fëÉH(1)Äögg(ö)döï I (3.62)

と書き直すことができる．式 (3.62)が成立する時，

ëÉH(1) > öc (3.63)

が成立することが保証される（証明略）．仮定 (3.62)から，常にÅñö= Ä
R 1
0 ög(ö)dö> Iが成立する．こ

こで，記述の簡略化のためëÉH(å)を誤解を招かない限り，ë
É
Hと表す．Ö(å) =

R ëÉH
0 å(ëÉH Ä ö)g(ö)döとお

く．まず，Ö(0) = 0．また，仮定 (3.62)からÖ(1) ï Iとなる．0 < åî åéの時，ëÉH ï 1が成立するため，R 1
0 g(ö)dö= 0;

R 1
0 ög(ö)dö= ÄÅñöより

Ö(å) =

Z 1

0

å(ëH Äö)g(ö)dö

= åëÉH

Z 1

0

g(ö)döÄå
Z 1

0

ög(ö)dö= åÅñö

となり，dÖ=då= Åñö> 0．åé< å< 1の時，

dÖ

då
=

Z ëÉH

0

(ëÉH Äö)g(ö)dö

=

Z 1

ëÉH

(öÄëÉH)g(ö)döÄ
Z 1

0

ög(ö)dö

となる．条件 (3.63)とëÉH ï ëÉH(1)より，
R 1
ëÉ
H
(öÄëÉH)g(ö)döï

R 1
ëÉ
H
(1)(öÄëÉH(1))g(ö)döが成立する．以上

と仮定 (3.62)から，dÖ=då> I(> 0)．Ö(å)はåに関して単調増加．以上から，åÉï åにおいて式 (3.48)を
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満たす閾値 (0 <)åÉ(< 1)が必ず１つ存在する．なお，式 (3.62)が成立する時，次式が成立する．Z ëÉH(1)

0

f(ëÉH Äö)gg(ö)dö

= ëÉH(1)
Z 1

ëÉ
H
(1)
g(ö)döÄ

Z 1

0
ög(ö)dö+

Z 1

ëÉ
H
(1)
ög(ö)dö

=

Z 1

ëÉH(1)
föÄëÉH(1)gg(ö)döÄ

Z 1

0

ög(ö)dö

式 (3.63)から，
R 1
ëÉ
H
(1)föÄëÉH(1)gg(ö)dö< 0となる．（証明終）
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4 建設契約における瑕疵責任ルール

4.1 緒言

建設プロジェクトでは不確実な自然条件や複雑多岐にわたる工程，その他多くのリスクが存在する．こ

のため，契約で決められた条件，仕様で構造物を完成できない場合が起こりうる．発注者によって注文さ

れた建造物が設計仕様に応じていないというリスク事象は瑕疵（Defects）という形で認識される．建設契

約における瑕疵責任のあり方は国・地域によって大きく異なる．わが国における民法では，請負契約によっ

て発生した瑕疵について請負者が無過失責任を負う．一方，英米のアングロサクソン法の下では，工事の

受注者は工事に用いる材料の瑕疵に対しては無過失責任を負うが，施工（workmanship）による瑕疵に対

して過失責任を負う．換言すれば，受注者はある一定の注意水準さえ満たしておけば，瑕疵責任を問われ

ることはない1)．

このように日本の民法と英米のアングロサクソン法では，瑕疵責任の取り扱い方が大きく異なる．仮に，

日本と英米の建設契約環境がまったく同一であり，かつ一方の瑕疵責任ルールが他方のルールより効率的

（より小さい取引費用で契約を遂行することが可能）であれば，長期的にはいずれかの一方のルールのみが

用いられることになろう．しかし，現実には，国によって異なる瑕疵責任ルールが長期にわたって採用さ

れてきた．その背後には，それぞれの国において異なった契約環境が存在し，それぞれの契約環境の下で

異なった瑕疵責任ルールを採用することが合理的となるような制度補完的条件（特定の制度的条件の下で

特定のルールが合理的となるような制約条件）が存在することを示唆している2)．

不法行為における過失責任ルールが加害者，もしくは被害者の事前の注意水準に及ぼす影響に関しては，

すでに法経済学の分野で膨大な研究の蓄積がある3)Ä 5)．標準的な不法行為モデルの知見に基づけば，責任

ルールのタイプ（過失責任か，無過失責任か）は当事者の注意行動の効率性に影響を及ぼさない．損失が

発生した場合に，損失が最終的に誰に帰属するかという点のみが異なることになる．ところが，規定され

た瑕疵責任ルールを実際に強制するためには，最終的には第三者（例えば，仲裁廷）に依らなければなら

ない．このとき，強制するための司法費用がかかるために，請負者がささいな瑕疵に対しては戦略的に注

意しない可能性がある．これは，いわゆる契約の不完備性である．この契約の不完備性が存在することを

前提として，本章では，わが国の建設契約の特徴の１つが民法典（さらに，建設業法）に規定されている

「信義則」にあることに着目する6)．その上で，信義誠実の原則に則った契約関係が存在する環境において

は，無過失責任ルールに基づいた瑕疵責任の方が，過失責任ルールに基づく場合よりも効率的であること

を示す．さらに，信義則が存在しない契約関係を前提としたときに，過失責任ルールに基づいた瑕疵責任

の方が効率的であることを示す．

以上の問題意識の下に，本章では瑕疵責任に関する契約モデルを定式化し，瑕疵責任ルールが契約当事

者の行動に及ぼす影響を分析することとする．以下，4.2では，日本の民法典と英国法の下での瑕疵責任の

違いについて考察し，本章における分析の視点を明確にする．4.3では，信義則を前提とした契約モデル

を定式化する．次に，4.4において，信義則の存在を想定しない契約関係における契約モデルを定式化し，

49



4.5では契約関係の相違が瑕疵責任ルールの効率性に及ぼす影響について考察する．

4.2 本章の基本的考え方

4.2.1 従来の研究概要

不法行為法における過失責任に関しては膨大な法学研究がある7)．法経済学の分野においても，不法行

為に対する賠償ルールの効率性に関して研究が進展している3)Ä 5)．そこでは法制度・ルールが加害者・被

害者の事前の注意水準に及ぼす影響を分析し，不法行為の発生を効率的に抑止しうる法制度・ルールを探

求することを目的としている．本研究では，法経済学アプローチを採用することにより，建設工事におけ

る瑕疵の発生を効率的に抑止しうる瑕疵責任ルールを検討することを目的とする．

法経済学における代表的な不法行為モデルとして，加害者の一方的な注意行動に着目した事故モデル（一

方注意モデル）が提案されている3)Ä 4);8)Ä 10)．一方注意モデルでは，加害者が事前予防的な注意水準に要

する費用と，事後的に発生する事故による損失を最小にするような注意水準を最適な注意水準と定義する

とともに，加害者に最適な注意水準を選択するようなインセンティブを与える責任ルールを効率的ルール

と呼ぶ．伝統的な一方注意モデルでは，１）当事者がリスク中立的，２）行政費用を無視，３）当事者は

公布されている法的基準を完全に知っており，４）裁判所は誤りなく法的ルールを運用し，５）当事者は

各自の行動の持つ危険性に関して正確な情報を持っているという前提条件の下で，過失責任の注意義務水

準を最適注意水準に法的措置を通じて定めることができれば，過失責任ルールと無過失責任ルールのいず

れもが効率性を達成することができるという結論が導かれる．その後，一方注意モデルに対して，被害者

の事故回避努力を考慮したり，上述の前提条件を緩和した各種の不法行為モデルが開発され，責任ルール

の差異が当事者の注意水準に及ぼす影響が多角的に検討された11)Ä 15)．さらに，訴訟費用，裁判費用を明

示的に考慮したような不法行為モデルも開発され16)Ä 19)，不法行為の効率的な抑止策に関する知見が蓄積

されている．

不法行為モデルは直接的な契約関係にない加害者と被害者の間で生じた損失の発生の帰属ルールを対象

としている．これに対して，瑕疵責任は契約当事者の間に発生する問題であり，交渉を通じて瑕疵による

損失の帰属を事前に決定することが理論的には可能である．しかし，事前の契約の段階で瑕疵の発生に関

する規定を詳細に交渉したり，契約条項として具体的に記述することは実質的に不可能である．瑕疵責任

は，契約の中に明示的に記述されなかったり（暗黙のうちに民法典や契約約款に従うことが想定される），

契約の中に負担ルールのみが記述される不完備契約20)Ä 22)とならざるを得ない．瑕疵責任に関する完備契

約が記述できないため，瑕疵責任は「損失の帰属を明らかにするルールをどのように規定するか」という

問題に帰着される．したがって，瑕疵の発生を損失（事故）の発生に置き換え，発注者を被害者，請負者

を加害者と解釈すれば，一方注意モデルを用いて瑕疵責任ルールの設計問題にアプローチすることが可能

となる．しかし，建設工事の場合，生起しうる瑕疵の内容が極めて複雑・多岐に亘るため，瑕疵の認識や

判断において高度な工学的知識が必要となる．このため瑕疵責任を議論する場合，発注者，請負者の技術

力の有無や両者の間の信頼関係といった伝統的な不法行為モデルでは考慮されなかった要因を明示的に考
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慮することが必要となる．このような観点から，本研究では不法行為論における一方注意モデルを拡張し，

発注者と請負者の技術力や信頼関係の有無が望ましい過失責任ルールに及ぼす影響を分析することとする．

4.2.2 日英における瑕疵責任の差異

瑕疵責任に関する条項は通常，契約内に規定されるが，契約の運用は工事が行われる国の法（適用法；

Governing Law）に支配される．したがって，現実にどのような瑕疵責任ルールが適用されるかは，工事

が実施されている当該国の適用法に左右される．当然ながら，契約内に責任ルールが規定されていない場

合は，適用法によって権利義務関係が決まることになる．わが国における瑕疵責任の適用法は民法典であ

る．一方，英国における適用法はコモンローであるが，瑕疵責任に関する責任ルールは民法とコモンロー

では大きく異なる．

建設契約に関する一般的な定義は存在しないが，日本の法制度の下では，建設契約は「請負」と見なさ

れる．請負契約とは「請負者がある仕事を完成させることを約束し，発注者がその仕事に対して報酬を与

えることを約束すること」と定義される．請負者は何が起ころうとも工事完成の義務を負う．法治国家に

おいては，通常「契約の自由」が認められているが，契約の解釈・運用，不履行や違反の際の当事者の権

利・義務等は全て適用される法の支配を受けることとなる．わが国では請負は民法においても，632条から

642条に債務不履行の要件や完成した仕事に対する欠陥があったときの修補請求権または損害賠償請求権

等の規定が存在する．民法第634条に請負者の瑕疵責任について

仕事の目的物に瑕疵あるときは注文者は請負人に対し相当の期限を定めてその間この修補を

請求することができる．ただ瑕疵が重要でない場合においてその修補が過分の費用を要する

ときはこの限りにあらず（民法634条１項）

と定めており，また

注文者は瑕疵の修補に代わりまたはその修補と共に損害賠償を請求することができる（民法

634条２項）

としている．しかし，

前の規定は仕事の目的物の瑕疵が注文者により提供された材料の性質または注文者による指

図より生じたときはこれを適用しない．ただし，請負者がその材料または指図が不適当であ

ることを知っていながらこれを告げなかった場合をのぞく（民法第635条）

という条項により，注文者が原因となる瑕疵については請負者はその責任を免れることを保証している．公

共工事請負契約約款（以下，GCWと略す）23)の第37条は民法の請負契約の規定に整合のとれた形で，請

負者による瑕疵の際の発注者の権利を規定している．

わが国の民法と英国法における瑕疵責任に関わる重要な相違点は表4.1に示すように「引き渡し時の明

白性」と「責任ルール」の２点に集約される．「引き渡し時の明白性」は瑕疵の対象をどのように認識する

かの問題である．わが国の民法（あるいは，GCW）では，請負者は建造物の引き渡し時において発注者が
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表4.1 適用法における瑕疵責任

隠れたる瑕疵のみ明白な瑕疵

隠れたる瑕疵

引き渡し時の
明白性

過失責任（施工）

厳格責任（材料）

無過失責任

（施工，材料とも）

責任ルール

英国 （コモンロー）日本 （民法）

隠れたる瑕疵のみ明白な瑕疵

隠れたる瑕疵

引き渡し時の
明白性

過失責任（施工）

厳格責任（材料）

無過失責任

（施工，材料とも）

責任ルール

英国 （コモンロー）日本 （民法）

気づくことが困難な隠れたる（latent）瑕疵に対して責任を持つ．それだけではなく，当然気づくべき明白

な（patent）瑕疵であっても（発注者が引き渡し時に瑕疵を認識しなくても），事後に発注者がそれを認識

した場合に請負者は瑕疵責任を負うことになる．一方，英国法では，引き渡し時に明白な瑕疵については，

当然発注者はそれを認識すべきものと見なされる．仮に，引き渡し時に受注者（英国の場合は建設契約は

請負契約でないため受注者と呼ぶ）に対して瑕疵に対する修補・損害賠償を請求しなければ，発注者が修

補請求権あるいは損害賠償請求権を放棄したものと見なされる．したがって，受注者は隠れたる瑕疵のみ

について瑕疵の責任を負うことになる．

次に，「責任ルール」は瑕疵がもたらす損失の帰属ルールを意味する．わが国の民法では，瑕疵の原因が

材料にあろうと施工（workmanship）にあろうと，請負者は無過失責任を負い，瑕疵がもたらす損失はす

べて請負者に帰着する．請負者の瑕疵責任を判断するにあたり，「施工時に妥当な注意が払われたか」，「妥

当な原材料が使用されたか」という問題は考慮されない．一方，英国法の下では瑕疵の原因が材料，施工

のいずれにあるかにより，受注者の責任について重要な差異が生じる．受注者は材料に関しては無過失責

任を負う．材料は取引しうる品質で，契約における条件を満足し，またもしその目的を請負者が知ってい

るならば，その意図された目的に沿うものでなければならない．この点については，英国法と民法の間で

差異はない．しかし，英国法の場合，受注者は施工に関して過失責任を負うことになり，妥当な水準の技

能や注意義務のみが受注者に要求される．なお，英国法では，これらの受注者にとって義務は，法が認め

る黙示の条件（Implied Term）と解釈される．

GCWにおいて請負者の瑕疵責任は民法と整合的に規定されているが，日本の法律の下では，瑕疵責任

は任意規定であり，当事者の合意によって限定・除外することが可能である．このような特別な合意を行

わない限りにおいて，瑕疵責任期間の間は，発注者は発見された瑕疵が資材に関する欠陥に起因するもの

か，あるいは仕上がりに関する欠陥によるものかに関わらず請負者にその瑕疵を修補させたり，請負者か

ら損害賠償を受け取る権利を有する．さらに，発注者が瑕疵の根拠やそれが請負者の怠慢によるものであ

るという因果関係を立証する必要もない．民法の請負契約規定においては，瑕疵責任期間は一般的に１年

間，構造物や特に土地に付随したものあるいは土地（例．池の掘削，堤防など）に関しては５年間であると

規定されている．さらに，建造物が石，土，レンガや金属により作られている場合には瑕疵責任期間は１

０年間に延長される．なお，この期間は通常の時効期間（10年）の間で契約当事者が合意することができ

る．例えば，四会連合約款（以下，GCCC）では，木造の構造物に関しては瑕疵責任期間は１年間に，石・

金属・コンクリート造りのものに関しては２年間に短縮される．しかしながら，仮にこういった瑕疵が請
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負者の信義に反する行為により生じた場合，瑕疵責任期間はそれぞれに対して５年，10年に延長される．

またGCWではこれらの年数を空欄で設けてあり，GCCCと同様に構造物の種類に応じて１年あるいは２

年を例示している．

一方，英国において用いられる ICE（the Institution of Civil Engineers）契約約款24)では，工事完成後

に通常１年間の維持補修期間（maintenance period）が規定されている．この期間において発見された瑕疵

については，受注者が絶対的な責任をもって修補あるいは損害賠償することが義務づけられる．ただし，こ

れは出訴制限期間という意味での瑕疵責任期間 (defect liability period)を意味するものではなく期間終了後

に欠陥工事に対して損害賠償を請求する発注者の権利を減じるものでもない．1980年に公布された時効法

（Limitation Act）により，受注者の責任は通常契約においては完成後6年間，捺印契約（a contract under

seal）では12年間であり，発注者は受注者の欠陥工事に対して法的な行動を起こしても良いとされる．

4.2.3 日本型請負契約と信義則

わが国の請負契約の特殊性は，発注者と請負者の間に「信義則」が存在していることを前提としている

点にある21);22)．民法典の第１編第１条の２では「権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に之を為

すことを要す」とある．すなわち，契約当事者の相互信頼を基盤とする「信義則」に基づいて，契約遂行

に付随して生じる紛争，対立を解決しようとする．GCWでは，建設工事による紛争を「契約書またはこ

の約款に定めない事項については，必要に応じて甲乙が協議して定める」と規定している23)．相互信頼を

契約の基盤としている日本の建設業界では契約変更や紛争の解決方法について明確に記述せず，相互が立

場を尊重しながら納得する方向を見いだすことを想定している．わが国の請負契約では発注者が契約変更

に関して主導的な役割を果たす．請負者は信義則に基づいた建設工事の主体であり，ホールドアップ問題，

モラルハザード問題を引き起こさないことが要請される21)．わが国では発注者と請負者の長期的な関係が

継続するため，このことが両者間に働く信義則の実効性を保証している．発注者は国民の代弁者として社

会的厚生の最大化を目指す主体であり，発注者側の私的な利害関係に基づいた機会主義的行動を行わない

という信頼関係が樹立されていることが暗黙の内に想定されている1)．

小林等21)は，GCWにおける「信義則」を「発注者，請負者の双方が契約遂行に関わる十分な知識と能

力を持つこと」を前提とし，その上で契約の当事者に情報の非対称性を利用したモラルハザードを行うこ

とを禁止した社会的慣習と解釈できることを理論的に示している．契約当事者にモラルハザードに対する

誘因が強く働く契約関係では，契約の権利義務関係を忠実に実現するために仲裁廷等による最終的な司法

的拘束力を準備しなければならず，立証費用や司法費用等の取引費用が発生する．契約当事者の双方が信

義則に忠実に従うことが保証されている場合，契約の権利義務関係を実行するための取引費用を大幅に節

約でき，効率的な契約遂行が可能となる．さらに，発注者と請負者の長期的な契約関係が，契約当事者が

信義則を遵守するための拘束力として機能してきた．このような信義則の存在の有無が，わが国と英米に

おける瑕疵責任ルールの違いに大きな影響を及ぼしていると考えることができる．以上の問題意識の下に，

4.3では信義則が成立する契約関係における瑕疵責任ルールを，4.4では信義則が成立しない環境における
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図4.1 論理的な順序関係

ルールについて分析することとする．

4.3 信義則を前提とした瑕疵責任モデル

4.3.1 モデル化の前提条件

現実の建設工事における瑕疵の発生とその修補の過程は極めて複雑である．契約当事者の知識も不完全

であり，必ずしも合理的に行動するわけではない．発注者と請負者の間に完全な信頼関係が形成されてい

るわけでもない．ここでは，瑕疵責任問題においてありうべき多様性を捨象し，わが国のGCWが想定し

ている信義則に基づいた請負契約の理念形を簡単な瑕疵責任モデルとして定式化する．

建設契約における瑕疵の発生とその回復に関わる各事象の時間的な順序関係を図4.1に示している．時

点aで建設契約が締結され工事が開始される．請負者は施工時（時点 b）において注意水準xを決定する．

時点 cにおいて工事完工物は発注者から請負者に引き渡される．時点dにおいて瑕疵の発生の有無とその規

模が確定する．工事終了時点 eにおいて，発注者が瑕疵の発生を認識した場合には請負者に対して瑕疵の

修補を請求する．時点fで請負者は瑕疵を修補（もしくは損害賠償）する．時点 bにおいて請負者は瑕疵の

発生を確定的には予測できない．しかし，請負者は施工時の注意水準xと事後的な瑕疵の発生確率p(x)に

関して正確な情報を有しているものとする．ただし，xは連続変数であり，金銭タームで表現されている．

さらに，瑕疵の発生確率p(x)はdp=dx < 0; d2p=dx2 > 0を満足すると仮定する．契約当事者（発注者，請

負者）は，ともにリスク中立的であると仮定する．通常，請負者が負う瑕疵リスクは無視できないポテン

シャルを有し，請負者はリスク回避的に行動すると考えることもできる．しかし，請負者のリスク回避性を

考慮しても以下の議論は修正されない．記述の簡便化を図るため，契約当事者のリスク中立性を仮定する．

時点 cにおいて工事完工物が請負者から発注者に引き渡される．発注者は工事完工物を点検し，瑕疵が

発見されれば直ちに請負者に修補を請求することになる．現実には点検時において全ての瑕疵が顕在化す

ることはなく，ある程度の時間を経て顕在化する瑕疵も存在する．ここでは時点dは工事完工物の点検時

または瑕疵担保期間中のある時点であるとする．瑕疵責任期間中の時点dにおいて瑕疵が顕在化した場合

には，発注者は１）瑕疵を無償で修補する，２）損害賠償を支払うといった２つの方法で瑕疵の回復を請

求することができる．いずれの場合においても，瑕疵の回復のために請負者は金銭的損失を負うことにな

る．瑕疵が発生した場合に生じる請負者の損失額をDで表し，損失額Dが確率分布F (D)に従って発生す

るものと仮定する．本研究では，請負者が意図しない瑕疵の発生について扱っている．これは，請負者は

瑕疵の因果関係については事前に特定できないことを意味する．したがって，請負者はある特定の種類の
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瑕疵について注意するということはできず，注意水準が損害額に関する分布に影響を与えない．請負者の

注意水準xは，瑕疵の発生確率に影響を及ぼすが，瑕疵による損失額Dの大きさには影響を与えないもの

とする．さらに，本モデルでは発注者と請負者の双方が瑕疵判断に関わる十分な知識と能力を有しており，

発注者と請負者の双方が事前の段階（時点 b）において，効率的な注意水準に関する意思決定ができると考

える．また，瑕疵が発見された時点dにおいて，発生した瑕疵の内容に関して発注者と請負者は共通認識

を持つと考える．したがって，発注者が請負者の責に帰することができない損害によって発生した損害に

ついて請負者に補償を請求することはない．本モデルにおいては，発注者，請負者の双方が合理的であり，

いずれの当事者も誠実に自らの責任を率先して履行するという意味で，私的なレントの獲得を目的とした

戦略的行動をとらないと考えている．このような仮定を設けることは，契約当事者に過度の合理性と信頼

性を要求しているように思える．しかし，本論文では現実の建設工事の契約当事者がこのような完全な合

理性を有していると主張しているわけではない．あくまでも，GCWが想定している瑕疵責任の理念形を数

学モデルとして表現するために，このような契約当事者の合理性を仮定していることを改めて断っておく．

4.3.2 効率的注意水準

瑕疵責任ルールの効率性を検討するためのベンチマークとして，施工時における請負者の社会的に最適

な注意水準を求める．社会的に最適な請負者の注意水準は事後的に発生する瑕疵による損失の期待値と注

意水準を達成するための費用の総額を最小化するような水準として定義される．簡単のために割引率を無

視すれば，社会的最適化問題は

min
x

ö
x+ p(x)

Z 1

0

DdF (D)

õ
(4.1)

と表される．社会的最適な請負者の注意水準は式 (4.1)のxに関する１階の最適化条件

1 + p0(xÉ)
Z 1

0
DdF (D) = 0 (4.2)

を満足するようなxÉとして定義される．ただし，p0(xÉ) = dp(x)=dxjx=xÉである．仮定より，２次の最適
化条件は自動的に成立する．ここで注意すべきことは，社会的最適化問題 (4.1)において，請負者の注意水

準xの下で発生する瑕疵は，瑕疵責任期間中にすべて顕在化する（発見される）と仮定している点にある．

起こりうるすべての瑕疵が瑕疵責任期間中に顕在化し，それに対して請負者が修補義務を負う場合，請負

者は起こりうるすべての瑕疵を念頭にいれて自らの注意水準を決定することになる．すなわち，潜在的な

瑕疵はすべて請負者の行動に内部化されており，式 (4.2)で決定される注意水準xÉの効率性が保証される．

しかし，瑕疵が瑕疵責任期間以降に顕在化する可能性がある場合は，請負者は修補義務を負わなくてもす

む瑕疵が存在する可能性を考慮しながら注意水準を決定するだろう．この問題は瑕疵責任期間の長さを決

定する場合に重要な論点となるが，本研究では責任ルールの構造と注意水準の関係に焦点を絞っており，工

事により発生したすべての瑕疵は瑕疵責任期間中に発見されると仮定する．
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4.3.3 無過失責任による瑕疵責任モデル

わが国の請負契約では，発注者と請負者の間に「信義則」が存在し，工事完了後に発見される瑕疵に対し

て請負者は無過失責任を負う．発注者が瑕疵を発見すれば，その修補もしくは賠償を請負者に命ずる．こ

のような契約関係の中で，発注者と請負者の間に信義則が成立するためには，発注者には瑕疵を認識する

十分な能力が備わっており，かつ公正な立場から工事完工物の欠陥が瑕疵であるかどうかを判断すること

が前提条件となる．また，請負者は発注者が提示した瑕疵の現状回復請求に対して誠実に努力することが

想定されている．もちろん，請負者が発注者の瑕疵修補請求に疑義を持つ場合，外部の法的機関に訴える

ことにより瑕疵責任から逃れる可能性も存在する．しかし，発注者と請負者が十分な瑕疵判断能力があり，

それぞれが信義則に基づいて誠実にそれぞれの職務を遂行するという理想的な契約環境においては，そも

そも瑕疵責任に関わる紛争が発生する可能性はない．本研究では「信義則」を「契約当事者が各々の権利

義務を誠実に履行し，戦略的行動を禁止する」社会的慣習と定義し，発注者は正確かつ公正に瑕疵の修補

を請負者に請求し，請負者は常に誠実に瑕疵の回復に努めるものとする．このような契約関係において無

過失責任ルールを適用した場合，請負者が選択する戦略的行動は

min
x

ö
x+ p(x)

Z 1

0

DdF (D)

õ
(4.3)

と定式化される．すなわち，請負者の行動モデルは社会的最適化モデル (4.1)と一致し，請負者は自発的に

社会的に最適な注意水準を選択することが保証される．

4.3.4 過失責任による瑕疵責任モデル

つぎに，瑕疵責任ルールとして過失責任を適用した場合を考えよう．過失責任ルールの下では，請負者

が適正妥当な水準の注意義務（善管注意義務）を怠った場合に限り瑕疵の修補義務を持つ．請負者が適正

妥当な水準以上の注意義務を払っていれば，瑕疵責任から逃れることができる．いま，発注者が判断する

適正注意水準を zとしよう．請負者の注意水準xが適正注意水準zより大きい場合，請負者に瑕疵修補義務

は存在せず注意費用xのみを負担すればいい．しかし，注意水準xが適正水準 z以下であれば，請負者は期

待費用x+ p(x)
R1
0 DdF (D)を負担しなければならない．したがって，過失責任ルールの下で，請負者が

選択する戦略的な注意水準xÉÉは

min
x

(
x x ï zのとき
x+ p(x)

R1
0 DdF (D) x < zのとき

(4.4)

を解くことにより求まる．この問題の最適解はxÉÉ= zとなる．いま，発注者が社会的最適化問題 (4.1)の

最適解xÉを適正な注意水準 zとして採用することが保証されれば，過失責任ルールを用いても請負者の効

率的な注意水準を導くことが可能となる．発注者が瑕疵を発見し，かつ請負者の行動に過失があると判断し

た場合，請負者は瑕疵を修補する義務を負う．したがって，注意費用と期待瑕疵損失のみに着目した場合，

無過失責任ルールと過失責任ルールのいずれを採用しても効率的な契約遂行が可能となる．しかし，以上

の結論には，いくつかの限定事項が存在する．第１に，注意水準に関しては，発注者より請負者の方が多
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くの情報を持っている．このような状況の中で，発注者が請負者の注意水準の適正さを正しく判断するこ

とが可能であるかが問題となる．発注者が請負者の適正な注意水準を正確に判断できない場合，過失責任

ルールの効率性は保証されなくなる．第２に，以上のモデルではそれぞれの責任ルールを適用するための

行政費用を無視している点があげられる．無過失責任ルールを採用した場合，瑕疵責任を決定するために

必要な費用は瑕疵の因果関係（発注者側に起因した瑕疵ではないこと）を立証する行政費用で十分である．

しかし，過失責任ルールを採用した場合，因果関係を立証する費用に加え，請負者が決定した注意水準を

立証する費用がさらに必要となる．以上のことを考慮に入れれば，信義則が成立する契約関係においては

無過失責任ルールの方がより効率的であると考えられる．

4.4 信義則を前提としない瑕疵責任モデル

4.4.1 モデル化の前提条件

発注者と受注者の双方が発見された欠陥が瑕疵によるものかどうかを明確に判断できたとしても，受注

者に瑕疵の修補責任を現実に履行させるためには最終的に外部の法的機関に訴えざるをえないが，そのた

めには多額の司法費用が必要となる．受注者は発注者が司法的解決を断念することを事前に予想すれば，受

注者が戦略的に発注者による瑕疵の修補請求に応じないという事態も起こりうる．このような両主体の瑕

疵責任を巡る戦略的行動をゲームの木を用いて図4.2に示すように表現することができる．

信義則が成立しない場合，受注者は発注者による瑕疵修補請求に対して，その後の発注者の戦略を勘案

しながら自らの利得を最大化する戦略を採用する．ノードAにおいて受注者が発注者による瑕疵修補請求

を拒否した場合，発注者はその請求を第３者（例えば，仲裁廷）の判断に委ねるか取り下げるかを判断す

る（ノードB）．ここでは，簡単化のために，発注者，受注者の双方とも発見された瑕疵が正当なものかど

うかを知っていると仮定しよう．さらに，両者が瑕疵に対して完全情報を持ち，契約当事者の判断は第３

者の判断と一致すると考えよう．したがって，図4.2に第３者判断の機会を導入するのは，受注者に瑕疵修

補を行使させるための実効性を担保するためである．ノードBにおいて，発注者は紛争に勝つことが判っ

ている場合にのみ，紛争を仲裁に発展させる．その場合，発注者は利得DÄ cpを，受注者は利得ÄDÄ ca
を獲得する．ここで，cp; caは発注者，請負者の紛争費用である．ノードBで瑕疵修補請求を取り下げた場

合，両者が獲得する利得は互いに0である．図4.2のゲームの部分ゲーム完全均衡解を後向き帰納法によ

り求めることができる．読者の便宜を図るため，紛争解決ゲームの均衡解を求める過程を付録4.1に示す

こととする．紛争解決ゲームの部分ゲーム完全均衡解を整理すると受注者の戦略は，(
瑕疵修補に応じない D < cpの時

瑕疵修補に応じる D ï cpの時
(4.5)

のようになる．すなわち，瑕疵による損害が微少な場合（D < cpが成立する場合），発注者が瑕疵の修補

請求を行っても，受注者は修補請求に応じない．すなわち，仮に受注者が発注者の修補請求を拒否したと

しても，発注者が紛争を発展させる意思のないことを知っている．そのために，発注者が修補請求を行っ

ても，受注者は仮に紛争が発生しても発注者が請求を取り下げることを知っているため，はじめから修補

57



仲裁

取り
下げ

修補
拒否

修補
受諾

(D;ÄD)

(0; 0)

(DÄ cp;ÄDÄ ca)

受注者

発注者

A

B

仲裁

取り
下げ

修補
拒否

修補
受諾

(D;ÄD)

(0; 0)

(DÄ cp;ÄDÄ ca)

受注者

発注者

A

B

図4.2 瑕疵責任に関わる解決メカニズム

請求には応じないのである．

4.4.2 無過失責任ルールによる瑕疵責任モデル

信義則が存在しない契約関係の下では，受注者はD ï cpのときのみ，瑕疵の修補請求に応じる．このよ
うな状況の下で無過失責任ルールを適用した場合，受注者の戦略的行動は

min
x

(
x+ p(x)

Z 1

cp

DdF (D)

)
(4.6)

で表現される．式（4.6）に含まれる積分の積分範囲が式（4.3）とは異なることに注意されたい．最適な注

意水準は，１階の最適条件より，

1 + p0(xé)
Z 1

cp

DdF (D) = 0 (4.7)

を満足するxéとして求まる．このとき，受注者が戦略的に選択する注意水準xéと社会的最適な注意水準xÉ

の間には

xéî xÉ (4.8)

が成立する．すなわち，無過失責任ルールの下で実現する受注者の努力水準は社会的最適な水準より過小

となり，請負者の効率的注意水準は実現されない．無過失責任ルールが適用されるため，受注者の注意水

準xéとは無関係に，発注者が発見した瑕疵はすべて修補の対象となりうる．しかし，信義則が存在しない

ため，発注者はすべての瑕疵の修補を受注者に強制することはできない．受注者はD < cpが成立するよう

な軽微な瑕疵の修補請求に応じず，紛争に発展する可能性のある規模の大きい（D ï cpが成立する）瑕疵
に対してのみ修補請求に応じる．

4.4.3 過失責任ルールによる瑕疵責任モデル

過失責任ルールが適用され，適正な注意水準zが社会的通念として与えられているとしよう．さらに，適

正な注意水準が発注者と受注者，および司法の間で共通知識になっているとしよう．この場合，受注者の
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表4.2 瑕疵責任ルールの効率性比較

信義則 瑕疵責任 注意水準 修補対象と

の有無 ルール なる瑕疵

無過失責任 効率的 [0;1)
有 過失責任 効率的 [0;1)

（過失のある時）

無過失責任 過小 [cp;1)
無 過失責任 効率的 [cp;1)

（過失のある時）

戦略的行動は

min
x

(
x x ï zのとき
x+ p(x)

R1
cp
DdF (D) x < zのとき

(4.9)

と表される．いま，適正な注意水準 zとして社会的最適水準が選択される（z = xÉが成立する）場合，問

題 (4.9)の最適解xééはxéé= xÉとなる．したがって，過失責任ルールを適用することにより，受注者の効

率的注意水準を確保することが可能となる．実際に瑕疵が発生した場合，受注者の注意水準が適正かどう

かが問われることになる．瑕疵紛争が発生した場合，当事者の間で図4.2に示したような交渉が行われる．

仮に，紛争が仲裁廷（裁判）まで発展し，受注者が勝てば瑕疵の修補は行われない．逆に，負ければ，瑕

疵の修補が行われる．過失責任ルールが適用された場合でも，紛争に発展しないような規模の小さい瑕疵

に関しては，請負者が発注者がそれを紛争に発展させる意思がないことを予測し，瑕疵の修補請求には応

じない．

4.5 信義則の有無と瑕疵責任ルール

4.5.1 瑕疵責任ルールの効率性比較

表4.2はこれまでの分析結果を整理し，信義則の有無，瑕疵責任ルールとそれらの契約関係の下で実現

する請負者（受注者）の注意水準と請負者（受注者）が修補請求に応じる瑕疵の内容を示している．表4.2

に示すように信義則が成立する場合，無過失責任ルール，過失責任ルールのいずれを適用しても，請負者

の効率的注意水準を達成することが可能である．しかし，4.3で言及したように，過失の有無を立証するた

めに立証費用等の取引費用が発生するため，無過失責任ルールを用いることにより効率的な契約執行が可

能となる．一方，信義則が成立しない契約関係の下では，無過失責任ルールよりも過失責任ルールの方が

効率的である．しかし，前述したように，過失責任ルールを採用した場合，受注者が注意水準を立証する

ための費用が追加的に必要となる．したがって，無過失責任ルールと過失責任ルールの効率性の優劣を比

較するためには，無過失責任ルールの下で実現する過小な注意水準がもたらす社会的費用と過失責任ルー

ルを採用した場合に発生する取引費用の大小関係を比較した上で総合的に判断する必要がある．このとき，

注意水準が損害額の発生分布の形状に与える影響も考慮しなければならないであろう．信義則が成立し，

かつ無過失責任ルールが適用される場合，軽微な瑕疵も含めてすべての瑕疵が修補の対象となる．過失責
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任ルールの場合にも，発注者が請負者の注意水準に過失があると判断されれば，軽微な瑕疵も含めてすべ

ての瑕疵が修補の対象となる．一方，信義則が存在しない場合，請負者は軽微な瑕疵の修補に応じず，規

模の大きい（仮に紛争に発展させた場合により費用が高くつくような）瑕疵のみが修補されることになる．

修補対象となる瑕疵の範囲のみに着目すれば，わが国の請負契約のように発注者の公正な瑕疵請求に対し

て請負者が無過失責任を負うルールを適用することにより，より瑕疵が少ない工事完工物を実現すること

が可能となる．しかし，意図されない瑕疵の期待修補費用は，入札の段階で工事価格に反映されるため，

結果的に建設費用が増加することになる．言い換えれば，わが国の請負契約は，より高い建設費用を負担

しても，瑕疵の少ない完成度の高い工事完工物を実現させるメカニズムを内蔵している．一方，アングロ

サクソン法は工事費用の観点より妥当と判断される瑕疵を許容し，建設費用を抑制するメカニズムを有し

ている．しかし，瑕疵の発生に伴うコンフリクトを解決するために，多くの行政費用，司法費用が発生し，

結果的に総事業費を増加させる危険性も含んでいる．

4.5.2 契約における瑕疵責任条項の役割

以上の分析結果に基づけば，わが国の公共工事請負契約約款であるGCWと，ICEや海外の国際工事で

よく用いられるFIDIC（Federation Internationale Des Ingeniers Conseils）25)等のアングロサクソン系の

契約約款において，瑕疵担保条項が果たす役割が本質的に異なることが理解できる．GCWにおいては，建

設契約の請負者は完成度の高い工事完工物を実現することが求められる．契約約款における瑕疵責任条項

は，文面通り請負者に瑕疵を修補させることを目的としており，条項自体に請負者の注意水準を望ましい

水準に誘導する意図はない．瑕疵の発生を抑制する努力は，請負者の自己努力に委ねられている．請負者

の自発的努力により，効率的な注意水準は自動的に確保される．このような瑕疵責任システムが機能する

ためには，まず発注者が瑕疵の内容を正確に判断し，瑕疵の修補を公正な立場から請負者に請求する能力

を有していることが前提となる．さらに，請負者が発注者の瑕疵判断の正確さ（仮に，発注者の瑕疵修補

請求に対して意義申し立てを行っても発注者の判断が最終的な司法判断と一致する）を信頼していること

が要請される．その結果，瑕疵責任に関わる紛争の発生が抑制され，効率的な建設契約の実行が保証され

る．このような瑕疵担保条項の強制力を担保するため，請負者は瑕疵修補に対して無過失責任を負うこと

が要請される．しかし，無過失責任ルールが適用されるため，請負者は軽微な瑕疵までも修補義務を負う

ことになり，上述したように結果的に建設工事費が増加することになる．一方，ICEやFIDIC等のアング

ロサクソン法系の契約約款は，発注者が瑕疵判断を行える能力を持つことを想定しておらず，受注者は自

らの私的利潤を最大化し，かつ瑕疵紛争の解決において戦略的行動を採用しうる主体であることを念頭に

置いている．したがって，契約約款に記述される瑕疵条項は，瑕疵の発生に対する請負者の修補条件を指

示するだけでなく，請負者の注意水準を一般社会通念に照らして適正な水準に誘導する意図を同時に持っ

ている．Cooter and Ulen4)が指摘するように，契約の中に瑕疵責任条項を盛り込むことは，発注者と受注

者がともに施工に関する適切な注意水準に対して事前にコミットメント (commitment)を取り交わす行為

に他ならない．このようなコミットメントを通じて，契約当事者の戦略的行動や機会主義的行動を可能な
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限り抑制しようとする意図を持っている．

4.5.3 わが国の建設契約に対する問題提起

一般に，瑕疵は「工事完工物の品質が契約により定められた要求を満たしていないこと」と定義される．

法や契約約款には瑕疵責任ルールが明示的に記述されているが，瑕疵を判定するための具体的な基準は示

されていない．そのため，実際に発生した工事完工物の欠陥が瑕疵であるかどうかを一意的に判定するこ

とは困難である場合が多い．図4.3にはわが国の契約紛争の実態を示しているが，瑕疵を巡る紛争が非常

に多いことが理解できる．GCWモデルは，発注者が瑕疵を過不足なく公正な立場から瑕疵を判定できる

ことを想定している．しかし，現実には請負契約は相当程度に不完備であり，わが国の契約環境において

も，瑕疵の判定には曖昧な部分が介在せざるを得ない．無過失責任ルールに基づいた瑕疵責任関係が成立

するためには，発注者と請負者の双方に瑕疵判断に関する十分な知識が備わっており，契約当事者が信義

則を誠実に遵守することが前提となる．しかし，発注者側が十分な in-house技術者を確保できない場合や

民間部門が発注者となるような新しい契約形態においては，信義則を前提とした瑕疵責任ルールが効率的

に機能しなくなる危険性がある．一方で，信義則を前提としない瑕疵担保契約においては，工事完工物の

品質水準が低下したり取引費用が増加するという問題がある．今後，わが国の契約環境の変化に対応した

瑕疵責任ルールのあり方を検討するために，発注者側の瑕疵認識能力の限界や請負者の戦略的行動を考慮

したような瑕疵責任ルールの設計に関する規範的研究が必要になると考える．

4.6 結言

本研究では，日本の民法典と英米のアングロサクソン法とでは，建設工事で発生する瑕疵に対する責任

ルールがまったく異なることを指摘した．その上で，瑕疵責任のルールが請負者（受注者）の施工時の注

意水準に及ぼす影響を分析するために法経済学における一方注意モデルを拡張した瑕疵責任モデルを定

式化した．さらに，日本と英米の契約関係の本質的な相違点を，発注者と請負者（受注者）の間にある信

義則にある点を指摘し，信義則を前提とする契約関係，前提としない契約関係における瑕疵責任モデル
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を定式化し，請負者（受注者）に社会的最適な注意水準を確保するインセンティブを与えうるような責任

ルールを求めた．その結果，信義則が成立することを前提とした場合には無過失責任ルールが，信義則を

前提としない場合には（紛争解決のための取引費用が大きくならない限りにおいて）過失責任ルールが

望ましいことを理論的に明らかにした．以上の知見は，わが国の民法典では無過失責任ルールが，英米の

アングロサクソン法では過失責任ルールが適用されているという経験的事実と一致している．以上の分

析を通じて，本研究では建設契約における瑕疵責任ルールの違いが，請負者（受注者）の注意水準に及ぼ

す影響に関する重要な知見を得ることができた．今後の研究課題に関しては，4.5.3においてとりまとめ

たが，本研究の枠組みに関しても以下のような研究課題が残されている．第１に，本研究では行政費用，

司法費用を無視して，瑕疵責任ルールの効率性を分析した．瑕疵責任ルールの効率性を総合的に評価す

るためには，取引費用，行政費用を明示的に考慮したような瑕疵責任モデルを定式化する必要がある．第

２に，信義則が成立しない環境における望ましい瑕疵責任ルールを検討するためには，非効率な注意水

準がもたらす社会的費用を計測する必要があろう．第３に，瑕疵責任に対して過失責任ルールを用いる場

合，適正な施行上の注意水準を決定する基準を設定する必要がある．今後，国際的建設市場における瑕疵

責任紛争の実態に関する実証分析を通じて，適正な注意水準に関する経験知見を蓄積することが必要である．

付録4.1 信義則を前提としないモデルの均衡解

図4.1のゲーム部分ゲーム完全均衡点を後向き帰納法によって求める．ノードBにおいて発注者は仲

裁に判断を委ねた場合，発注者の利得はD Ä cpで，取り下げた場合は0であるから，D > cpのときのみ

発注者は仲裁に進む．D > cpのとき請負者は，発注者が仲裁に進むことを前提として戦略を決定するの

で，このとき，瑕疵の修補を行う．一方，D î cpのとき請負者は発注者が瑕疵の修補請求を取り下げる
ことを前提とするため，瑕疵の修補を拒否する．すなわちゲームの部分ゲーム完全均衡解はD > cpの

ときノードAにおいて請負者は瑕疵の修補を行い，ノードBにおいて発注者は仲裁に進む．D î cpのと
き，ノードAにおいて請負者は瑕疵の修補請求を拒否し，ノードBにおいて発注者は修補請求を取り下げる．
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5 建設契約紛争における和解と仲裁

5.1 緒言

建設請負契約において将来生じうる事象をすべて記述することは不可能であり，契約内容は不完備とな

らざるを得ない1)．特に，事前に予見しえない事象が生起し，しかもその対処の方法が契約に書かれてい

ない場合，発注者と請負者の間で追加的費用の帰属に関して紛争が生じる．紛争が生じた場合，当事者の

間で交渉が行われ，その解決を図るべく努力が行われる．このような交渉により当事者間に和解が成立し

ない場合，第３者による仲裁が実施される．仲裁の結果は拘束力を持ち，当事者達は仲裁の結果に従う義

務が生じる．

国際契約約款であるFIDIC (Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils)においては，請負者に

よるクレームにはじまり，当事者間における交渉と和解，和解が成立しない場合に生じる仲裁に至る一連

の紛争処理の過程が明確に規定されている2)．しかしながら，多くの海外工事に見られるように紛争が長

期化し，契約当事者が紛争解決のために多大な費用を負担するような事例も多く発生している．このよう

な紛争処理の効率化を図るためにFIDICの改訂が行われた．新しいFIDICにおいては紛争の効率的な解決

のためにDispute Adjudication Board （以下，DABと略す）の設置を義務づけている3)．

一方，日本の公共工事標準請負契約約款（以下，GCWと略す）においては，請負者によるクレーム条項

が含まれておらず，紛争解決にあたって発注者が主導的な役割を果たすことが期待されている4)．建設市場

の国際化に対応するため平成７年度に改訂された新しいGCW5)においては，紛争解決のための過程が規定

された．しかし，旧FIDICにおけるエンジニア，新FIDICにおけるDABに相当する裁定者 (adjudicator)

が存在しない．当事者の間で和解が成立しない場合，紛争は建設工事紛争審査会による仲裁に直接持ち込ま

れる．今後，建設市場の国際化が進展すれば紛争解決に多大な時間や費用が必要となる可能性もありうる．

本章ではFIDICによる建設契約紛争の解決過程を仲裁という外部オプションを持つ交渉ゲームとしてモ

デル化し，紛争処理のメカニズムについて分析する．さらに，第３者による紛争裁定，契約当事者間の仲

裁費用負担ルールが紛争解決の効率性に及ぼす影響について分析する．あわせて，GCWによる紛争解決

方式の特性とそれが抱える問題点について考察する．以下，5.2では本章の基本的な考え方を明らかにし，

5.3では紛争解決過程のモデル化を試みる．5.4では，第３者による裁定，費用負担ルールが紛争解決に及

ぼす影響を分析する，5.5では日本型建設請負契約における紛争解決方式について考察する．

5.2 本章の基本的考え方

5.2.1 従来の研究概要

ある主体間に生じた紛争の和解過程に関しては交渉ゲーム理論や法経済学の分野で研究が進展した．交

渉ゲーム理論に関してはNash6)が先鞭をつけ，Rubinsteinによる逐次手番の交渉ゲーム7)を下敷きとして，

1990年代に膨大な研究が蓄積された8)．しかし，仲裁を考慮した交渉ゲーム理論に関しては若干の研究

9)Ä 15)が存在するのみである．仲裁理論では「和解が自己束縛的であれば仲裁者が存在しなくてもNash均
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衡として和解が成立する」という仲裁のパラドクス9)を巡って議論が行われた．仲裁者の役割を説明しよ

うとすると，仲裁は和解のために実施されるが，仲裁が意味を持つためには，仲裁がなければ和解に到達

してはいけない（和解は自己束縛的ではない）というパラドクスに陥る．最近，仲裁裁定を紛争当事者が

ともに利用可能な外部オプションと位置づけた交渉ゲームが提案され，仲裁のパラドクスを克服できるこ

とが示された14);15)．

一方，法経済学の分野16);17)では民事訴訟において当事者が和解，裁判のいずれを選択するかという問題

が分析されている18)．民事訴訟における裁判を仲裁に読み替えれば，民事訴訟モデルを建設契約紛争にお

ける和解問題に適用できる．法経済学では，紛争当事者が裁判結果について異なる予想を持つ場合に訴訟

が生じると考える．予想の不一致は当事者の勝訴に対する確信，関連する法についての不確かさ，および

私的情報の相違に起因して生じる．裁判において獲得できる利得（費用）を考慮に入れながら，紛争当事者

間で裁判前の交渉が行われる．このような考え方に基づいて，予想の不一致に基づいた和解モデル19)Ä 23)

や，情報の非対称性を想定した和解モデル24)Ä 28)が提案されている．

交渉ゲームでは和解における当事者間の利得配分を分析することに焦点が置かれる．一方，法経済モデ

ルでは当事者間で和解が成立するか，あるいは紛争が裁判（仲裁）に発展するかを分析することに主眼が

置かれ，和解による利得配分の分析にはあまり関心が払われない．筆者の知る限り，建設契約紛争の解決

メカニズムに関して交渉ゲーム理論，法経済学理論を用いた研究は見あたらない．本研究ではShavell21)，

Posner23)による民事訴訟モデルを用いて紛争当事者の和解・仲裁選択行動を定式化するとともに，仲裁裁

定を外部オプションとして位置づけた交渉モデルを提案する．

5.2.2 記述不可能性と立証可能性

建設請負契約が完備契約であり，将来起こりうるすべての事象に対する対処の方法がすべて契約の中に

記述されていれば，契約の当事者の間で紛争は生じない．契約に記述されている内容を遂行すれば，事足

りるからである．しかし，現実の建設請負契約では，将来起こりうるすべての事象に対する契約内容を網

羅することは不可能であり不完備契約とならざるを得ない．不完備契約の場合においても，あらかじめ契

約変更のルールを具体的に記述しておくことができれば，効率的な建設請負契約を設計することが可能で

ある1)．しかし，建設工事に含まれるリスク事象の中には事象の内容をあらかじめ具体的に記述できないも

のが存在する．このようなリスク事象が生起した場合，発注者と請負者の間で契約内容に関する解釈に相

違点が生まれ，両者の間で紛争が生じる可能性がある．FIDICの場合，請負者のクレームにより紛争が開

始するが，当事者の交渉により多くの紛争は解決する．しかし，発注者と請負者の間で契約の解釈の間に

大きな隔たりがあれば，当事者の間で和解が成立せず，紛争が仲裁に持ち込まれる可能性が大きくなる．建

設請負契約の契約変更に関する交渉は１）請負者のクレームの正当性に関する論拠 (merits)と２）クレー

ムに基づいた契約変更の内容 (quantam)を巡って行われる．契約変更の内容に関する交渉が開始されるた

めには，クレームの正当性に関する交渉が妥結しておく必要がある．現実の多くの建設契約紛争では，ク

レームの正当性を巡って紛争が長期化する場合も少なくない．このような観点から，本研究では請負者の
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図5.1 旧FIDICにおける紛争解決プロセス

注）図中Cは請負者の行動を，Eはエンジニアの行動を表す．

クレームの正当性に関する交渉過程の分析に焦点を絞ることとする．

5.2.3 FIDICにおける紛争解決過程

図5.1は旧FIDICにおける基本的な紛争解決過程を表している．紛争過程は請負者のクレームの提示に

より開始される．クレームとは，工事施工中に発生または露見した契約時と異なる条件に対して請負者が金

銭的・時間的損失を回復するために契約条件・内容の調整を求める権利を主張することを意味する29)．ク

レームの主な事由としては設計変更，追加工事，工程遅延，サイトの引渡の遅れ，予見できない物理的障害

および条件の発生，工事の中断，不可抗力等がある．請負者がクレームが発生することを自覚した場合 (時

点a)，クレーム事項に対する損害回復の意思を書面にてエンジニアに通告する (時点 b)．旧FIDIC第53.1

条では，請負者が追加支払いを請求する場合，「請負者はクレームの原因となるできごとが最初に発生した

時点から28日以内にその意図をエンジニアに通知するものとする」と規定されている．その際，請負者に

は状況記録の提出（第53.1条）を求められ，クレームの正当性を立証する（第53.3条）ことが義務づけら

れている (時点 c）．現実の建設工事においては，クレームのほとんどが発注者（エンジニア）と請負者の間

の交渉によって妥協が成立する場合が多い30)．クレームが認められた場合，一般的には変更 (Variation)(第

52.2条)として処理される．

建設請負契約では請負者は指示されたとおり工事を継続する義務がある（旧FIDIC第8.1/12.1/13.1/51.1

条）．発注者と請負者の間で常に追加的支払いに関して妥協が成立するとは限らない．建設工事で紛争と

なる場合の金額は一般に非常に大きい．妥協が成立しない場合，請負者は仲裁や訴訟に事態の改善を求め
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図5.2 外部オプションを持つ交渉ゲーム

る．問題が起こる度に仲裁や裁判を行っていたのでは建設工事の遂行そのものが危うくなる．旧FIDICに

おいては契約においてエンジニアに中立的プロフェショナルとして紛争解決に関する裁定者の役割を与え

ている (時点d)．エンジニアの決定は暫定的なものであり，この決定に不服な場合でも仲裁という最終的な

方法に訴える訳ではない．その前に再度エンジニアに最終決定を求める (時点 e)．これにより費用や時間の

かかる仲裁や訴訟を避けることができる．それでも妥協が成立しない場合，仲裁裁定が行われることにな

る (時点f)．仲裁裁定は，当該建設工事および両当事者に事前関与のない１人または複数の仲裁人を契約

当事者が選択し裁定を依頼する．依頼を受けた仲裁人（仲裁廷）は契約図書や図面等を詳細に調査し，契

約紛争事項の内容を発生時点まで遡行し結論を導き出す．仲裁による結論は最終決定 (ånal settlement)で

あり法的に拘束力を持つ．なお，契約や法律の解釈を裁判所裁定に委ねる場合もある．

5.3 紛争解決モデル

5.3.1 モデル化の前提

一般に，紛争メカニズムは複雑な交渉過程によって構成されている．本研究では建設契約をめぐる紛争

の中でも，請負者によるクレームの正当性をめぐる紛争が最終決着されるメカニズムに焦点を絞る．具体

的には，「紛争当事者の間に仲裁を経ずして和解が成立するか」，あるいは「交渉が決裂して紛争の最終解
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決である仲裁に至るか」を巡る紛争解決過程をモデル化する．紛争解決過程の実態は極めて多様であるが，

ここでは紛争における本質的な対立関係のみに着目する．その上で，紛争発生から最終決着までに至るゲー

ム論的状況をRubinsteinの交渉ゲーム理論7)を用いて図5.2に示すようにモデル化する．本研究ではエン

ジニアの決定（図5.1における時点 e）以降に行われる交渉過程に着目する．図5.2において分岐ノードは

発注者，または請負者が相手側の提案に対して受諾するか，仲裁に進展するか，あるいは提案を拒否する

かを決定する選択肢を表す．相手の提案を拒否した場合，相手に対して追加費用の額を逆提案する．相手

の提案に対して，自分が回答する（逆提案する）するまでの時間間隔は手番に関わらず一定値úで表され

る．このような相互手番による交渉ゲームは，エンジニアの決定を表す初期ノードãより開始する．その

後，エンジニアの提案に対する請負者の意思決定ノードã0に到着する．請負者が発注者の提案を受諾せず，

仲裁にも進まないことを決定した場合，逆提案を行うことになる（ノードã00）．以下，このような手番は

交互に無限に繰り返される．

本研究で用いる交渉ゲームは伝統的なRubinsteinモデル7)とは異なり，紛争の最終決着の形態として和

解だけでなく，第３者による仲裁という外部オプションが利用可能である．仲裁においては発注者，請負者

の主張のいずれが正しいかに関して最終判定が下される．発注者と請負者は仲裁判定を遵守する義務があ

る．発注者，請負者の双方が同じ外部オプションが利用可能であり共通外部オプション (two-sided outside

options)を用いた交渉ゲームとなっている．また，Manzini等の共通外部オプションモデル15)とは異なり，

オプションの利用において相手の承諾を得る必要はない．なぜなら，契約締結時に，将来発生するであろう

紛争に関し仲裁条項を合意しているからである．紛争の各段階では仲裁の結果は分からず，紛争当事者は

仲裁の結果に関して不確実な予想を形成する．仲裁結果に関する不確実な予想を念頭に置きながら，紛争

当事者は互いに追加支払いに関する交渉を行う．追加支払いに関する合意が成立すれば紛争は和解に到達

しゲームは終了する．和解が成立しない場合は仲裁に至る．本章で提案する紛争解決モデルでは交渉過程

を簡略的に表現するために，以下の仮定を設ける．１）紛争解決における交渉費用，和解費用を無視する．

２）基本モデルにおいては仲裁費用の負担方式として発注者及び請負者の間で分担する米国・日本ルールを

採用する．３）紛争当事者は仲裁判定に誤りが生じる可能性をあてにした「言いがかりクレーム (frivolous

claim)」を行わない．４）発注者と請負者の間で追加工事に関する解釈が異なり，それが紛争の原因となっ

ている．発注者と請負者は追加工事に関するそれぞれの解釈に基づいて追加費用を査定するが，意識的に

虚偽の報告を行うなど戦略的な行動は採用しない．５）紛争当事者の主張を立証する証拠は当事者の間で

共有情報となっている．

5.3.2 クレームと予想の不一致

建設契約に関わる紛争は請負者のクレームの正当性に関して，契約当事者が異なった解釈を持つことに

より生じる．紛争の途中段階においては，仲裁の結果をあらかじめ確定的に知ることはできない．発注者，

請負者は仲裁の結果に関する不確かな予想を抱きながら，紛争解決をめぐって交渉を行う．紛争当事者が

仲裁結果に対して異なった予想を持つ場合，紛争が仲裁にまで発展する可能性がある．いま，請負者が自
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己のクレームの正当性に関する主観的な確信

pa = pa(ça) (5.1)

を持っていると考える．ただし，0 < pa < 1が成立する．また，çaは請負者が保有する立証能力に関する信頼

度であり，立証能力が大きいほどクレームの正当性に関する確信が大きくなる．すなわち，dpa(ça)=dça > 0

が成立する．請負者は仮に紛争が仲裁にまで発展したときに，仲裁により自己の主張が受け入れられる確

率に関して主観的信念Pa

Pa = pa(1Äë1) + (1Ä pa)ë2 (5.2)

を持っている．ここに，ë1は請負者のクレームが正しいにも関わらず仲裁人が誤った結論を導く確率（第１

種の過誤確率）に関する請負者の主観的評価であり，ë2はクレームが間違っているにも関わらず仲裁人が

正しいという結論を導く確率（第２種の過誤確率）である．なお，本節の以下では，仲裁人による過誤の

可能性に関する議論は不必要である．しかし，次章以下の議論において，過誤の問題を取り扱うため，こ

こでは過誤の可能性を含めて主観的信念を定式化している．

同様に，発注者（エンジニア）が有する自己の主張の確証度を次式で表そう．

qp = qp(çp) (5.3)

ただし，0 < qp < 1が成立する．ここに，çpは発注者の立証能力に関する信頼度であり，dqp(çp)=dçp > 0

が成立する．さらに，発注者が仲裁により自己の主張が受け入れられると考える主観的信念を

Qp = qp(1Äê1) + (1Ä qp)ê2 (5.4)

と表そう．ここに，ê1; ê2はそれぞれ発注者の主張が正しいにも関わらず棄却する第１種の過誤確率，発注

者の主張が誤りであるにも関わらず正しいと判断する第２種の過誤確率に関する発注者の主観的評価であ

る．請負者のクレームが仲裁により支持される確率に関する発注者の主観的評価をPp = 1ÄQpと表そう．
Pp ï Paが成立する場合，発注者の方が自己の主張より相手の主張の方がより正しいと信じていることに
なる．発注者が誤った主張をしていることを自覚すれば，発注者は請負者のクレームを受け入れ，両者の

解釈の違いは紛争に発展しないだろう．以下では，発注者と請負者の主観確率の間にPa > Ppが成立する

ことを前提として議論を進める．

5.3.3 交渉モデルの定式化

いま，請負者がクレームを通じて追加工事費用Jaを発注者に請求したとしよう．一方，発注者（エンジ

ニア）は請負者とは独立にクレームを査定した結果，追加工事費用Jpを請負者に回答すると考える．両者

の間で追加工事費用が異なるのは，主として発注者と請負者の間に追加工事に関する解釈の違いにより生

じていると考える．前提条件に述べたように，請負者は「言いがかり」を目的として高めの追加工事費用
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を請求しているのではない．追加工事費用の格差J = Ja Ä Jpの帰属を巡って発注者と請負者の間で紛争
が生じている．発注者と請負者が獲得するペイオフôp; ôaを

クレームが認められた時

(
ôp = ÄJ
ôa = J

クレームが認められなかった時

(
ôp = 0

ôa = 0

と表そう．仲裁は請負者のクレームが正しいか，発注者の主張が正しいかを巡って判断が下される．仲裁

の結果，請負者のクレームが認められた場合，発注者は請負者に追加的支払いJを支払わなければならな

い．逆に，仲裁の結果，クレームが認められない場合，追加的支払いは必要でない．

仲裁における発注者の主観的期待利得E[ôp]は

E[ôp] = (1Ä Pp)Å0Ä PpJ = ÄPpJ (5.5)

と表せる．和解に至らず仲裁による最終解決が図られた場合，期待純利得wp = ÄPpJ ÄCpを獲得する．こ
こに，Cpは発注者が負担する仲裁費用である．仲裁費用には仲裁の直接経費や自己の主張の正当性を主張

するために必要となる経費（弁護士費用等）により構成される．一方，請負者の主観的期待利得E[ôa]は

E[ôa] = Pa ÅJ + (1Ä Pa)Å0 = PaJ (5.6)

と表される．仲裁による最終解決が図られた場合，期待純利得wa = PaJ ÄCaを獲得する．ここに，Caは
請負者が負担する仲裁費用である．和解交渉の段階では双方の期待利得の差額 (Pa ÄPp)Jの帰属を巡って
交渉し，紛争当事者のどちらか一方（もしくは，双方）が仲裁という外部オプションを選択すれば期待純

利得 (wp; wa) = (ÄPpJ ÄCp; PaJ ÄCa)を獲得できる．
ここで，仲裁という共通外部オプションを持つ逐次交渉ゲームの部分ゲーム完全均衡解を求めよう．前

述したように，図5.1に示す交渉過程において紛争が発展し，図5.2に示す初期ノードãまで到達している

と考える．初期ノードにおいて紛争当事者は自己の主張を立証するために証拠を揃えており (çp; çaが確定

しており)，相手の主張の内容を理解し，かつ紛争の争点を理解している．いま，この交渉ゲームにおいて

wp + wa î 0が成立する時，紛争当事者は互いに交渉を通じて和解することにより，少なくとも仲裁によ
り獲得できる期待純利得以上の利得を得ることができる．一方，wp + wa > 0が成立する時，和解により

双方が得られる利得は外部オプションを選択した場合よりも少なくなり，紛争当事者は当然のことながら

外部オプションを選択する．すなわち，和解が成立せず紛争は必ず仲裁に進み，期待純利得 (wp; wa)を獲

得する．したがって，和解が成立する条件は

(Pa Ä Pp)J î Cp + Ca (5.7)

と表せる．式 (5.7)が成立しない場合，これ以外の（例えば，将来のビジネスを考慮して妥協するというよ

うな）外部オプションを考えないとすれば，紛争は必ず仲裁まで持ち込まれる．式 (5.7)より，紛争当事者

の認識の不一致性PaÄPpと紛争の対象となるペイオフJが小さいほど和解が成立する可能性が大きくなる．
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また，仲裁費用が大きい場合は和解が成立する可能性が大きい．なお，期待純利得は発注者，請負者のい

ずれも仲裁の結果を知らない段階における利得であることは言うまでもない．仲裁により，発注者あるい

は請負者のいずれかの主張が認められることとなる．発注者が勝てば紛争当時者は最終的利得 (ÄCp;ÄCa)
を獲得し，請負者が勝てば (ÄJ ÄCp; J ÄCa)を獲得することになる．
いま，式 (5.7)が成立する場合を考えよう．この場合，和解をめざして交渉ゲームが進展する．交渉ゲー

ムにおいて当事者の一方が受諾もしくは仲裁を選択した場合，ゲームは終了する．交渉ゲームは無限に交

渉を続行させる可能性（そのようなルートは現実には選択されない）があるため均衡解を通常のNash均衡

解として定義できない．いま，初期ノードから交渉が進展し，ある交渉ラウンドにおける意思決定ノード

（例えばノードã0）において，発注者もしくは請負者が受諾あるいは仲裁を選択することによりゲームが終

了するようなゲームを部分ゲームと定義する．交渉ゲームは図5.2に示すような無限個の部分ゲームによ

り構成されている．このようなゲームにおいては交渉が無限に繰り返されるようなNash均衡は存在せず，

ある部分ゲームにおいてNash均衡であり，交渉ゲーム全体においてもNash均衡となるような部分ゲーム

完全均衡解が存在することが保証される（付録5.1参照）．

エンジニアが決定を行う初期ノードãに至るまでは，紛争当事者が紛争の論点に対して理解する必要が

あり，相手の提案に対して反応するまでには相当の時間が必要だろう．しかし，交渉ゲームが開始される

ノードã以降では紛争の解決をめざした交渉が主体となる．例えば，旧FIDICでは，意識的に回答を遅ら

せ，交渉力を強めようとする戦略的行為を抑制するため，第67条において回答期限に関して詳細に規定し

ている．いま，回答時間間隔が十分小さいと考え，ú! 0の極限における部分ゲーム完全均衡解を定義し

よう．この均衡解において，各当事者が獲得する利得は

(sp; sa) sp ï wp; sa ï wa の時

(wp;Äwp) sp < wp; sa ï wa の時

(Äwa; wa) sp ï wp; sa < wa の時

9>=>; (5.8)

と表される（付録5.1参照）．ただし，(sp; sa)は

(sp; sa) =

í
raÖ

rp + ra
Ä PaJ;

rpÖ

rp + ra
+ PpJ

ì
(5.9)

と表される．rp; raは発注者，請負者の割引率であり，交渉力の強さを表す．Ö = (Pa ÄPp)Jであり，仲裁
に進まず和解することにより紛争当事者が獲得できる利得である．以上の結果より，式 (5.7)が成立する場

合，紛争当事者により仲裁が選択されるような均衡解は存在しないことが理解できる．仲裁という外部オ

プションの存在は和解が成立する範囲を決定する．さらに，仲裁の結果に対する予想の不一致が交渉の対

象となる利得Öを規定し，結果として和解の結果に影響を及ぼす．

5.3.4 費用配分ルールと紛争解決

以上では，双方の当事者が仲裁費用を分担する米国・日本ルールを採用してきた．一方，英国ルールを採用

する時，請負者は仲裁に勝利した場合，仲裁費用を支払う必要はないが，破れた場合には自分と発注者の仲裁

費用を支払う必要がある．したがって，仲裁に進む際の請負者の期待純利得はPaJÄ(1ÄPa)(Cp+Ca)となる．
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一方，発注者の期待純利得はÄPpJÄPp(Cp+Ca)である．紛争当事者のどちらか一方（もしくは，双方）が仲
裁という外部オプションを選択すれば期待純利得 (wép; w

é
a) = fÄPpJÄPp(Cp+Ca); PaJÄ(1ÄPa)(Cp+Ca)g

を獲得できる．wép + w
é
a > 0の時，紛争当事者は仲裁という外部オプションを選択する．w

é
p + w

é
a î 0が

成立する場合，交渉ゲームが進展する．英国ルールを用いた交渉ゲームの部分ゲーム完全均衡解は

(sép; s
é
a) sép ï wép; séa ï wéa の時

(wép;Äwép) sép < w
é
p; s

é
a ï wéa の時

(Äwéa; wéa) sép ï wép; séa < wéa の時

9>=>; (5.10)

と表される（付録5.1参照）．ただし，(sép; s
é
a)はÄ

sép; s
é
a

Å
=

í
raÖ

rp + ra
Ä PaJ;

rpÖ

rp + ra
+ PpJ

ì
(5.11)

と表される．英国ルールを用いて和解が成立した時に獲得できる利得は米国・日本ルールを用いた場合と

同じになる．英国ルールの下で和解が成立する条件は

(Pa Ä Pp)(J + Cp + Ca) î Cp + Ca (5.12)

で表せる．上式と米国・日本ルールの場合における和解の必要条件 (5.7) を比較しよう．明らかに，(Pa Ä
Pp)J < (Pa ÄPp)(J +Cp +Ca)が成立することより，和解が成立する可能性は米国・日本ルールの方が大
きい．なお，民事訴訟に関する法経済学の分野では，英国ルールの方が言いがかり訴訟の件数を削減でき

ることを指摘する文献が見られる21)．本研究ではすでに建設契約紛争が生じたことを前提として，紛争の

効率的な解決方法を考察することに主眼が置かれている．仲裁費用の負担ルールが請負者によるクレーム

行動に及ぼす影響に関しては今後の課題としたい．

5.4 第３者裁定と紛争解決

5.4.1 第３者裁定の役割

旧FIDICによる建設工事請負契約では，エンジニアは２つの役割を同時に果たしている．１つは発注者に

代わって施工法，工程，品質，コストの管理・モニターを行う代理人としての役割，いま１つは中立的な立場

から出来高，設計変更や工期延長による追加コスト，クレームなどを査定する準裁定人（quasi-adjudicator）

としての役割である．エンジニアは紛争を解決する権力を有していないものの，独立した中立のプロフェ

ショナルとして判断・決定することにより，契約当事者の間での紛争解決を効率化することが期待されて

いる．しかし，現実には紛争が発展した場合，エンジニアによる裁定が機能せず，紛争が仲裁や司法解決

を必要とした事例も少なくない．エンジニア制度の問題はエンジニアの役割の２面性にある31)．FIDICに

おいてはエンジニアは発注者に雇われている．発注者の代理人としてのエンジニアは，建設工事コストを

最小限に抑える義務を負っている．このため，紛争の裁定過程において中立性を保つことは困難であろう．

仮に，エンジニアが中立的な立場から判断・決定したとしても，請負者がエンジニアの中立性を判断する

ことは難しい．
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エンジニアの２面性に付随して生じる問題点を克服するために，新FIDICではDAB(Dispute Adjudication

Board)を設置することを規定している．新FIDICではエンジニアはあくまでも発注者の代理人としての役

割を果たす．エンジニアとは別に建設工事の最初の段階より，発注者と請負者の双方が契約履行開始と同

時にDABを設定する．DABのメンバーは当該建設工事に関する専門知識と豊富な経験を有する人材から

選定する．DABは工事の開始と同時に契約図書を精読し発生問題を初期段階で把握し，紛争が発生した場

合には中立的な裁定者として紛争解決のための決定を行う．DABを雇用するための費用は発注者と請負者

の双方が折半する．紛争当事者はDABの決定に従うか，それでも不満な場合には仲裁人による最終解決が

図られる．発注者，請負者のいずれかが仲裁人による判断を求めない限り，DABの判断が最終決定 (ånal

settlement)となる．DABのメンバーは仲裁には参加できず，仲裁人による判断・決定はDABの決定とは

独立に行われる．しかし，DABには仲裁人と同様の資格・知識を持つプロフェショナルが任命されるため，

DABによる判断の内容は仲裁人による最終判断と高い相関を持っている可能性が極めて大きい．紛争当事

者がDABによる判断に不満があり，なおかつ仲裁による最終的な判断までに自己の主張を立証しうる証拠

を提出できる可能性を確信する場合，紛争は最終段階である仲裁に進むことになる．

一方，アメリカ合衆国では，発注者と請負者の双方が契約履行開始と同時にDRB(Dispute Review Board)

を設定する場合が多い．DABの場合と同様に，DRBは契約時点から工事の進捗状況を観測し，紛争が生じ

た場合には中立的な裁定者として紛争解決に関して勧告を行う．DABの決定は（仲裁に発展しない限り）最

終決定として拘束力を持つが，DRBの判断は勧告 (recommendation)であり，拘束力を持たない．しかし，

DRB，DABのいずれの方式も，紛争の効率的な解決方法として期待されている．以下では，DRB/DAB

の判定が最終決定か，勧告であるかの違いが，紛争解決の効率性に及ぼす影響について考察する．

5.4.2 DRBモデル

DRBによる勧告は，中立的第３者機関による紛争に対する判断結果を表している．DABと異なり，DRB

による勧告には，紛争当事者にその判断結果を遵守させる拘束力はない．むしろ，DRBを設置する目的は，

紛争の内容を熟知する第３者の中立的な判断結果を通知することにより，紛争当事者が有する主観的な信

念Pp，Paを変化させ，紛争当事者達が和解に到達する可能性を増加させることにある．DRBの勧告に基

づいて紛争当事者が自己の主張の正当性に関する信念を更新するメカニズムをベイズ学習モデルを用いて

モデル化しよう．いま，DRBによる勧告が通達される前の発注者，請負者の信念が式 (5.2),(5.4)で表され

ることに着目しよう．DRBの勧告に基づいて，請負者が提示しているクレームが仲裁により受け入れられ

る確率に関する主観的信念Paがベイズ更新されると考える．
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a) DRBがクレームを棄却した場合

まず，DRBが請負者のクレームを拒否する判定をした場合を考える．このとき，DRBがクレームを棄

却したという条件の下で，請負者のクレームが正しい条件付き確率~paはベイズの定理より

~pa =
paë1

paë1 + (1Ä pa)(1Äë2)
(5.13)

と表すことができる．DRBと仲裁が過誤を起こす確率が同じであると仮定すれば，DRBが請負者のクレー

ムを棄却した場合に仲裁においてもクレームが受け入れられる条件付き確率P̂aは

P̂a = ~pa(1Äë1) + (1Ä ~pa)ë2

=
paë1(1Äë1) + (1Ä pa)ë2(1Äë2)

paë1 + (1Ä pa)(1Äë2)
(5.14)

と表すことができる．一方，DRBがクレームを棄却した（発注者の主張を支持した）場合，発注者の主張

が正しい条件付き確率~qpはベイズ定理より

~qp =
qp(1Äê1)

qp(1Äê1) + (1Ä qp)ê2
(5.15)

となる．したがって，DRBが請負者のクレームを棄却した条件下で，仲裁においても請負者のクレームが

棄却される条件付き確率は次式のようになる．

Q̂p = ~qp(1Äê1) + (1Ä ~qp)ê2

=
qp(1Äê1)2 + (1Ä qp)ê22
qp(1Äê1) + (1Ä qp)ê2

(5.16)

b) DRBがクレームを支持した場合

同様に，DRBが請負者のクレームを支持した場合，仲裁において請負者，発注者が自分の主張が受け入

れられると考える主観的信念を求めることができる．請負者が自分の主張が正しいと信じる主観的信念は

P̂a =
pa(1Äë1)2 + (1Ä pa)ë22
pa(1Äë1) + (1Ä pa)ë2

(5.17)

に更新される．発注者が請負者のクレームが仲裁においても支持される（自分の主張が棄却される）と考

える確率は次式で表される．

Q̂p =
qpê1(1Äê2) + (1Ä qp)ê2(1Äê1)

qpê1 + (1Ä qp)(1Äê2)
(5.18)

c) DRB勧告の効果

DRB制度における交渉ゲームの外部オプションは (wp; wa) = fÄP̂pJ ÄCp; P̂aJ ÄCagと表される．5.3
と同様の議論により米国・日本ルール，英国ルールを採用した場合，和解の必要条件はそれぞれ

(P̂a Ä P̂p)J î Cp + Ca (5.19a)

(P̂a Ä P̂p)(J + Cp + Ca) î Cp + Ca (5.19b)
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と表される．いずれの場合においても，DRBの導入により和解が成立する可能性が増加するか否かは，発

注者と請負者の間における信念の不一致の程度の変化に依存する．ここで，基本モデルにおける予想の

不一致Pa Ä PpとDRBが勧告をした場合の予想の不一致P̂a Ä P̂pの格差Å = (Pa Ä Pp) Ä (P̂a Ä P̂p) =
(Pa Ä P̂a)Ä (Pp Ä P̂p)を定義する．なお，P̂p = 1Ä Q̂pである．
いま，発注者，請負者の双方が第１種過誤，第２種過誤が生じる確率が互いに等しいと考え，さらに両

当事者の評価結果が等しい場合を考えよう．すなわち，ë1 = ë2 = ê1 = ê2 = ëが成立すると仮定する．こ

の時，DRBがクレームを棄却した場合は

Å = Åa ÄÅp (5.20a)

Åa = Pa Ä P̂a

=
pa(1Ä pa)(1Ä 2ë)2
paë+ (1Ä pa)(1Äë)

(5.20b)

Åp = Pp Ä P̂p

=
qp(1Ä qp)(1Ä 2ë)2
qp(1Äë) + (1Ä qp)ë

(5.20c)

が成立する．DRBにより和解が成立する可能性が拡大するためには，式 (5.7),(5.12)の左辺がより小さい

値をとる必要がある．すなわち，DRBの勧告により両主体の間における信念の不一致の程度が減少しなけ

ればならない．ここで，請負者のクレームが紛争に発展するためにはPa > Ppが成立しなければならない

ことに着目しよう．発注者，請負者がDRB勧告，仲裁裁定の結果を信頼するためには，少なくともDRB

が正しい勧告を行う確率が誤った勧告をする確率より大きくなければならない．すなわち，ë< 0:5が成立

する必要がある．これらの条件が満足される場合，

ë<
qp(1Ä pa)

(1Ä pa)qp + pa(1Ä qp)
(5.21)

が成立するときÅ > 0が成立し（付録5.2参照），DRBの勧告により信念の不一致の程度が減少すること

が保証される．逆に，DRBがクレームを支持した場合，式 (5.20a)において

Åa =
Äpa(1Ä pa)(1Ä 2ë)2
pa(1Äë) + (1Ä pa)ë

(5.22a)

Åp =
Äqp(1Ä qp)(1Ä 2ë)2
qpë+ (1Ä qp)(1Äë)

(5.22b)

が成立する．式 (5.21)と同様の議論により，

ë<
pa(1Ä qp)

(1Ä qp)pa + qp(1Ä pa)
(5.23)

が成立するときÅ > 0が成立する．ここで，クレームが棄却された場合にÅ > 0が成立する条件式 (5.21)は

ë<
1

1 + pa
1Äpa Å

1Äqp
qp

(5.24)

と変形できることに着目しよう．上式においてpaが増加，qpが減少するにつれて右辺の値は小さくなる．

つまり，DRBの判断との乖離が大きいほど，和解の可能性を確保するためには過誤の確率がより小さくな
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ければならない．さらに，式 (5.21),(5.23)より，過誤確率ëが減少するほど和解の可能性が増加することが

保証される（付録5.2参照）．以上の結果を命題5.1としてとりまとめる．

命題5.1 Pa > Pp，2ë< 1を仮定する．DRBの過誤確率が十分小さく式 (5.21),(5.23)を満たすとき，

DRBの勧告により和解の可能性は増加する．また，過誤確率が減少するほど和解の可能性は増加する．

命題5.1はDRBがクレームを支持しようと棄却しようと，DRBの勧告の導入により過誤確率がある臨界

的な値より小さければ，和解する可能性が増加する．DRB設定の費用を考慮に入れない限り，DRBの導

入により紛争解決の効率化が達成できると結論づけることができる．このことは，仲裁費用の負担に関す

る米国・日本ルール，英国ルールのいずれの方式を用いても成り立つ．なお，以上の命題は双方の紛争当

事者がDRB・仲裁裁定の信頼性に対して過去の経験実績を通じて十分な信念を持っている場合を想定して

いる．紛争当事者が勧告結果の信頼性に対して異質な信念を持っている場合，DRBの導入が和解の可能性

を増加させるかどうかに関しては定性的な結論を導けない．紛争当事者がDRB勧告の信頼性に対して十分

な信念を形成するためには，DRB勧告の精度を増加させるとともに過去の勧告実績に関する情報公開を促

進する努力が必要である．

5.4.3 DABモデル

DABの決定は最終決定であり，紛争当事者の一方が仲裁に発展することを要求しない場合，DABの決定

が法的拘束力を持つ．紛争の一方の当事者がDABの決定が誤りであるという信念を強く持ち，DABの決

定に不服を持つ場合には仲裁に発展する．DABの決定が法的拘束力を持つため，DABの決定がなされた

後に紛争当事者の間で和解交渉が行われる確率は極めて小さく，ここでは交渉は行われないと考える．さ

らに，建設契約の当初からDABを設立しており，その費用は紛争当事者で折半することがすでに決定して

いる．したがって，交渉費用を削減するために，請負者のクレームは直ちにDABに持ち込まれる．その結

果，DABの導入により，紛争当事者による交渉の必要性は著しく減少することが期待される．DABによ

る紛争解決のメカニズムは交渉ゲームとして表現されず，自己の主張がDABに支持されなかった当事者が

仲裁に進むか否かを決定するモデルとして定式化される．

まず，DABが請負者のクレームを棄却した場合を考えよう．この場合，発注者はDABの決定を最終決

定として受け入れる．一方，請負者がDABの決定を受け入れ追加支払いを諦めるか，DABの決定を拒絶

し仲裁に進むかどうかを選択する．発注者がベイズ学習により信念を式 (5.14)のように変更したとしよう．

請負者が仲裁を求めずDABの決定を受け入れるための条件は米国・日本ルール，英国ルールそれぞれに対

して

P̂aJ î Ca (5.25)

P̂a(J + Cp + Ca) î Ca (5.26)
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と表される．つぎに，DABが請負者のクレームを支持する判定をした場合を考える．請負者はDABの決

定を最終決定として受け入れる．発注者はDABの決定を受け入れ追加費用ÄJを請負者に支払うか，DAB
の決定を拒絶し仲裁に進むかどうかという選択肢が存在する．この時，発注者が仲裁に進まない条件は

(1Ä P̂p)J î Cp (5.27)

(1Ä P̂p)(J + Cp + Ca) î Cp (5.28)

と表される．DRBにおいて和解が成立する条件を比較すれば，以下の命題が成立する（付録5.2参照）．

命題5.2 DRBよりもDABの方が紛争が仲裁に発展する可能性が大きい．

DABの決定は拘束力を持つため，DABの決定に不服を持つ当事者は紛争を仲裁に持ち込む以外に自己の

主張の正当性を主張する機会がない．一方，DRBの勧告は最終決定ではないため，紛争当事者が和解す

る可能性が残されている．その結果，命題5.2に示すようにDRBの場合よりDABの方が紛争が仲裁に発

展する可能性が増加する．このことは，仲裁費用の負担に関する米国・日本ルール，英国ルールのいずれ

の方式を用いても成り立つ．命題5.2に示すように，交渉費用を考えない場合にはDRBの方がDABより

も効率的である．DRBでは和解を巡って紛争当事者間で交渉が行われる．しかし，DAB裁定は最終決定

であり，裁定後において当事者間で交渉を行う必要はない．和解の結果が紛争当事者の交渉力に依存する

DRBより，中立的な第３者が裁定を行うDABの方が好まれる場合もあろう．次節では交渉費用を考慮に

入れDRBとDABの効率性を比較する．

なお，DABの導入により，紛争が仲裁に発展する可能性が旧FIDICより減少するか否かに関して一般的

な結論を見出せない．いま，仲裁費用が紛争当事者の間で等しく (Ca = Cp = C)，第１種・第２種過誤確

率に対する両者の主観的信念がともに一定値ëをとると仮定しよう．この時，クレームが棄却された場合，

DABの導入により仲裁に発展する可能性が減少するためには

Pa Ä Pp ï 2P̂a (5.29)

が成立しなければならない．また，クレームが支持された場合には次式が成立する必要がある（付録２

参照）．

Pa Ä Pp ï 2(1Ä P̂p) (5.30)

DABが有効に機能するためにはDAB裁定後における信念P̂a; 1Ä P̂pが十分に小さくなる必要がある．その
ためにはDAB裁定の信頼性が高くなければならない．DAB裁定の信頼性が低い場合，紛争が仲裁にまで

発展する可能性は著しく増大する危険性がある．
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5.4.4 交渉費用と紛争解決の効率性

以上では，交渉費用が無視できることを前提としてDRBとDABの効率性を比較した．しかし，交渉費

用が無視できない場合，DRBの方が必ずしも効率的な紛争解決方法である保証はない．本節では，交渉費

用を加えた総紛争費用に着目して両者の効率性を比較しよう．いま，交渉費用をfと表そう．交渉費用の方

が仲裁費用より少なくf < Cp + Caが成立すると考える．交渉費用には交渉に必要となる直接的経費や工

事の遅れが生じる費用が含まれる．建設契約紛争は当事者間における利得の移転を巡る紛争であり，交渉

費用を無視すれば和解が成立する限り紛争当事者の総利得はゼロである．仲裁に発展した場合，紛争当事

者は総計Cp + Caの追加的費用を支払うことになる．

まず，DRBの場合を考えよう．米国・日本ルールの下で，紛争当事者が負担する総紛争費用TCRは

TCR =

8<: f J î Cp+Ca
P̂aÄP̂p

の場合

f + Cp + Ca J > Cp+Ca
P̂aÄP̂p

の場合
(5.31)

と表される．つぎに，DABの場合をとりあげよう．DABがクレームをが棄却した場合，総紛争費用TCA

は

TCA =

(
0 J î Ca

P̂a
の場合

Cp + Ca J > Ca
P̂a
の場合

(5.32)

となる．クレームを支持した場合，総紛争費用TCAは

TCA =

8<: 0 J î Cp
1ÄP̂p

の場合

Cp + Ca J > Cp
1ÄP̂p

の場合
(5.33)

と表せる．ここで，紛争当事者の立証証拠çp; çaを一定とし，追加費用Jのみを変化させDRBとDABの効

率性を比較しよう．以上の結果と命題5.2の議論より，クレームが棄却された場合

TCR ï TCA J ï Cp+Ca
P̂aÄP̂p

の場合

TCR < TCA
Cp+Ca
P̂aÄP̂p

> J > Ca
P̂a
の場合

TCR ï TCA Ca
P̂a
ï Jの場合

9>>=>>; (5.34)

が成立する．一方，クレームが支持された場合には

TCR ï TCA J ï Cp+Ca
P̂aÄP̂p

の場合

TCR < TCA
Cp+Ca
P̂aÄP̂p

> J > Cp
1ÄP̂p

の場合

TCR ï TCA Cp
1ÄP̂p

ï Jの場合

9>>=>>; (5.35)

が成立する．英国ルールを用いた場合も同様の議論が成立する．以上の結果より，交渉費用が無視できな

い場合には，DRBとDABの効率性の優劣は紛争内容により異なり，効率性に関する優劣を一意的に結論

づけることはできない．紛争が仲裁に発展することが明らかな場合，あるいは，発展しないことが明らか

な場合にはDABの方が効率的である．しかし，DRBにより和解が成立する可能性が存在するような領域

ではDRBにより総紛争費用を削減できる．現実の建設契約においてDRB，DABのいずれが選択されるか

は，それぞれの主体の交渉力や建設工事の特性に応じて決定される．しかし，総紛争費用が一定でも，交渉
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力が強い主体ほど交渉の結果獲得できる利得は多くなり，よりDRBを選好するようになるだろう．また，

DRBの場合には交渉により和解金を獲得しようとする「言いがかりクレーム」が増加する可能性がある．

DABの場合でも，DABの設定費用は契約の段階ですでに決定されており，クレーム費用が無視できるほ

ど小さい場合には数多くのクレームが発生する可能性がある．その結果，DAB費用の高騰化を招く可能性

も否定できない．「言いがかりクレーム」に対処するためには，クレーム費用の負担ルールに関する議論が

必要であり，今後に残された大きな研究課題である．

5.5 GCWと紛争解決

5.5.1 GCWモデル

旧GCWではクレーム条項を設けておらず，設計変更が生じた場合には「甲乙協議して決める」と定め

られている（GCW第18, 19条等）．新GCWでは請負者によるクレームが認められたが，FIDICに規定さ

れているようなエンジニア，DABによる裁定手続きは存在しない．発注者の決定に請負者が不服を持つ場

合には紛争が生じ，建設工事紛争審査会において仲裁が行われる（新GCW第52, 53条）．現実の国内工

事では，設計変更において発注者が指導的役割を演じる場合が多い．発注者は請負者のクレームの妥当性

を審査する立場にあり，発注者と請負者が対等な立場で交渉を行い和解が成立するという形態をとらない．

GCWモデルにおいては，発注者は常に自己の主張の正当性を確信しており，理念的には発注者と請負者

の協議による和解はありえない．すなわち，発注者と請負者の信念は

Pp = 0 (5.36a)

Pa = pa(1Äë1) + (1Ä pa)ë2 (5.36b)

と表される．発注者は請負者との交渉に応じず，常に sp = 0を主張する．また，発注者が紛争を仲裁に持

ち込むことはない．しかし，請負者が紛争を仲裁に持ち込む場合，発注者は仲裁の結果に従う義務を持つ．

GCWモデルにおいても，請負者の期待利得はPaJで表される．請負者が仲裁に進まない場合に得られる

利得は0である．仲裁に進んだ場合に獲得できる期待純利得はPaJ ÄCaと表される．ここに，Caは仲裁に
要する費用である．請負者が仲裁に進まないための必要条件は，

PaJ î Ca (5.37)

と表される．すなわち，請負者が紛争を仲裁に持ち込むのは，仲裁により請負者が正の期待純利得を獲得で

きる可能性がある場合に限られる．式 (5.37)と旧FIDICにおける和解のための必要条件 (5.7)と比較しよう．

GCWとFIDICでは紛争が生じる契約環境が異なるので，両者における紛争解決の方法の効率性を単純に

比較することは危険である．しかし，仮に，紛争におけるパラメータ値が同一であるという設定の下では，

GCW方式の方が紛争が仲裁に持ち込まれる可能性は高い（付録5.2参照）．ここに，つぎの命題が成立する．

命題5.3 パラメータ値Pa; J; Ca; Cpが同じである限り，GCWの方が旧FIDICよりも紛争が仲裁に発展す
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る可能性が大きい．

命題5.3はパラメータ値が同一である限りにおいて，GCWの方が紛争が仲裁に発展する可能性が高いこと

を指摘しており，個々の紛争においてGCWの方が紛争が仲裁に発展しやすいと主張している訳ではない．

現実には，日本国内における建設請負契約において紛争が建設工事紛争審査会に持ち込まれる事例は極め

て少ない．そもそも，発注者側に建設契約で生じた変更内容を客観的に調査し，追加費用を適正に査定す

る能力が備わっていれば，紛争が発生した時点において紛争当事者の状況認識の間に大きな差異が存在し

ない．認識の格差PaJ ÄPpJがそれほど大きくなければ紛争が長期化し仲裁に至る可能性は少ないだろう．
また，国内建設市場においては発注者と請負者の間で建設契約が繰り返し締結されている．請負者が発注者

との長期的な関係を考慮すれば，紛争を継続することは望ましい経営戦略であるとは言えない．言い換え

れば，紛争が仲裁にまで発展した場合に生じる仲裁費用Caの中に，長期的な契約関係が損なわれることに

より生じる機会費用が含まれる．機会費用が極めて大きければ，紛争が仲裁に発展することはないだろう．

しかし，他のことを一定にすれば，GCW方式は紛争を効率的に解決する方法ではないことに留意すべ

きだろう．特に，発注者側に追加費用を適切に査定する能力がない場合は紛争が仲裁に発展し，仲裁費用

等の紛争解決費用が増加するという懸念が生じる．あるいは，紛争解決費用が請負金額に転嫁され，工事

費用が割高になる可能性がある．発注者との長期的関係を重要視しない外国企業との間に建設請負契約が

締結された場合，紛争が仲裁にまで発展する可能性が大きい．

5.5.2 GCW方式の課題

GCWにおいて紛争が仲裁に発展しない条件は式 (5.37)で表される．一方，DABの場合，仲裁に発展し

ない条件は式 (5.25)で表される．DABの場合，発注者が紛争を仲裁に持ち込む可能性があるが，GCWで

はその可能性はない．DABの場合には中立的な第３者がクレームの正当性について判断を行うが，GCW

では発注者自身がクレームの正当性を判定する．これらの点を別にすれば，新GCWと新FIDICで規定す

るDABによる紛争解決方式は同一の構造を有している．DABの場合，契約当事者は契約の初期の時点か

ら第３者機関であるDABを設立するための費用を必要とするが，GCWでは発注者自身が裁定を行うため

追加的な費用を必要としない．この意味で，パラメータ値が同じである限りGCWの方がDABよりも効率

的である．しかし，GCWによる紛争解決方式が効率的であるためには，まず発注者にクレームの正当性

を判断する高い能力が備わっていることが条件となる．さらに，発注者と請負者の間に信義則が確立され

ており，請負者が発注者の判断の中立性を信頼している必要がある．以上の条件が満たされる限り，GCW

の方がDABよりも効率的である．

今後，建設市場開放によって生じる国内発注者と外国請負企業の間の紛争を効率的に解決できるかは，発

注者と外国企業の間に国内企業の場合と同様な信頼関係が築けるかどうかに依存する．紛争解決の効率性

を確保するためには，クレーム裁定過程に関する徹底的な情報公開が必要となろう．裁定能力が不十分な

発注者が請負工事を発注する場合，DABのような第３者機関によるクレーム裁定を導入する必要がある．
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また，前述したように「言いがかりクレーム」を抑制するためにクレーム費用の分担ルールを検討する必

要がある．

5.6 結言

本研究では旧FIDICにおける紛争解決過程を仲裁という外部オプションを持つ交渉ゲームとしてモデル

化し，紛争処理のメカニズムについて分析した．さらに，中立的なDRB/DABによる裁定が紛争解決過程に

及ぼす影響を分析した．その結果，１）DRB/DABによる勧告/裁定結果の信頼性が高い場合，DRB/DAB

による勧告/裁定により紛争解決が効率化できることが判明した．しかし，信頼性が低い場合，DRB/DAB

の導入により，紛争がエスカレートする可能性を否定できない．また，２）DRBよりDABの方が紛争が

仲裁に発展する可能性が高い．３）新GCWによる紛争解決方式は旧FIDICよりも効率的ではなく，建設

市場の開放により紛争が仲裁に発展する可能性が大きい．第３者による信頼性の高い裁定を導入するなど，

紛争解決の効率化を図ることが必要である．もちろん，以上の結論は，本論文で提案したモデルの前提条

件が成立する場合に得られる結論であることは言うまでもない．

なお，本研究では紛争過程を極端に簡略化して分析したものである．現実の建設契約紛争の複雑性を考

慮すれば，本研究で提案したモデルに関して以下の拡張を試みることが必要である．第１に，国際建設工

事における現実の建設契約紛争においては，和解による追加支払いの獲得や仲裁における誤判断の可能性

を目的とした「言いがかりクレーム」の存在を否定できない．すでに発生した紛争解決の効率性という視

点に立てば，英国式費用負担ルールは米国・日本式費用負担ルールよりも劣る．しかし，英国式費用負担

ルールを採用することにより，訴訟（クレーム）数自体を減らすことが可能であることも指摘されている．

言いがかりクレームに対処するためには，仲裁費用負担ルールに関する詳細な検討が必要となる．第２に，

本研究では請負者によるクレームの是非が，仲裁において二者択一的に判定される場合を想定していた．

クレームの種類によっては発注者，請負者の双方が折半すべきものも存在しよう．第３に，本研究ではク

レームの正当性に関する是非に関する紛争に焦点をおいた．現実の建設契約紛争では契約変更の内容に関

して交渉が行われる場合もある．契約変更に関わる交渉のモデル化も今後に残された課題となっている．

付録5.1 部分ゲーム完全均衡

逐次手番型の交渉ゲームの詳細は参考文献8);32)に譲り，ここでは基本的な考え方を説明しておく．発

注者と請負者が交渉により一定金額Ö = (Pa Ä Pp)Jの配分を巡り交渉する．ただし，現状点 (status-quo
point)における当事者の利得は (dp; da) = (ÄPaJ; PpJ)である．ここで記述の便宜を図るために，現状点
を (d0p; d

0
a) = (0; 0)と基準化する．仲裁の外部オプションも (wp

0; w0a) = (ÖÄCp;ÖÄCa)と基準化しよう．
交渉により実現可能な分配の集合をX = f(xp; xa) 2 R2+jxp + xa = Ögとする．xp; xaは発注者，請負者
が獲得する分配である．図5.2に示すように１）ラウンド１で発注者が分配xp 2 Xを提案する．つぎに，
請負者が提案xpを受け入れるかどうかを決定する．受け入れればゲームは終了する．あるいは拒否して次

のラウンドに進むか，仲裁に進むかを決定する．仲裁に進めばゲームは終了する．２）ラウンド２では請
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負者が分配xa 2 Xを提案する．発注者はラウンド１と同様に受諾，拒否，仲裁の選択肢からいずれかを選
ぶ．ラウンドの間の時間をúとする．交渉ゲームにおいて発注者，請負者はゲームの結果 (xp; xa)に対して

効用関数

ui(x; n) = é
nÄ1
i xi (i = p; a)

を持つ．éi = exp(Äriú)はプレイヤー i(i = p; a)が持つ割引因子，nはラウンド回数 (n = 1; 2;ÅÅÅ)である．
逐次手番型の交渉ゲームは，ゲームの木が無限に拡がっているので後向き帰納法によって部分ゲーム完全均

衡点を定義できない．Muthoo8)は１）プレイヤーが均衡戦略であるoãerを提案したとき，その提案は必ず相

手に受諾される，２）均衡において，プレイヤーは必ずどの手番においても同じoãerを提案する性質を持つ

解を部分ゲーム完全均衡解と定義した．このような部分ゲーム完全均衡解は以下のように定義できる．いま，

発注者，請負者の均衡におけるoãerをxpÉ，xaÉと表そう．発注者が請負者に対してoãerを行った任意の手

番を考えよう．仮に，請負者は発注者からの任意のoãerを拒否しxÉaを提案したとしよう．性質１）より発注

者は請負者のoãerを受け入れる．よって，請負者が獲得できる利得はéaxÉaである．éaは発注者の受諾が請負

者の回答よりúだけ遅れることに対する割引率である．したがって，発注者のoãerがあった時点で発注者の

oãerがxa = ÖÄxp ï maxféaxaÉ; wa0gであればoãerを受け入れる．一方，ÖÄxp < maxféaxaÉ; wa0gで
あれば拒否する．性質１）よりÖÄxÉp ï maxféaxaÉ; wa0gが成立する．しかし，ÖÄxÉp > maxféaxaÉ; wa0g
が成立することはない．もし，そうであれば発注者はÖÄxÉp > ÖÄx0p > maxféaxaÉ; wa0gが成立するよう
なx0pを提案することにより利得を増やすことができる．したがって，均衡ではÖÄxpÉ= maxféaxaÉ; wa0g
が成立する．発注者に関しても同様の行動を考えることができる．したがって，部分ゲーム完全均衡解は

ÖÄ xpÉ= maxféaxaÉ; wa0g

ÖÄ xaÉ= maxfépxpÉ; wp0g

を満足するxÉp; x
É
aとして定義できる．部分ゲーム完全均衡解は，以上の２つの条件を満足するような均衡

解xÉp; x
É
aを場合分けに留意し求めればいい．その結果，外部オプションを含む逐次手番型の交渉ゲームに

おける部分ゲーム完全均衡解は次のような戦略として表現できる．１）エンジニアはxÉpを提案し，請負者

はxÉaを提案する．２）エンジニアは請負者のoãerがxa î xÉaのとき受諾し，請負者の提案がxa > xÉaのと
きépxpÉならば外部オプションを選択する．請負者はエンジニアのoãerがxp î xÉpのとき受諾し，請負者の
提案がxp > xÉpのときéaxa

Éならば外部オプションを選択する．ここに，

xp
É=

8>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>:

wp0 î épñpÖ;
ñpÖ

and wa0 î éañaÖ
wp0 î ép(ÖÄwa0);

ÖÄwa0
and wa0 > éañaÖ

wp0 > épñpÖ;
éawp0+(1Äéa)Ö

and wa0îéa(ÖÄwp0)
wp0 > ép(ÖÄwa0);

ÖÄwa0
and wa0 > éa(ÖÄwp0)
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xa
É=

8>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>:

wa0 î éañaÖ;
ñaÖ

and wp0 î épñpÖ
wa0 î éa(ÖÄwp0);

ÖÄwp0
and wp0 > épñpÖ

wa0 > éañaÖ;
épwa0+(1Äép)Ö

and wp0îép(ÖÄ wa0)
wa0 > éa(ÖÄwp0);

ÖÄwp0
and wp0 > ép(ÖÄwa0)

ただし，ñp = (1Äéa)=(1Äépéa); ña = (1Äép)=(1Äépéa)である．このような部分ゲーム完全均衡解の
存在性と一意性に関しては，Rubinsteinモデル7)における部分ゲーム完全均衡解の存在性と一意性の証明

方法をそのまま利用できるため証明は省略する．回答時間間隔úが十分に小さいとし，ú! 0の極限を考え

よう．

lim
ú!0

ñp = lim
ú!0

1Ä exp(Äraú)
1Ä exp[(Ärp Ä ra)ú]

=
raú

(rp + ra)ú
=

ra
rp + ra

= öp

が成立する．同様に，ñaの極限を考えることによりöaを得る．したがって，発注者が得る分配は

xp
ÉÉ=

8><>:
öpÖ wp0 î öpÖ; wa0 î öaÖ
ÖÄwa0 wp0 î öpÖ; wa0 > öaÖ
wp0 wp0 > öpÖ; wa0 î öaÖ

に収束する．ただし，öp = ra=(rp + ra); öa = rp=(rp + ra)である．請負者が得る分配はÖÄ xpÉに収束す
る．現状点を元に戻せば和解交渉によって各当事者が獲得する利得は sp = xpÉÉÄPaJ; sa = xaÉÉ+PpJと
なり式 (5.8)を得る．式 (5.10)も同様にして導ける．

付録5.2 命題等の証明

過誤確率ëと和解の可能性の関係 DRBがクレームを棄却した場合を考える．あるë1に対して和解が成立

する (pa; qp)の集合の補集合

ä(ë1) =

ö
(pa; qp)

ååååë1 ï qp(1Ä pa)
(1Ä pa)qp + pa(1Ä qp)

õ
を考える．任意のë(< ë1)に対してä(ë) í ä(ë1)が成立することは自明．クレームが支持された場合も同
様である．

命題5.1の証明 Pa > Ppが成立すれば，(1Ä paÄ qp)(1Ä 2ë) < 0が保証される．よって，2ë< 1のとき，
pa > 1Ä qpが成立．クレームが棄却された場合

Å = (1Ä 2ë)2
ö

pa(1Ä pa)
paëÄ (1Ä pa)(1Äë)

Ä qp(1Ä qp)
qp(1Äë) + (1Ä qp)ë

õ
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が成立．ëが区間 (0; 0:5)において (1Ä 2ë)2 > 0．仮定pa 6= 0; pa 6= 1; qp 6= 0; qp 6= 1より, 括弧内は

ë<
qp(1Ä pa)

(1Ä pa)qp + pa(1Ä qp)

のとき正．従ってÅ > 0．クレームが支持された場合も

Å = (1Ä 2ë)2
ö

qp(1Ä qp)
qp(1Äë) + (1Ä qp)ë

Ä pa(1Ä pa)
paëÄ (1Ä pa)(1Äë)

õ
が成立．ëが区間 (0; 0:5)において (1 Ä 2ë)2 > 0．括弧内は仮定pa 6= 0; pa 6= 1; qp 6= 0; qp 6= 1より, 括弧
内は

ë<
pa(1Ä qp)

pa(1Ä qp) + (1Ä pa)qp
のとき正．従ってÅ > 0．

命題5.2の証明 クレームが棄却された場合，条件 (5.19a)と (5.25)において，(右辺)－ (左辺)を和解の可

能性を示す指標とするとDA = Ca Ä P̂aJ , DR = (Ca Ä P̂aJ) + (Cp + P̂pJ)よりDA < DR．よって和解の
可能性は減少．クレームが支持された場合，DA = Cp + P̂pJ Ä J , DR = (Cp + P̂pJ) + (Ca Ä P̂aJ)より
DA < DR．よって和解の可能性は減少．DABと旧FIDICの比較 クレームが棄却された場合を考える．

Ca = Cp = Cと置く．米国ルールを用いた旧FIDICで和解が成立する条件は (Pa Ä Pp)J î 2C．DABの
下で和解が成立条件はP̂aJ î C．DABで和解が成立する最大のJが旧FIDICにおける最大のJより大きく
なるためにはPaÄPp ï 2P̂a が成立しなければならない．クレームが支持された場合も同様に証明できる．
命題5.3の証明 0 î Pp î 1より任意のPaに対してPaJ ï (PaÄPp)Jが成立する．Cp = 0と仮定しよう．
FIDICによる和解の必要条件は (PaÄPp)J î Caとなる．GCWの場合，PaJ î Caである．Caが同一であ
れば，和解の必要条件を満足するPaの範囲はFIDICの方が大きい．Cpが正の値をとる場合，FIDICにお

いて和解条件を満足するPaの範囲はさらに大きくなる．
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6 国際建設契約における契約紛争の発生構造

6.1 緒言

建設契約には数多くの不確定要因やリスクが含まれ，起こりうる状況に完全に対応しうる契約を設計す

ることは不可能である．したがって，建設契約は不完備契約とならざるを得ない1);2)．多くの海外建設工

事で用いられる国際建設契約約款3)（以下，FIDIC (Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils)

と略す）では，工事中に初期契約の内容と異なる状況が発生した場合，請負者は契約内容の変更を発注者

（エンジニア）に通告し，両者は契約変更をめぐって交渉に入る．

建設契約が不完備契約である以上，請負者がクレームを自覚しその意図をエンジニアに通告することは

請負者にとって正当な権利である．一般に，契約内容に変更が生じた場合，請負者はエンジニア，あるい

は第３者より，変更内容について詳細に知り得るという情報の非対称性が存在する．あるいは，エンジニ

アや第３者が契約内容の変更を完全に把握することが困難であることから，エンジニアや第３者が誤った

判断を導く可能性もある．このような契約変更の不完全性が存在するため，請負者が通告するクレームの

中に論拠のあまりないもの，エンジニアや第３者の誤りを期待したクレームが含まれる可能性を否定でき

ない．

1999年度のFIDIC改訂により，建設契約紛争処理の効率化を目的としたDAB (Dispute Adjudication

Board)の設置が義務づけられた4)．また，アメリカ合衆国ではDRB (Dispute Review Board)により建設

契約紛争に対する判断がなされる．しかし，現行のDAB/DRB制度では，発注者と請負者がDAB/DRB

の設置費用を折半し，かつクレーム費用が大きくないため，あらゆるクレームがDAB/DRBに持ち込まれ

る可能性がある．DAB/DRBの紛争処理量が増加すれば，長期的にはDAB/DRB費用が高騰し，建設費用

が増加する危険性がある．この意味で，契約紛争の発生メカニズムやその抑制策を分析することが重要な

課題になっている．

5.では，DAB/DRBが紛争解決に及ぼす影響を分析するための紛争解決ゲームを提案したが5)，そもそ

も契約紛争がなぜ発生するかに関しては議論をしていない．本研究では，筆者等の紛争解決ゲームを部分

ゲームとして包含するような紛争発生ゲームを定式化し，DAB/DRBの導入が契約紛争の発生に及ぼす影

響を分析する．わが国でも，公共工事標準請負契約約款（以下，GCWと略す）6)が平成７年度に改訂さ

れ，請負者によるクレームが可能となった7)．筆者等の知る限り，わが国で契約紛争の過度の発生が問題

になった事例はない．しかし，建設市場の開放により契約紛争問題が増加する可能性がある．そこで，本

章ではGCWにおける契約紛争の発生構造についても言及する．以下，6.2で本章の基本的な考え方を説明

する．6.3で旧FIDICを，6.4では新FIDIC，GCWを対象として契約紛争の発生構造について考察する．

6.5では契約紛争の過度の発生を抑制する方法について分析する．
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6.2 本章の基本的考え方

6.2.1 従来の研究概要

アメリカ合衆国では多くの訴訟が日常的に生じている．このような状況を背景として，言いがかり訴訟

(frivolous suit)を効果的に抑制するための法定罰則に関する研究が進展した8)Ä 10)．民事訴訟に関する文献

では，言いがかり訴訟を「裁判に行っても勝ち目のない訴訟」と定義する．さらに，広義には，訴訟内容が

多少のメリット（論拠）を持つものの，その価値が裁判費用よりも小さいような訴訟と定義される11)Ä 13)．

現実には，「訴訟にするほどのメリットがない」訴訟が数多く裁判所に提訴されており，結果的に紛争費用

の高騰化を招いている．言いがかり訴訟に関しては，法経済学の分野で研究が進展し，「原告がなぜ言いが

かり訴訟を提起するのか」，あるいは「言いがかり訴訟とわかっていても，なぜ被告は和解に同意するの

か」が明らかにされた．たとえば，言いがかり訴訟が生じる原因を原告と被告の裁判の結果に対する予想

の差異に求める予想不一致モデル14)Ä 16)，原告が裁判所の誤審を期待する誤審モデル17);18)，被告が抗弁

のために必要な費用を避けるために和解に応じることを期待する訴訟費用モデル19)，原告と被告の間に存

在する情報の非対称性に求める非対称情報モデル20)が提案されている．また，成功報酬や弁護士費用制度

が言いがかり訴訟に及ぼす影響が分析されている21)Ä 25)．

筆者等は，建設契約紛争の解決が民事訴訟をめぐる紛争解決26)と類似の特性を有することに着目し，建

設契約紛争における和解・仲裁過程を，仲裁を外部オプション27)とする紛争解決ゲーム28);29)を定式化し

た5)．しかし，そこでは，すでに発生した紛争の効率的な解決方法の模索に主眼が置かれている．契約紛

争の発生構造を分析するためには，請負者によるクレーム行動に着目する必要がある．本研究では，筆者

等の紛争解決ゲームを拡張した紛争発生ゲームを定式化し，契約紛争の発生メカニズムを分析する．後述

するように，建設契約では請負者がクレームの正当性を確信して発生させる紛争以外にも，１）仲裁によ

り自分に有利な判定が下される可能性や，２）発注者側が和解に応じる（和解利得を獲得できる）ことを

期待した紛争が発生する．この意味で，建設契約紛争は民事訴訟と類似の構造を有している．しかし，請

負者は多かれ少なかれクレームの正当性を確信しており，まったくの言いがかり紛争が発生する可能性は

少ない．また，新FIDICではDABによる裁決が紛争解決過程の中に組み込まれており，DABの存在が契

約紛争の発展に大きな影響を及ぼしている．このため従来の民事訴訟における言いがかり訴訟を対象とし

た研究とは異なる分析枠組みを持つモデルを開発する必要がある．

6.2.2 旧FIDICにおける紛争解決プロセス

建設工事に含まれるリスク事象の中には事象の内容をあらかじめ契約の中に具体的に記述できないもの

が存在する．このようなリスク事象が生起した場合，エンジニアと請負者の間で契約内容に関する解釈に

相違点が生まれ，両者の間で紛争が生じる2)．FIDICの場合，請負者のクレームにより紛争が開始するが，

当事者の交渉により多くの紛争は解決する．しかし，両者の解釈の間に大きな隔たりがあれば，和解が成

立せず，紛争が発展し仲裁に持ち込まれる可能性が大きくなる．
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図6.1 旧FIDICにおける紛争解決手続5)

注）図中Cont0rは請負者の行動を，Eng0rはエンジニアの行動を表す．実線枠内は旧稿の紛争解決ゲーム5)の分析対

象を，点線枠内は本研究における紛争発生ゲームの分析対象を示す．

筆者等は前章においてすでに旧FIDICの紛争解決手続（図6.1参照）を紹介しているが，読者の便宜を

図るため簡単にその概要を示しておく．図6.1には前章と本章における分析対象範囲の違いも明記してい

る．旧稿の紛争解決ゲームでは時点 e以降の紛争解決プロセスを対象としているが，本章では時点 bのク

レーム通知から紛争解決までのすべてのプロセスを対象とする．

請負者がクレームの発生を自覚した場合 (時点a)，クレームに対する損害回復の意思を書面にてエンジニ

アに通告する (時点 b)．その際，請負者は状況記録を提出し，クレームの正当性を立証しなければならない

(時点 c）．発注者と請負者の間で常に追加工事費用に関して和解が成立するとは限らない．和解が成立し

ない場合，契約紛争が発生する．旧FIDICでは，クレームに関する決定者の役割をエンジニアに与えてい

る (時点d)．エンジニアの決定は暫定的であり，この決定に不服な場合でも直ちに仲裁という最終判定に進

む訳ではない．その前に再度エンジニアに中立的なプロフェショナルとしての最終決定を求める (時点 e)．

これにより費用や時間のかかる仲裁や訴訟を避けることができる．それでも合意が成立しない場合，仲裁

が行われる (時点f)．この場合，当該建設工事および両当事者に関与しない１人または複数（通常３人）の

仲裁人を契約当事者が選択し仲裁を依頼する．依頼を受けた仲裁人は契約図書や 図面等を詳細に調査し，

契約紛争事項の内容を発生時点まで遡行し結論を出す．その結論は最終決定であり法的拘束力を持つ．

請負者によるクレームのエンジニアへの通告は単なるクレームの告知（notice）である．請負者が限られ

た時間や資源の中でクレームの内容を十分に吟味する余裕はない．その中には，メリットの少ないクレー

ムも多々含まれよう．現実の建設工事においては，クレームのほとんどがエンジニアと請負者の間の交渉
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によって合意が成立している30)．しかし，請負者がエンジニアの決定（時点 e）を不服とすれば，その時

点で実質的な紛争が始まる．紛争が生じれば，紛争解決のために多額の交渉費用，仲裁費用が必要となる．

したがって，工事費用の増加を抑制するためには，意味があまりないようなクレームまでが紛争過程に持

ち込まれないような工夫を設計することが重要である．

6.2.3 建設契約紛争の発生メカニズム

建設契約紛争は契約変更が生じたことによる追加工事費用の支払いを巡って行われる．紛争が発生した

時点で，追加工事費用はすでに決定している．したがって，建設紛争は紛争当事者間における費用分担の

問題であり，紛争解決によって追加工事費用が変わるわけではない．しかし，紛争を解決するためには交

渉費用，仲裁費用等の取引費用が生じる．したがって，当該工事の費用低減化を図るためには，紛争の発

生をできる限り抑制することが望ましい．しかし，建設契約が不完備である以上，契約変更クレームは請

負者の正当な権利である31)．また，請負者が正当な権利を主張した建設契約紛争は，当然のことながら公

正な手続きで紛争解決が図られなければならない．

建設契約紛争の場合，請負者が通告したクレームに対して，エンジニアと請負者の間で十分な協議がな

される．クレームをめぐって紛争が生じるのは，エンジニアと請負者の間で初期契約の内容や契約変更に

関する解釈の違いが原因となっている場合が多い．したがって，まったく根拠を持たない言いがかりクレー

ムが建設契約紛争に発展する場合はほとんどない．むしろ，クレームの正当性をめぐって紛争が発展する．

このため，紛争解決の効率化の視点にたてば，クレームが紛争までに発展することに意義があるかどうか

が問題となる．言い換えれば，クレームに多少ともメリットはあるものの，交渉費用，仲裁費用を支払っ

ても紛争に発展させる意義があるかどうかが問題となる．

海外工事では，メリットの少ないクレームが紛争に発展する場合が少なくない．このような契約紛争は

以下のような理由で発生すると考えられる．すなわち，１）請負者とエンジニア・仲裁人の間に情報の非

対称性があり，仲裁において請負者に有利な判定がでる可能性がある．２）仲裁に発展すれば発注者にも

費用が発生するため，発注者が紛争の発展を期待しない場合がある．この時，交渉過程の中で和解が成立

すれば請負者が和解利得を獲得できる．このように紛争解決過程が完全には機能しない場合，メリットの

少ないクレームまでが紛争に発展する可能性がある．特に，DAB/DRB制度の下では，DAB/DRB費用を

発注者と請負者が折半する．しかも，初期時点でDAB/DRBの設定費用がすでに決定されているため，請

負者がより多くの紛争を発生させる誘因を持つ可能性がある．本研究では旧FIDICにおけるエンジニアや，

第３者裁定を導入した紛争解決様式における紛争発生構造を分析するとともに，メリットが少ない紛争の

抑制方策について考察する．
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図6.2 旧FIDICにおける紛争解決過程

6.3 旧FIDICにおける契約紛争の発生構造

6.3.1 モデル化の前提

旧FIDICにおける建設契約紛争の発生・解決過程の本質的な部分をモデル化するために，１）紛争が生

じた場合，発注者，請負者が負担するクレーム費用はクレームの内容に関わらず一定である．２）仲裁費

用の負担様式として発注者及び請負者の間で分担する米国・日本ルールを採用する．３）エンジニアと請

負者は追加工事に関するそれぞれの解釈に基づいて追加費用を査定するが，その際に虚偽の報告は行わな

い．４）紛争当事者の主張を立証する証拠は当事者の間で共有情報になっている，と仮定する．なお，6.5

で仲裁費用負担様式として英国ルールをとりあげる．

建設工事の過程において，請負者がクレームを自覚すれば，請負者はその意思をエンジニアに通告する．

請負者とエンジニアの間でクレームに関して協議が繰り返され，エンジニアによりクレームに対する判断

が示される．エンジニアがクレームを受諾すれば，契約紛争は生じない．エンジニアがクレームを拒絶し

た場合，請負者はクレームを紛争に発展させるか，あるいはクレームを取り下げるかを決定する．図6.2

において，初期ノードAは請負者がクレームを契約紛争に発展させるかどうかを決定する手番を表す．初

期ノードにおいて請負者がエンジニアの決定を拒絶した場合，発注者側にクレーム費用dpが，請負者側に

クレーム費用daが発生する．請負者がエンジニアの決定を拒絶した場合，エンジニアに中立的な立場から

最終判定を行う機会が与えられる（ノードB）．しかし，エンジニアは発注者により雇用されており，し

かも紛争発生の原因となる「エンジニアの決定」は自分が決定したことでもあり，この時点でエンジニア

の判定が覆ることは実務上ほとんど生じない．したがって，ノードBでエンジニアは請負者の異議申し立

てを常に拒絶し紛争が発展すると考える．その後，ノードCにおいて発注者と請負者は互いに和解するか，

仲裁に進むかを決定する．
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6.3.2 紛争当事者による確証度

建設契約紛争の途中段階では，仲裁の結果をあらかじめ確定的に知ることはできない．発注者，請負

者は仲裁結果に関する不確かな予想を抱きながら，紛争解決をめぐって交渉を行う．初期ノードAにおい

て，請負者は自己のクレームの正当性に関する主観的な確信pa = pa(ça)を持っていると考える．ただし，

0 < pa < 1．また，çaは請負者が保有する立証能力に関する信頼度であり，立証能力が大きいほどクレー

ムの正当性に関する確信が大きくなる．すなわち，dpa(ça)=dça > 0が成立する．請負者は，仲裁により自

己の主張が受け入れられる確率に関して主観的確率Pa

Pa = pa(1Äë1) + (1Ä pa)ë2 (6.1)

を持っている．ここに，ë1; ë2は第１種の過誤（自己の主張が正しいにも関わらず仲裁が棄却する）確率，

第２種の過誤（自己の主張が誤っている場合に仲裁が支持する）確率に関する請負者の主観的評価である．

同様に，発注者が有する自己の主張の確証度をqp = qp(çp) (0 < qp < 1)で表そう．çpはエンジニアの立

証能力に関する信頼度であり，dqp(çp)=dçp > 0が成立する．さらに，発注者が仲裁により自己の主張が受

け入れられると考える主観的確率を

Qp = qp(1Äê1) + (1Ä qp)ê2 (6.2)

と表そう．ここに，ê1; ê2はそれぞれ第１種の過誤確率，第２種の過誤確率に関する発注者の主観的評価で

ある．請負者のクレームが仲裁により支持される確率に関する発注者の主観的評価をPp = 1ÄQpと表そ
う．以下では，発注者と請負者の主観確率の間にPa > Ppが成立すると仮定する．また，仲裁の過誤確率

は十分に小さく，ë1 +ë2 < 1, ê1 +ê2 < 1が成立すると仮定する．

6.3.3 契約紛争における利得

いま，請負者がクレームを通じて追加工事費用Jaをエンジニアに請求したとしよう．一方，エンジニア

がクレームを査定した結果，追加工事費用をJpと判定したとしよう．両者の間で契約に関する解釈が異な

るため，追加工事費用の判定結果が異なっている．さらに，追加工事費用の格差J = Ja Ä Jpの帰属を巡っ
て発注者と請負者の間で紛争が生じていると考える．発注者と請負者が獲得するペイオフを

クレームが認められた時

(
ôp = ÄJ Ä dp
ôa = J Ä da

クレームが認められなかった時

(
ôp = Ädp
ôa = Äda

と表そう．ただし，dp; daはクレーム費用であり，ノードAで紛争に発展した場合に支払われる．仲裁では

請負者のクレームが正しいか，発注者の主張が正しいかを巡って判断が下される．仲裁の結果，請負者の

クレームが認められた場合，発注者は請負者に追加工事費用Jを支払わなければならない．逆に，クレーム

が認められない場合，追加工事費用は必要でない．なお，クレームが仲裁に発展した場合，発注者，請負
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者はそれぞれ仲裁費用Cp; Caを支払う．クレーム費用は仲裁費用よりはるかに小さく，Cp > dp, Ca > da,

Cp > daが成立すると仮定する．さらに，追加工事費用は仲裁費用より大きくJ > Cp，J > Caが成立する

と仮定する．

6.3.4 紛争発生ゲームにおける均衡解

初期ノードAにおいて，紛争当事者は自己の主張を立証するために証拠を揃えており (çp; çaが確定して

おり)，互いに相手の主張の内容を理解していると考えよう．その上で，請負者がエンジニアの判断を受け

入れクレームを取り下げるか，クレームを契約紛争に持ち込むかを決定する問題に着目しよう．この時点

で，請負者がクレームを取り下げればゲームは終了し，紛争当事者はペイオフ (ôp;ôa) = (0; 0)を獲得す

る．一方，クレームを取り下げない場合，建設契約紛争が発生し部分ゲームÄに進む．すでに，部分ゲーム

Äの詳細は参考文献5)に譲るが，ここでは読者の便宜を図るため部分ゲームを簡単に紹介しておく．なお，

参考文献ではクレーム費用dp; daを考慮していないが，本研究ではクレーム費用を明示的にとりあげる．

部分ゲームÄのノードCにおいて，紛争当事者には２つの選択肢が利用可能である．すなわち，紛争当事者

の間で和解が成立するか，仲裁を利用するかである．仲裁では請負者のクレームが正しいか，発注者の主張

が正しいかを巡って判断が下される．仲裁の結果，請負者のクレームが認められた場合，発注者は請負者に

追加工事費用Jを支払わなければならない．逆に，仲裁の結果，クレームが認められない場合，追加工事費用

は必要でない．従って，クレームが認められた時のペイオフは (ôp; ôa) = (ÄJÄdp; JÄda)，認められなかっ
た時のペイオフは (ôp; ôa) = (Ädp;Äda)である．ノードCでは，仲裁の結果は判っておらず，発注者，請負
者はそれぞれ仲裁においてクレームが支持されることに関する主観的確率Pp; Paを有している．したがって，

紛争当事者が仲裁を選択すれば，発注者，請負者は期待純利得 (wp; wa) = (ÄPpJÄCpÄdp; PaJÄCaÄda)
を獲得する．一方，紛争当事者の間で和解が成立すれば，紛争当事者は利得 (Sp; Sa)を獲得する．筆者等

は，旧FIDICにおいて条件

(Pa Ä Pp)J î Cp + Ca (6.3)

が成立する場合，紛争当事者の間で和解が成立し，紛争当事者は利得 (Sp; Sa)

(Sp; Sa) =

8><>:
(sp; sa) sp ï wp; sa ï wa の時

(wp;Äwp) sp < wp; sa ï wa の時

(Äwa; wa) sp ï wp; sa < wa の時

(6.4)

を獲得することを明らかにしている5)．ただし，

(sp; sa) =

í
raÖ

rp + ra
Ä PaJ Ä dp;

rpÖ

rp + ra
+ PpJ Ä da

ì
である．ここに，rp; raは発注者，請負者の時間割引率であり，それぞれの主体の交渉力の強さを表す．ま

た，Ö= (Pa Ä Pp)Jである．一方，

(Pa Ä Pp)J > Cp + Ca (6.5)
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が成立する場合，紛争は仲裁に進展する．以上はすでに生起した紛争がどのように解決されるかを分析し

たものである．言い換えれば，部分ゲームÄの均衡解を求めたものである．しかし，請負者のクレーム行動

を分析するためには，ノードAの段階で請負者がクレームを紛争に発展させるか，クレームを取り下げる

かという意思決定を考慮したゲーム全体を考える必要がある．

請負者のクレーム行動も考慮したゲーム全体の均衡解は発注者，請負者が各戦略を採用した際に獲得で

きるペイオフに依存して決まる．このような均衡解を網羅的に求めれば以下のように整理できる（付録6.1

参照）．

１）(Pa Ä Pp)J î Cp + Caの時

a)sp ï wpかつ sa ï wa

aÄ 1) sa > 0の時，和解が成立する

aÄ 2) sa î 0の時，紛争に発展しない

b)sp < wp;かつ sa ï waの時，和解が成立する

c)sp ï wp;かつ sa < wa

cÄ 1) PaJ > Ca + daの時，和解が成立する

cÄ 2) PaJ î Ca + daの時，紛争に発展しない

２）(Pa Ä Pp)J > Cp + Caの時，仲裁で決着

なお，各均衡解において請負者が獲得する期待利得に関しては付録6.1に示している．以上の条件を整理

することにより，以下の命題6.1が成立する（付録6.1参照）．

命題6.1 旧FIDICにおいて請負者がクレームを紛争に発展させる条件は次式で表される．

1) PaJ ÄCa > da (6.6a)

あるいは

2) 0 < PaJ ÄCa î daかつ (6.6b)

t =
ra

ra + rp
>
ÄPpJ + da

Ö
= tcr (6.6c)

命題6.1において，条件 (6.6a)は紛争が仲裁に発展した場合に獲得できる期待利得PaJが，仲裁に発展さ

せるために必要な費用よりも大きいことを意味している．条件 (6.6a)は請負者の特性を表すパラメータ

Pa; Ca; daのみを用いて記述されていることに着目しよう．条件 (6.6a)は請負者がクレームをたとえ仲裁

に発展させても正の期待利得を獲得できると信じている時には，発注者の特性の如何に関わらず常にクレー

ムを紛争に発展させることを表している．一方，条件 (6.6b)は請負者がクレームを仲裁に発展させる意思が

ないのにも関わらず，クレームを紛争に発展させる可能性があることを意味している．しかし，条件 (6.6b)
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図6.3 DABを用いた紛争解決過程

が成立するか否かは，発注者の特性に依存している．この場合，請負者は紛争を仲裁にまで発展させる意

思を持たないものの，発注者も仲裁に発展させる意思がないことを見越して，発注者と交渉することによ

り和解利得を獲得することができる．条件 (6.6b)が成立する場合，請負者はこのような和解利得を期待し

てクレームを紛争に発展させることになる．交渉を通じた和解利得は交渉力によって決まる．このような

状況は請負者の相対的な交渉力 tがある臨界的な値 tcrよりも大きい場合に発生する．逆に，請負者の交渉

力が弱い場合，つまり発注者の交渉力が強い場合，このような状況は発生しない．なお，PaJ < Caが成

立する場合，発注者のパラメータrp; Pp; Cpに関わらず条件 (6.6b)は成立しない．PaJ < Caが成立する時，

請負者はクレームを仲裁に発展させても追加利得を獲得できない．この場合，請負者による「交渉が決裂

した場合には仲裁に発展させる」という脅しには信憑性がない．したがって，発注者は和解を拒否し請負

者は常にクレームを取り下げる．

6.4 第３者裁定と契約紛争の発生構造

6.4.1 第３者裁定と紛争解決過程

1999年に改訂された新FIDICでは発注者（エンジニア）と請負者の間で生じた契約紛争を裁決するDAB

の設置が義務づけられた．DABによる裁決は法的拘束力を持っており，DABによる裁決に不満がある場

合には，契約紛争は仲裁に持ち込まれる．一方，アメリカ合衆国を中心とした地域では，契約紛争の第３

者裁定の手段としてDABの代わりにDRBが設置される．DABによる裁決とは異なり，DRBによる判断

は勧告としての役割しか果たさず，法的拘束力を持たない．DRBが第３者機関としての判断を示すことに

より，紛争当事者の間での和解の可能性を高めることが期待できる．筆者等はすでに，建設契約紛争で和

解が成立する可能性はDABよりDRBの方が大きいことを示している5)．しかし，これらの知見は「すで

に発生した契約紛争をいかに解決するか」という観点で得られたものである．FIDICが改訂されて日も浅

く，DAB/DRBの設置が契約紛争の発生に及ぼす影響に関するデータはほとんど蓄積されていない．しか
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し，DAB/DRBの設置により契約紛争が増加することを懸念する意見も現れている32)．以下では第３者裁

定の下での紛争過程をモデル化し，第３者裁定が紛争発生に及ぼす影響を分析する．

6.4.2 第３者裁定による主観的確率の更新

DAB/DRBがクレームに対して判断を下せば，発注者（エンジニア），請負者は自己の主張の論拠に関

する信念を変更する．筆者等5)は，紛争当事者が主観的確率を更新する過程をベイズ学習モデルによって

モデル化している．本研究でも，このベイズ学習モデルを用いる．まず，DAB/DRBが請負者のクレーム

を拒否する判定をした場合を考える．この時，請負者はクレームの論拠に関する信念を更新する．更新後

の信念~praはベイズの定理より

~pra =
paë1

paë1 + (1Ä pa)(1Äë2)
(6.7)

と表せる．DAB/DRBと仲裁が過誤を起こす確率が互いに独立，かつ同一であると仮定すれば，DAB/DRB

がクレームを棄却した場合に請負者が仲裁においてもクレームが受け入れられると考える主観的確率はP̂ ra

は

P̂ ra = ~pa(1Äë1) + (1Ä ~pa)ë2

=
paë1(1Äë1) + (1Ä pa)ë2(1Äë2)

paë1 + (1Ä pa)(1Äë2)
(6.8)

と表すことができる．一方，DAB/DRBがクレームを棄却した場合を考えよう．この時，発注者の更新後

の信念~qrpはベイズ定理より

~qrp =
qp(1Äê1)

qp(1Äê1) + (1Ä qp)ê2
(6.9)

となる．したがって，DAB/DRBがクレームを棄却した場合に，発注者が仲裁においてもクレームが棄却

されると考える主観的確率は次式のようになる．

Q̂rp = ~qp(1Äê1) + (1Ä ~qp)ê2

=
qp(1Äê1)2 + (1Ä qp)ê22
qp(1Äê1) + (1Ä qp)ê2

(6.10)

同様に，DAB/DRBがクレームを支持した場合，請負者が仲裁においてクレームが支持されると信じる

主観的確率は

P̂ sa =
pa(1Äë1)2 + (1Ä pa)ë22
pa(1Äë1) + (1Ä pa)ë2

(6.11)

に更新される．発注者が仲裁においてもクレームが棄却されると考える確率は次式で表される．

Q̂sp =
qpê1(1Äê2) + (1Ä qp)ê2(1Äê1)

qpê1 + (1Ä qp)(1Äê2)
(6.12)

なお，DAB/DRBがクレームを棄却した場合にクレームが仲裁で支持される確率に関する発注者の主観的

評価をP̂ rp = 1Ä Q̂r，DAB/DRBがクレームを支持した場合のそれをP̂ sp = 1Ä Q̂sと表す．
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6.4.3 DABと契約紛争の発生構造

新FIDICにおける紛争解決過程を図6.3のようにモデル化する．初期ノードDは請負者がクレームを

DABに発展させるかどうかを決定する手番を表す．請負者はエンジニアによる判断に不服を持った場合，

クレームを取り下げるか，あるいはクレームをDABに発展させるかどうかを決定する．ノードEは偶然手

番であり，DABがクレームを支持するか，棄却するかを決定する．その後，発注者・請負者がDABの決

定に不服を持てば，契約紛争を最終的に仲裁に進めることができる．

筆者等は図6.3におけるノードE以降の部分ゲームÄ0に関する均衡解を求めている5)．その成果を以下

に簡単にとりまとめておく．まず，DABがクレームを支持した場合を考える（ノードF）．請負者はDAB

の決定を最終決定として受け入れる．発注者はDABの決定を受け入れ追加費用ÄJを請負者に支払うか，
DABの決定を拒絶し仲裁に進むかどうかを決定する．発注者が仲裁に進まない条件は次式のようになる．

(1Ä P̂ sp )J î Cp (6.13)

発注者が仲裁に進んだ場合，請負者の期待純利得はP̂ saJ ÄCa Ä daとなる．つぎに，DABがクレームを棄
却した場合を考えよう（ノードG）．この場合，発注者はDABの決定を最終決定として受け入れる．一方，

請負者はDABの決定を受け入れ追加的利得を諦めるか，DABの決定を拒絶し仲裁に進むかどうかを選択

する．発注者がベイズ学習により主観的確率を式 (6.8)のように変更したとしよう．この時，請負者がDAB

の決定を受け入れるための条件は次式で表せる．

P̂ raJ î Ca (6.14)

上式が成立せず仲裁に発展した場合，期待純利得P̂ raJ ÄCa Ä daを得る．
ここで，初期ノードDの時点に遡ろう．この時点で，請負者がクレームを取り下げた場合，利得0を得

る．一方，請負者がクレームをDABに進めることによって正の期待純利得を獲得できると信じる時には，

クレームをDABに発展させることになる．このような請負者のクレーム行動も考慮に入れたゲーム全体の

均衡解は，発注者・請負者のクレームのメリットに関する信念や発注者・請負者が各戦略を採用した際に

獲得できるペイオフの状況に依存して多様に異なる．ここで，DABの過誤確率ë1; ë2が十分に小さく

P̂ raJ > Ca ! PaJ ÄCa > da (6.15)

が成立すると仮定しよう．すなわち，請負者が仲裁に発展させてもそのメリットを主張する意義があると

考えるようなクレームは，事前の請負者とエンジニアの交渉過程でエンジニアが拒絶すれば常に紛争に発

展し，そのクレームはDABに持ち込まれると考える．このような請負者の行動は極めて常識的であるが，

この仮定を設けることにより特殊な均衡解の存在を防ぐことができる．DABモデルの均衡解を求めると，

条件 (6.15)の下で請負者がクレームを紛争に発展させる条件を次式のように表せる（付録6.2参照）．

1)P̂ raJ > Caが成立する場合，常に紛争に発展する．

2)P̂ raJ î Caが成立する場合には，
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図6.4 DRBを用いた紛争解決過程

a)Pa(P̂
s
aJ ÄCa) > da (6.16a)

あるいは

b)PaJ > daかつ (6.16b)

(1Ä P̂ sp )J î Cp (6.16c)

が成立する場合，クレームが紛争に発展する．

P̂ raJ î Caが成立する場合，常に式 (6.16a)の左辺が常に式 (6.6a)の左辺よりも常に大きくなる（付録6.2

参照）．さらに，発注者が仲裁に発展する意思のない場合（式 (6.16c)が成立する場合)は，式 (6.16b)のよ

うに条件を満たすPaの範囲はさらに大きくなる．ここに，命題6.2を得る．

命題6.2 DABの導入により，請負者は旧FIDICの場合よりも多くのクレームを紛争に発展させる．

命題6.2が成立する理由として以下の２つが考えられる．１つは，DABの法的拘束力によるものである．

すなわち，もしDABがクレームを支持した場合，発注者は仲裁に行くかどうかを判断する．しかし，ク

レームが支持された場合に発注者が仲裁に進まないことを請負者が見通した場合，請負者はDABが自分に

有利な判定をする可能性を期待してクレームをDABに発展させる．いま１つは，請負者の意思決定に柔軟

性が付加されることである．DABによってクレームが棄却され，仲裁に進展しても負の期待利得しか得ら

れないことが明らかになれば，請負者はそのクレームを取り下げることができる．すなわち，請負者は紛

争過程から降りることができるというオプションを持っており，クレームが支持された時のみ正の利得を

獲得することができる．DABは請負者にこのような行動の自由度を与えるため，旧FIDICよりも多くの

紛争が発生することになる．

6.4.4 DRBと契約紛争の発生構造
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FIDICにおいて設置したDABの代わりにDRBを用いた紛争解決の過程を図6.4のようにモデル化する．

DABと異なり，DRBによる判断には，紛争当事者にその判断結果を遵守させる拘束力はない．DRBの

判断（ノード I）を受けて紛争当事者はクレームの正当性に関する主観的確率を更新する．請負者は更新

された主観的確率に基づき，交渉を続けるかどうかを選択する．そして，請負者はノードJ，Kにおいて

交渉を継続すると決定した場合，和解か仲裁かのいずれかの選択肢を選択できる．筆者等5)は部分ゲーム

Ä00における紛争解決ゲームを提案している．それによれば，DRBがクレームを棄却した場合，請負者は

(P̂ ra Ä P̂ rp )J > Cp + Caの場合，期待利得P̂ raJ Ä Ca Ä daを，(P̂ ra Ä P̂ rp )J î Cp + Caの場合，和解利得Sra
を獲得する．一方，DRBがクレームを支持した場合，請負者は (P̂ sa Ä P̂ sp )J > Cp + Caの場合，期待利得
P̂ saJ ÄCa Ä daを，(P̂ sa Ä P̂ sp )J î Cp +Caの場合，和解利得Ssaを獲得する．ただし，Sra (あるいはSsa)は
DRBの判断後の更新された主観的期待P̂ rp ; P̂

r
a (あるいはP̂

s
p ; P̂

s
a )に基づいて式 (6.4)で定義される和解利得

である．DRBモデルの均衡解を求めると，仮定 (6.15)の下で請負者がクレームを紛争に発展させる条件は

次式のようになる（付録6.3参照）．

1)P̂ raJ > Caが成立する場合，常に紛争に発展する．

2)P̂ raJ î Caが成立する場合には，

a)Pa(P̂
s
aJ ÄCa) > da (6.17a)

あるいは

b)0 < Pa(P̂
s
aJ ÄCa) î daかつ (6.17b)

(P̂ sa Ä P̂ sp )J î Ca + Cpかつ (6.17c)

t >
(da=Pa)Ä P̂ spJ
(P̂ sa Ä P̂ sp )J

(6.17d)

が成立する場合，クレームが紛争に発展する．

ここで，P̂ raJ î Caが成立する場合，式 (6.17a)の左辺が常に式 (6.6a)の左辺よりも大きくなる．さらに，
式 (6.6b)と式 (6.17b)を比較した場合，式 (6.17b)を満たすPaの範囲の方が常に大きくなる．ここに，命題

6.3を得る．

命題6.3 DRBの導入により，請負者は旧FIDICの場合よりも多くのクレームを紛争に発展させる．

DRBによってクレームが棄却された場合でも，仲裁に行くことによって正の期待利得が期待できる場合は，

請負者は必ず紛争を発生させる．しかし，DRBによってクレームが棄却された時に仲裁で獲得できる期待

利得が負となる場合，請負者はクレームが棄却された段階でそのクレームを取り下げることができる．つ

まり，請負者はDRBの判断で不利になった場合は，紛争過程から降りることができるというオプションを

持っている．このため，DABの場合と同様に，DRBの導入により請負者はクレームが支持された時のみ

利得を獲得できるという保険機能を獲得できるため，旧FIDICよりも多くの紛争が発生することになる．
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DABあるいはDRBの下において，紛争が発生する請負者の主観的信念の範囲の大きさ，追加工事費用や

クレーム・仲裁費用の額だけでなく，発注者のパラメータに依存して多様に異なる．したがって，DABと

DRBの中で，どちらがより多くの紛争を招くかについては一意的に決まらない．

6.4.5 GCWと契約紛争の発生構造

平成７年度改訂後のGCWでは請負者によるクレームが認められたが，FIDICに規定されているような

エンジニア，DABによる決定・裁決手続きは存在しない．発注者の決定に請負者が不服を持つ場合には紛

争が生じ，建設工事紛争審査会において仲裁が行われる．国内工事では，発注者が請負者のクレームを審査

する立場にあり，発注者と請負者が対等な立場で交渉を行い和解が成立するという形態をとらない．GCW

では，発注者は常に自己の主張の正当性を確信しており，理念的には発注者と請負者の協議による和解は

ありえない．すなわち，発注者と請負者の信念は

Pp = 0 (6.18a)

Pa = pa(1Äë1) + (1Ä pa)ë2 (6.18b)

と表される5)．しかし，請負者が紛争を仲裁に持ち込む場合，発注者と請負者の双方が仲裁の結果に従う

義務を持つ．GCWにおいて紛争を仲裁に持ち込んだ場合，請負者の期待純利得はPaJ ÄCaÄ daで表され
る．ここに，Caは仲裁に要する費用，daはクレーム費用である．請負者が仲裁に進まない場合に得られる

利得は0である．請負者が仲裁に進まないための必要条件は，

PaJ ÄCa î da (6.19)

と表される．すなわち，請負者が紛争を仲裁に持ち込むのは，仲裁により請負者が正の期待純利得を獲得

できる可能性がある場合に限られる．さらに，請負者は発注者が自分自身の判断を覆すことはあり得ない

ことを知っており，クレームを紛争に発展させる場合は紛争が建設工事紛争審議会に進展することを覚悟

している．ここに，以下の命題6.4が成立する．

命題6.4 GCWにおいて請負者が契約紛争を発生させる条件は次式で表される．

PaJ ÄCa > da (6.20)

命題6.4は，GCWでは発注者は常に強大な交渉力を持つ主体として紛争解決に臨むため，請負者はクレー

ムの正当性に関する強い確信を持ち，かつ紛争金額が多大な場合にのみ契約紛争を発生させることを表し

ている．GCWでは，１）発注者に紛争解決において常に公正で中立的な判断を下す能力が備わっており，

２）請負者が発注者の判断能力とその公正性，中立性に信頼を寄せている限りにおいて，極めて効率的な

紛争解決を実現することができる．しかし，発注者の判断能力に限界がある場合，非効率的な紛争解決が

もたらす社会的費用は請負工事価格に上乗せされ，長期的には工事費用の増加をもたらす危険性がある．
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図6.5 紛争解決様式と紛争発生メカニズム

6.4.6 紛争解決様式と紛争発生の可能性

紛争解決様式が異なれば，クレーム費用da，仲裁費用Ca，Cpも異なる．したがって，異なる紛争解決様

式の間でクレーム発生の可能性を単純に比較できない．紛争解決様式の効率性を比較するためには，それ

ぞれの様式におけるクレーム費用や仲裁費用に関するデータが必要である．しかし，DAB/DRBが導入さ

れて日も浅く，この種のデータはほとんど蓄積されていない．そこで，以下では，以上の費用パラメータ

が同一の値をとる場合，それぞれの様式の下で「クレームがどの程度紛争に発展するか」を分析すること

により，紛争解決メカニズムの効率性を比較する．図6.5は，紛争環境 (da，dp; Ca，Cp，J，Pp，ë1，ë2，ê1，ê2)

が一定という仮定の下で，旧FIDIC，DAB， DRB，GCWとそれぞれの紛争解決様式における請負者の

主観的確率Paの大きさと契約紛争の発生の可能性を比較したものである．同図において，請負者の主観的

確率Paが大きいほど，請負者はより強くクレームの正当性を信じており，クレームが紛争に発展する可能

性が大きくなる．逆に，Paが小さいほど，請負者の信じるクレームのメリットが少ないことを表す．これ

までの命題に示したように，GCWの場合に紛争の発生数がもっとも少なくなる．DABとGCWの場合，

DABあるいは発注者の判断は最終決定であり，理論的に和解の可能性は存在しない．したがって，発注者

の交渉力によらず，クレームが紛争に発展するような臨界的なPaの値が一意的に求まる．ただし前述した

ように，DABの場合，発注者が紛争を仲裁に発展させないことを見越して，請負者が紛争を発生する可能

性がある．このためDABの場合，発注者が仲裁に進展する覚悟があるどうかに依存してクレームが紛争に

発展する臨界的なPaの値が決まる．一方，旧FIDICやDRBの場合，発注者と請負者の間に仲裁に発展す

る前に，和解をめぐって交渉が行われる可能性が残されている．請負者がクレームが紛争に発展させるか

否かは，お互いの交渉力や仲裁に進んだ場合の期待利得に依存する．このためクレームが紛争に発展する

かどうかを一意的に決定できない領域が存在する．すでに言及したように，各紛争処理様式により紛争費

用が異なるため，各紛争様式の紛争の抑止効果を単純には比較できない．しかし，DAB/DRBという第３
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者裁定を用いた場合，他のことを一定にすれば，旧FIDICやGCWの場合と比較してより多くの紛争が発

生する．なお，図6.5ではDAB，DRBにおいて常に紛争が生じないような臨界的な信念の大きさP4; P5に

対して，P4 > P5が成立するように描かれている．しかし，P4，P5の大小関係はëの値に依存し一意的に決

定できない．

6.5 紛争発生メカニズムと抑制方策

6.5.1 紛争発生の抑制策

旧FIDIC，DRBの場合，クレームの正当性をめぐる紛争以外にも，請負者が交渉による和解利得の獲得

を期待した紛争が発生する．一方，DABの場合，和解利得を目的とした紛争は発生しない．しかし，DAB

裁決の不完全性や発注者の仲裁回避の意向を利用した紛争が発生する．特に，DAB/DRBといった第３者

裁定を利用した場合には，旧FIDICやGCWと比べてより多くの紛争が発生する可能性がある．旧FIDIC

における発注者，新GCWにおける発注者は，ともに紛争に対する判断結果に対して強い信念を持った手

強い交渉者として紛争解決に臨む．したがって，請負者がクレームを紛争に発展させる際には，紛争が仲

裁に発展することを覚悟しなければならない．一方，DAB/DRBという第３者裁定を導入した場合，請負

者はDAB/DRBと直接的な交渉を行う必要がないため，第３者裁定が自己に有利な判断を下す可能性を求

めて，メリットが少ないクレームも紛争に発展させる可能性がある．特に，クレームの提示に要する限界

費用が小さく，第３者裁定の精度が悪い場合，極めて多くのメリットが少ないクレームが紛争に発展する

可能性がある．以下では，DAB制度を対象として，このようなメリットの少ない紛争の発生を抑制する方

策について考察する．

6.5.2 仲裁費用負担ルールの効果

仲裁費用負担方式として英国ルールを採用する時，請負者は仲裁に勝利した場合，仲裁費用を支払う必

要はないが，敗れた場合には自分と発注者の仲裁費用を支払う必要がある．すでに，法経済学の分野では，

裁判費用の負担ルールが言いがかり訴訟の発生ルールに及ぼす影響について研究が進んでいる33)Ä 39)．初

期の研究事例33)Ä 35)では，英国ルールが紛争発生をより抑制する効果を持つことが指摘された．その後の

研究により，英国ルールが言いがかり紛争の抑制に対して必ずしも優位でない場合もありうることが示さ

れ，どちらが優れたルールであるかを一意的に決定することはできない．しかし，これらの既存の研究で

は民事訴訟を対象としたものであり，第３者裁定を取り入れた紛争解決の問題をとりあげているわけでは

ない．

英国ルールを用いた場合，DABがクレームを支持した場合，発注者が仲裁に進む際ことのより得られる期

待純利得はÄP̂ sp (J +Cp+Ca)Ädpと表される．この時，請負者の期待利得はP̂ saJ Ä (1Ä P̂ sa )(Cp+Ca)Äda
となる．逆に，DABがクレームを棄却した場合に請負者が仲裁に進むことにより得られる期待純利得は

P̂ raJ Ä (1Ä P̂ ra )(Cp +Ca)Ä daと表される．また，発注者が得る期待純利得はÄP̂ rp (J +Cp+Ca)Ä dpであ
る．以上の期待純利得にも基づいて，DABモデルの均衡解を求めることにより，英国ルールの下でクレー
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ムがDABに持ち込まれる条件を求めることができる．ここでも，DABの過誤確率ë1; ë2が十分に小さく

P̂ raJ > (1Ä P̂ ra )(Cp + Ca)

! PaJ Ä (1Ä Pa)(Cp + Ca) > da (6.21)

が成立すると仮定しよう．この時，DABモデルの均衡解より英国ルールの下で請負者がクレームを紛争に

発展させる条件は次式のように表せる（付録6.4参照）．

P̂ raJ > (1Ä P̂ ra )(Cp + Ca)が成立する場合，

常に紛争に発展する．

P̂ raJ î (1Ä P̂ ra )(Cp + Ca)が成立する場合には，

PafP̂ saJ Ä (1Ä P̂ sa )(Cp + Ca)g > da (6.22a)

あるいは

PaJ > daかつ (6.22b)

(1Ä P̂ sp )J î P̂ sp (Cp + Cp) (6.22c)

が成立する場合，クレームが紛争に発展する．

発注者が弱気な場合（式 (6.22c)が成立する場合），英国ルールの下でクレームが紛争に発展する条件 (6.22b)

は米国ルールの下での条件 (6.16b)と同じである．そうでない場合，式 (6.16a)と式 (6.22a)を比較すること

により，１）P̂ sa (Cp + Ca) < Caが成立する場合には英国ルールの方が，２）P̂
s
a (Cp + Ca) > Caが成立す

る場合には米国ルールの方がクレームが紛争に発展する可能性は小さくなる．以上の分析結果から明らか

なように，DAB制度の下における紛争抑制効果に関して英国ルールと米国・日本ルールの優劣を一意的に

決定できない．

6.5.3 クレーム費用負担ルールの効果

仲裁費用負担ルールの問題点は，請負者のクレーム発生行動だけでなく，紛争当事者による紛争解決行動

にも影響を及ぼす点にある．このため，仲裁費用負担ルールは紛争解決の過程に多様な影響を及ぼし，そ

の効果を一意的に決定することができない．そこで，仲裁費用負担ルールではなく，請負者のクレーム行

動により直接的に影響を及ぼすような費用負担ルールを考えることもできる．たとえば，請負者がクレー

ムをDABに発展させる時，クレーム費用Daを支払うとしよう．DABがクレームを支持した時，クレーム

費用Daは請負者に返却される．しかし，DABがクレームを棄却した場合にはDaは没収される．このよう

なクレーム費用負担ルールを導入することにより，メリットの少ない紛争の発生を抑制することができる．

しかし，式（6.15）の下で紛争発生をGCWと同程度に抑制するために必要となる最小のペナルティー額
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DÉaを，ë1 = ë2 = ëを仮定して求めれば

DÉa =

8>>>><>>>>:
CaJ

JÄCaÄda
（(1Ä P̂ sp )J î Cpの時）

Ca Ä ë(1Äë)J2
JÄCaÄda
（(1Ä P̂ sp )J > Cpの時）

(6.23)

となる（付録6.4）．この結果より，(1Ä P̂ sp )J î Cpが成立する時は，紛争の発生をGCWと同程度に抑制
するために仲裁費用よりも大きなペナルティが必要となる．(1 Ä P̂ sp )J > Cpの場合でも，過誤確率ëが十
分小さければ仲裁費用と同程度のペナルティが必要となる．すなわち，クレーム費用を通じて紛争発生を

抑制することは可能であるが，そのためには法外な額のペナルティーを課すことが必要となる．このよう

な過大なペナルティーに関する合意が法的に支持されるか否かは，なお多方面からの検討が必要である．

6.5.4 DABの過誤確率の効果

以上で考察してきたように，民事訴訟における言いがかり訴訟を抑制するために考案されてきた費用負

担ルールを導入しても，DABの下で生じる紛争数を旧FIDICあるいはGCWにおける紛争数の水準まで

抑制することは難しい．あるいはクレーム費用負担ルールを用いた場合，紛争発生数をGCWの水準まで

抑制することが可能であるが，請負者に非常に高額のペナルティを課徴することが必要となる．このよう

な制度は現実的ではないだろう．そもそも，DAB導入の１つの目的は，仲裁費用を不要にすることにより

紛争費用の低減化を図ることにある．DABの過誤確率が低ければ，紛争費用を効果的に抑制することがで

きる．ここで，１つの思考実験としてDAB（仲裁）が過誤を起こす確率がゼロであり，このことが紛争当

事者の共通知識となっている場合を考えよう．すなわち，ë1 = ë2 = ê1 = ê2 = 0が成立すると考える．こ

の時，紛争当事者の事前の主観的期待は次式で表せる．

Pa = pa; Pp = 1Ä qp (6.24)

また，DABの裁決が提示された後の主観的期待は

P̂ rp = 1 P̂ ra = 0 (6.25a)

P̂ sp = 0 P̂ sa = 1 (6.25b)

と表される．すなわち，DABあるいは仲裁が過誤を起こさない場合，DABと仲裁人は互いに独立な判定

を行うものの，両者の判定は結果的に一致する．したがって，紛争当事者はDABの裁決に常に従うことと

なり，紛争が仲裁に発展することはない．この場合，請負者がクレームをDABに発展させる条件は

paJ > da (6.26)

と表される．一方，旧FIDICで t > tcrが成立する場合や新GCWにおいてクレームが紛争に発展する条

件は

paJ ÄCa Ä da > 0 (6.27)
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と表される．したがって，DABが過誤を起こさない場合でも，旧FIDICの場合やGCWの場合と比較し

て，より多くのクレームがDABに発展することが理解できる．

6.5.5 紛争解決の効率化と今後の課題

命題6.2に示したように，DABの導入によりクレームが紛争に発展する可能性は増加する．しかし，DAB

の信頼性が高ければ，紛争が仲裁に発展する可能性は抑制される．DABの導入により，紛争解決の効率化

が図られるか否かは，工事全体を通じた紛争の発生件数やDABの設置費用，仲裁費用に基づいて算定され

る総紛争費用を比較する必要がある．前述したように，建設契約紛争では，請負者とエンジニアの間で事

前に協議がなされるため，まったく根拠のないクレームが紛争に発展する可能性は少ない．請負者の立場

に立てば，契約条件の変更をめぐるクレームは当然の権利である．また，契約紛争による追加工事費の帰

属問題は，紛争当事者の間での費用負担の問題であり，クレームの正当性を決定する根拠を一意的に決定

することは難しい．しかし，紛争解決が請負者の戦略的な行動によって決定される場合，紛争解決が行われ

たとしても，その正当性には議論の余地が残ろう．旧FIDIC，DAB/DRBの下では，このような戦略的な

行動による紛争が発生する可能性がある．しかし，DAB/DRB，仲裁が過誤を起こさない場合，戦略的行

動による紛争発生を抑制することができる．旧FIDIC，GCWでは，請負者が紛争を仲裁に発展させても

紛争に発展させる意義があると考える場合に紛争が発生する．一般に，仲裁費用は高額であり，旧FIDIC，

GCWの下では規模の大きいクレームのみが紛争に発展する．一方，DAB制度の下では期待利得がクレー

ム費用より大きければクレームがDABに持ち込まれることになる．DAB制度におけるクレーム費用はそ

れほど高額ではない．このため，請負者の立場に立てば，規模の小さいクレームもDABによりその正当性

を判定してもらえる可能性がある．さらに，DABに過誤がなければ，仲裁費用が不要となる．

以上の分析結果に基づけば，紛争解決の効率化を図るためには，クレーム費用負担ルールを導入し紛争

発生を抑制するよりも，DAB，仲裁の判定における過誤を可能な限り減少させる施策が正攻法であると思

われる．なお，DABの判断に過誤がなくても，da = 0が成立すれば，任意のpaに関して常に式 (6.26)が

成立することに留意しよう．すなわち，ありとあらゆるクレームがDABに持ち込まれることになる．した

がって，紛争を効率的に処理するためには，ささいなクレームがDABに持ち込まれないような適正なク

レーム費用daを決定する必要がある．このような最適クレーム費用は，ある特定のクレーム行動の分析に

焦点を絞った本稿の域を超えており，今後の課題としたい．

6.6 結言

本研究では，FIDICにおける請負者のクレーム行動を分析し，クレームが紛争に発展するメカニズムを

分析した．その結果，旧FIDICにおいて，請負者自身が契約紛争に進めるほどのクレームではないと自覚

しながらも，仲裁の誤判定や和解利得を期待してあえて紛争に発展させる場合がありうることが判明した．

さらに，FIDIC改訂によりDAB設置が義務づけられたが，DABや仲裁の誤判定や，発注者が仲裁に進展

しないことを期待した紛争が発生する可能性がある．同様に，DRBに関しても，DRBや仲裁の誤判定や和
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解利得を期待した紛争が発生する．特に，DAB/DRBという第３者裁定の機会を導入することにより，ク

レームが紛争に発展する可能性は増加することが判明した．また，仲裁費用の負担ルールとして英国ルー

ルを採用しても，同様の問題が生じる．クレーム費用負担ルールを導入することにより，紛争の発生を抑

制できるものの多大な罰金を導入することが必要となり，非現実的である．

建設紛争の効率的な解決方法を提案するためには，なお多くの研究課題が残されている．特に，紛争の

発生件数は長期的にはクレーム費用やDAB/DRBの設置費用，仲裁費用に影響を及ぼすことになる．紛争

解決様式の効率性を比較検討するためには，これらの紛争処理費用を含めた総合的な紛争費用を算定する

必要がある．DAB/DRB制度が導入されて日も浅く，本研究で提示した理論仮説を経験的データを用いて

分析できる段階にはない．今後は，紛争処理に関するデータの蓄積をはかり，理論仮説に関して徹底した

実証分析を行う必要がある．また，DAB制度を導入する場合，DAB費用，仲裁費用を同時に考慮したう

えで総費用を最小にするような最適なクレーム費用を決定することが重要な課題となる．最適クレーム費

用ルールを決定する問題は，今後の課題としたい．

付録6.1 旧FIDICの均衡解

図6.2に示すゲームの部分ゲーム完全均衡解40)を求める．まず，PaJ î Caの時，請負者がクレームを紛争
に発展させても請負者が仲裁に行くという脅しは信憑性がなく，発注者は常に和解しようとせず，請負者は

和解利得を得られない．この場合，請負者はクレームを紛争に発展させない．以下ではPaJ > Caの場合に着

目する．1)(PaÄPp)J î Cp+Caの場合 a) sp ï wpかつ sa ï waの場合．a-1) sa > 0の場合には和解が成
立し，請負者は利得 saを得る． a-2) sa î 0の場合は紛争に発展せず請負者は利得0を得る． b) sp < wp，
sa ï waの場合は和解が成立し請負者は利得PpJ + Cp Ä daを得る． c) sp ï wp， sa < waの場合．c-

1) PaJ > Ca+daならば和解が成立し請負者は利得PaJ ÄCaÄdaを得る．c-2) PaJ î Ca+daならば紛争
に発展せず利得0を得る．2) (PaÄPp)J > Cp+Caの場合．PaJÄCa > PpJ+Cp > daよりPaJÄCa > da
が成立．よって仲裁に発展し請負者は期待利得PaJ Ä Ca Ä daを得る．ここで，t < t1 = 1 Ä Ca=Öの時
はSa = PaJ Ä Ca Ä da，t1 î t î t2 = Cp=Öの時はSa = sa = tPaJ + (1 Ä t)PpJ Ä da，t > t2の時は
Sa = PpJ+CpÄdaと表せることに着目しよう．ただし，t = rp=(rp+ra)である．いま，(PaÄPp)J î Cp+Ca
が成立する場合を考える．t1 î t î t2の時はcase 1-a，t > t2であれば case 1-b，t < t1であれば case 1-c
に対応する．saを tの関数と考えればsa(t1) = PaJ Ä Ca Ä da(= wa)が成立．t < t1の時，請負者は少な
くとも和解利得waを保証されている．よって，sa(t1) = PaJ ÄCa Ä da > 0が成立する時，いかなる tに
ついても必ず紛争に発展する．一方，sa(t1) = PaJ Ä Ca Ä da î 0の時，sa(t)が t1 î t î t2において単
調増加，かつ sa(t2) = PpJ + Cp Ä da > 0より，sa(t) = 0は必ず t1 < t < t2の間で解をもつ．この解を
tcr = (ÄPpJ + da)=Öと定義すれば，t > tcrの場合にクレームは紛争に発展する．
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付録6.2 DABモデルの均衡解

DABモデルの均衡解を求める前にP̂ ra < Paを示す．いま，Pa Ä P̂ ra = (pa Ä ~pra)(1Äë1 Äë2)，かつ

pa Ä ~pra =
pa(1Ä pa)(1Äë1 Äë2)
paë1 + (1Ä pa)(1Äë2)

が成立．よって，ë1+ë2 < 1の時P̂ ra < Paが成立．同様に，ë1+ë2 < 1の時P̂
s
a > Paが成立．部分ゲーム完

全均衡解40)を後向き帰納法により求める．ノードDでのDABの裁決に対する発注者，請負者の最適行動を

考える．DABがクレームを支持した場合，請負者はDABの裁決を受け入れる．発注者は，(1Ä P̂ sp )J î Cp
の時和解に応じ，(1 Ä P̂ sp )J > Cpの時仲裁に進展する．つぎに，DABがクレームを棄却した場合，発

注者はDABの裁決を受け入れる．一方，請負者はP̂ raJ î Caの時和解に応じ，P̂ raJ > Caの時仲裁に進

展する．発注者，請負者が獲得する利得を図6.3に示す．以上の部分ゲームの均衡解に基づいて請負者は

ノードCにおいて紛争に進展した場合の期待利得と紛争に発展しなかった場合の利得0を比較し，紛争に

発展すべきかどうかを決定する．以上の結果を整理すれば以下の均衡解を得る．1) (1 Ä P̂ sp )J î Cpかつ
P̂ raJ î Caの場合 ．a) PaJ > daならば和解が成立し請負者は期待利得PaJ Ä daを得る．b) PaJ î da
の場合，ノードCで紛争に発展せず請負者は利得0を得る．2) (1Ä P̂ sp )J î CpかつP̂ raJ > Caの場合．a)
PaJ+(1ÄPa)(P̂ raJÄCa) > daの場合請負者が仲裁に発展させ請負者は期待利得PaJ+(1ÄPa)(P̂ raJÄCa)Äda
を得る．b) PaJ+(1ÄPa)(P̂ raJÄCa) î daの時紛争に発展せず請負者は利得0を得る．ここで，P̂ raJ > Caであ
ることより，PaJ+(1ÄPa)(P̂ raJÄCa) > PaJ．また，P̂ ra < Pa，Ca > daより，PaJÄda > P̂ raJÄCa > 0．よ
って，PaJ+(1ÄPa)(P̂ raJÄCa) > daが常に成立．よって，本Caseの場合は起こり得ない．3) (1ÄP̂ sp )J > Cp
かつP̂ raJ î Caの場合．a) Pa(P̂ saJ ÄCa) > daならば発注者が仲裁に発展させ期待利得Pa(P̂ saJ ÄCa)Äda
を得る．b) Pa(P̂ saJ Ä Ca) î daならば紛争に発展せず利得0を得る．4) (1 Ä P̂ sp )J > CpかつP̂ raJ > Ca
の場合．Pa(P̂ saJ Ä Ca) + (1Ä Pa)(P̂ raJ Ä Ca) = fPaP̂ sa + (1Ä Pa)P̂ ra gJ Ä Ca = PaJ Ä Caが成立．よっ
て，a) PaJ Ä Ca > daの場合発注者，請負者の双方が仲裁に発展させ期待利得PaJ Ä Ca Ä daを得る．
b) PaJÄCa î daの場合紛争に発展せず利得0を得る．ここで，P̂ raJ > Caが成立する時，常にPaJÄCa > da
が常に成り立つと仮定しよう．仮定 (6.15)及びP̂ raJ î Caが成立する場合，請負者がクレームを発生する条
件は，1) Pa(P̂ saJ Ä Ca) > da，2) PaJ > daかつ (1Ä P̂ sp )J î Cpとなる．P̂ raJ > Caの場合，常に紛争に
発展する．

付録6.3 DRBモデルの均衡解

図6.4において1) (P̂ sa Ä P̂ sp )J î Cp + Caかつ (P̂ ra Ä P̂ rp )J î Cp + Ca，つまりDRBがクレームを支持
しても棄却しても和解が成立する場合．a) P̂ saJ î CaかつP̂ raJ î Caの時，請負者の「紛争が決裂した場合
には仲裁に発展させる」という脅しには信憑性がなく請負者は部分ゲームÄs; Ärで和解利得を得ることが

できない．b) P̂ saJ > CaかつP̂
r
aJ î Caの時，請負者は，部分ゲームÄrでは和解利得を得ないが，部分ゲー

ムÄsでは正の利得を得て，初期ノードHにおける期待利得はPaSsa Ä (1ÄPa)da(ï Pa(P̂ saJ ÄCa)Ä da)と
なる．b-1) 0 < Pa(P̂ saJ Ä Ca) î daの時，t >

(da=Pa)ÄP̂ spJ
(P̂ saÄP̂ sp )J

ならば請負者はクレームを紛争に発展させる．
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b-2) Pa(P̂ saJ Ä Ca) > daの時，請負者は必ずクレームを紛争に発展させる．c) P̂ saJ > CaかつP̂ raJ > Ca
の時，請負者は両部分ゲームÄs; Ärにおいて正の和解利得を得て，請負者の初期ノードHにおける期待利

得はPaSsa + (1 Ä Pa)Sra(ï Pa(P̂ saJ Ä Ca Ä da) + (1 Ä Pa)(P̂ raJ Ä Ca Ä da) = PaJ Ä Ca Ä da)である．
c-1) 0 < PaJ ÄCa î daの時，

t >
da Ä PaP̂ spJ Ä (1Ä Pa)P̂ rp J

fPa(P̂ sa Ä P̂ sp ) + (1Ä Pa)(P̂ ra Ä P̂ rp )gJ

ならば請負者がクレームを紛争に発展させる．c-2) PaJ ÄCa > daの時，請負者は必ずクレームを紛争に
発展させる．2) (P̂ sa Ä P̂ sp )J > Cp+Caかつ (P̂ ra Ä P̂ rp )J > Cp+Ca，つまりDRBがクレームを支持しても
棄却しても仲裁に進む場合．初期ノードHにおいて請負者の紛争に発展させた時の利得はPaJ ÄCa Ä da．
Pa > P̂ ra ; P̂

r
aJ Ä Ca > P̂ rp J + Cp > daより，PaJ Ä Ca > daであり，常にクレームを紛争に発展させる．

3) (P̂ sa Ä P̂ sp )J î Cp+Caかつ (P̂ ra Ä P̂ rp )J > Cp+Ca，DRBがクレームを支持すれば和解が成立し，棄却
すれば仲裁に進む．請負者は紛争に発展させればPaSsa +(1ÄPa)(P̂ raJ ÄCaÄ da)(ï PaJ ÄCaÄ da)を得
る．Pa > P̂ ra ; P̂

r
aJÄCa > P̂ rp J+Cp > daより，PaJÄCa > daであり，常にクレームを紛争に発展させる．

4) (P̂ sa Ä P̂ sp )J > Cp+Caかつ (P̂ ra Ä P̂ rp )J î Cp+Ca，DRBがクレームを支持すれば仲裁に進み，棄却
すれば和解が成立する．a) P̂ raJ î Caの時請負者の初期ノードHにおける期待利得はPa(P̂ sa Ä Ca)Ä da．
Pa(P̂ sa Ä Ca) > daならば請負者は必ずクレームを紛争に発展させる．b) P̂ raJ > Caならば請負者は初期
ノードHにおける期待利得はPa(P̂ sa ÄCaÄda)+ (1ÄPa)Sra(ï PaJ ÄCaÄda)．b-1) 0 < PaJ ÄCa î da
ならば，

t >

daÄPa(P̂ saJÄCa)
1ÄPa Ä P̂ rp J
(P̂ ra Ä P̂ rp )J

の時請負者は紛争に発展させる．b-2) PaJ ÄCa > daならば，請負者は必ず紛争に発展させる．式 (6.15)
を仮定するとP̂ raJ > Caの時常にPaJ ÄCa > daが成立．仮定 (6.15)及びP̂ raJ î Caが成立する場合，紛争
が発生する条件は1) Pa(P̂ saJ Ä Ca) > da，2) 0 < Pa(P̂ saJ Ä Ca) î daかつ (P̂ sa Ä P̂ sp )J î Cp + Caかつ
t >

(da=Pa)ÄP̂ spJ
(P̂ saÄP̂ sp )J

となる．また，P̂ raJ > Caの場合，常に紛争に発展する．

付録6.4 費用負担ルールの効果

仲裁費用負担ルールの効果 付録6.2と同じ方法で英国ルール下での均衡解を求める．1) P̂ spJ+ P̂
s
p (Cp+

Ca) ï JかつP̂ raJ î (1Ä P̂ ra )(Cp+Ca)の場合 a) PaJ > daならば和解が成立し請負者は期待利得PaJÄda
を得る．b) PaJ î daの場合，ノードDで紛争に発展せず請負者は利得0を得る．以下，同様に均衡を網羅
的に整理できる（詳細は省略する）．その結果，請負者がクレームを発生する条件は以下のようになる．1)

P̂ raJ > (1Ä P̂ ra )(Cp+Ca)，2) P̂ raJ î (1Ä P̂ ra )(Cp+Ca)の場合．2-a) PafP̂ saJÄ(1ÄP̂ sa )(Cp+Ca)g > da，
2-b) PaJ > da，かつ (1Ä P̂ sp )J î (1Ä P̂ sp )(Cp+Cp)． クレーム費用負担ルールの効果 P̂ raJ > Caの場

合，GCWにおいても常に紛争が発展するため，P̂ raJ î Caの場合のみを考える．(1Ä P̂ sp )J î Cpの時，請
負者がDABに進展することにより獲得できる期待利潤はPaJ Ä (1ÄPa)DaÄda = Pa(J +Da)ÄDaÄda．
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GCWにおいて紛争が発生する最小の主観的期待PÉa = (Ca + da)=Jを上式に代入すれば紛争をGCWと

同程度に抑制しうるDÉa = CaJ=(J Ä Ca Ä da)を得る．J Ä Ca Ä da < JよりDÉa > Caが成立．また，

(1Ä P̂ sp )J > Cpの時，請負者がDABに進展することにより獲得できる期待利潤はPa(P̂ saJ ÄCa)Ä da．同
様にDÉa = Ca Ä ë(1Äë)J2

JÄCaÄda．

参考文献

1) 小林潔司, 大本俊彦, 横松宗太，若公崇敏: 建設請負契約の構造と社会的効率性，土木学会論文集,

No.688/IV-53, pp.89-100 , 2001.

2) 大本俊彦，小林潔司，若公崇敏: 建設契約におけるリスク分担，土木学会論文集，No.693/VI-53,

pp.205-217, 2001．

3) Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils: Condition of Contract for Works of Civil En-

gineering Construction, Part 1 General Conditions, Fourth edition, 1987.

4) Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils: Condition of Contract for Building and Engi-

neering Works Designed by the Employer, First edition, 1999.

5) 大本俊彦，小林潔司，大西正光：建設契約紛争における和解と仲裁，土木学会論文集，No.693/VI-53,

pp. 231-243, 2001．

6) 中央建設業審議会: 公共工事標準請負契約約款, 改訂版, 1989.

7) 中央建設業審議会: 公共工事標準請負契約約款，再改訂版，1995.

8) Posner, R.: Economic Analysis of Law, 4th ed., Little, Brown, 1992.

9) Epstein, R.: Simple Rules for a Complex World, MIT Press, 1995.

10) Miceli, T. J.: Economics of the Law: Torts, Contracts, Property, Litigation, Oxford University

Press, 1997, 細江守紀監訳: 法の経済学, 九州大学出版会, 1999．

11) Huber, P.: Liability: The Legal Revolution and its Consequences, Basic Book, 1990.

12) Olson, W.: The Litigation Explosion, Dutton, 1991.

13) Howard, P.: The Death of Common Sense, Random House, 1994.

14) Png, I.: Strategic behavior in suit, settlement, and trial, Bell Journal of Economics, Vol. 54, pp.

539-550, 1983.

15) Cooter, R. and Ulen, T.: Law and Economics, Harper Collins, 1988.

16) Cooter, R. and Rubinfeld, D.: Economic analysis of legal disputes and their resolution, Journal of

Economic Literature, Vol. 27, pp. 1067-1110, 1989.

17) Katz, A.: The eãect of frivolous litigation on the settlement of legal disputes, International Review

of Law and Economics, Vol. 10, pp. 3-27, 1990.

18) Hylton, K.: Costly litigation and legal error under negligence, Journal of Law Economics and

Organization, Vol.6, pp. 433-452, 1990.

110



19) Rosenberg, D. and Shavell, S.: A model in which suits are brought for their nuisance value,

International Review of Law and Economics, Vol. 5, pp. 3-13, 1985.

20) Bebshuk, L.: Suing solely to extract a settlement oãer， Journal of Legal Studeis, Vol. 17, pp.

437-450, 1988.

21) Danzon, P.: Contingent fees for personal injury litigation, Bell Journal of Economics, Vol. 14,

pp.213-224, 1983.

22) Thomason, T.: Are attorneys paid what they're worth? Contingent fees and the settlement process,

Journal of Legal Studies, Vol.20, pp.187-223, 1991.

23) Rubinfeld, D. and Scotchmer, S.: Contingent fees for attorneys, An economic analysis, Rand

Journal of Economics, Vol. 24, pp.343-356, 1993.

24) Polinsky, A. M. and Rubinfeld, D.: Sanctioning frivolous suits: An economic analysis, Gergetown

L. R., Vol. 82, pp. 397-435, 1993.

25) Miceli, T.: Do contingent fees promote excessive litigation?, Journal of Legal Studies, Vol.23, pp.

211-224, 1994.

26) Shavell, S.: Suit, settlement, and trial, A theoretical analysis under alternative methods for the

allocation of legal costs, Journal of Legal Studies, Vol. 11, pp. 55-81, 1982.

27) Muthoo, A.: Bargaining Theory with Application, Cambridge University Press, 1999.

28) Rubinstein, A.: Perfect equilibrium in a bargaining model, Econometrica, Vol. 50, pp.97-110, 1982.

29) Busch, L.-A. and Wen, Q.: Perfect equilibria in a negotiation model, Econometrica, Vol.63, pp.

545-565, 1995.

30) 大本俊彦，松久保徹郎：海外工事とクレーム，基礎工，Vol. 24， pp. 16-21， 1996.

31) 大本俊彦：建設契約におけるエンジニアの役割，土木学会誌，No. 4， pp.59-61， 1995.

32) 大本俊彦によるDRBF European Conference (London, 2001.6.16-17)でのヒアリングに基づく．

33) Landes, W.: An economic analysis of the courts，Jounral of Law and Economics, Vol.14, pp.

61-107, 1971.

34) Gould, J.: The economics of legal conçicts, Journal of Legal Studies, Vol.2, pp. 279-300, 1973.

35) Bebshuk, L.: Litigation and settlement under imperfect information, Rand Journal of Economics,

Vol.15, pp. 404-415, 1984.

36) Nalebuã, B.: Credible pretrial negotiation, Rand Journal of Economics, Vol.18, pp. 198-210, 1987.

37) Schweizer, U.: Litigation and settlement under two-sided incomplete information, Review of Eco-

nomic Studies, Vol.56, pp.163-178, 1989.

38) Spier, K.: The dynamics of pretrial negotiation, Review of Economic Studies, Vol.59, pp.93-108,

1992.

111



39) Shavell, S.: Suit versus settlement when parties seek nonmonetary judgements, Journal of Legal

Studies, Vol.22, pp.1-13, 1993.

40) 岡田章：ゲーム理論, 有斐閣, 1996.

112



7 PFI事業のための破綻処理手続きに関する研究

7.1 緒言

民営会社が財務的に破綻した場合，その会社は清算されるか，あるいは再生手続きを経て事業が継続さ

れるかのいずれかが選択される．会社法の経済学における一般的な見解1)によれば，会社の清算／再生の

決定は会社の継続価値に基づいて判断すべきであるとされる．すなわち，会社の継続価値が清算価値を上

回っていれば継続されるべきであり，その逆であれば清算されるべきである．民営会社が破綻すれば，債権

者が事業を清算するか，あるいは継続するかを決定する．債権者の視点から見た会社の継続価値とは，運

営を継続した場合に会社が将来に生み出す収益の現在価値を意味する．会社の継続価値が，会社が将来生

み出す収益の現在価値（すなわち，発行株の総価値）と一致している場合，債権者の意思決定により事業

の効率的な破綻処理が実施される．

一方，PFI（Private Finance Initiative）事業では，民間資金によって設立された企業体（以下，PFI事

業者と称す）が施設の整備及び運営を行い，サービス提供の対価によって資金を回収する．PFI事業者が

民間資金によって設立され，収益による資金回収を行うという仕組みにおいては，通常の民営会社と相違

はない．しかし，対象となる事業の内容が国民の生活基盤となるようなインフラストラクチャ（以下，イ

ンフラと略す）の整備及び運営である場合には，仮に日々の生活に不可欠なインフラサービスの提供が中

断に追い込まれるような事態に至れば，甚大な社会的損失が発生する可能性がある．インフラ施設の利用

者にとって最も重大なリスクは，事業者が財務的に破綻に陥り，サービスが安定的に供給できなくなると

いう事態に陥ることであり，その安定的な供給は通常の民営会社よりも強く要求される．その反面，社会

的観点から観た場合，過度なサービス内容の提供や非効率な事業については，確実に事業を停止できるよ

うな仕組みも当然必要である．

わが国でも，不良債権処理と関連して，破綻した民営会社の効率的な事業再生が不可欠となり，倒産法

制の整備が急速に進展している．既往の事業再生制度の下では，破綻後の事業再生が必ずしも効率的に行

われないことが指摘されている．さらに，破綻した民営会社の清算，あるいは事業再生制度のあり方は，

破綻前の会社のリスクマネジメント行動にも影響を及ぼすことになる．したがって，民営会社における破

綻前の企業行動と破綻後の事業再生の双方の効率化に資するような事業再生制度の整備が求められている．

このような民営会社の事業再生の効率性の問題は，PFI事業においても無縁ではない．

以上の問題意識の下に，本章では，民営会社が提供するサービスとPFI事業者が提供するサービスの特徴

が本質的に異なることに着目し，PFI事業が財務的な困難に直面したときの効率的な事業再生手続きに関し

て考察する．その際，民営会社のための効率的な事業再生手続きとしてBebchuk-Aghion-Hart-Moore2);3)

が提案したモデル（以下，BAHMモデルと呼ぶ）を拡張し，PFI事業のための効率的な事業再生手続きを

提案する．
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7.2 本章の基本的考え方

7.2.1 我が国の倒産法制

現行の倒産法制の下では，会社が財務的な困難に陥り，負債契約の債務不履行が発生した場合，会社の

所有権が株主から債権者に移転する．この場合，債権者が複数存在すれば，債権者による会社の残余価値

を巡る取り付けが生じ，継続価値が清算価値を上回る会社であっても，その価値が散逸する事態に陥る危

険性がある．また，債権者が担保の獲得を巡り競い合ったり，担保設定をしていない債権者が企業資産を

売却する許可を得るために訴訟を起こす可能性もある．倒産法制は，以上のような事態を防止し，会社の

所有権及び経営決定権の公正な分配を実現することを目的とする1)．

わが国における会社の再生を前提とした主な倒産法制として，１）会社更正法，２）民事再生法がある．

これらのほかにも「商法の会社整理」があるが，民事再生法に対して優位性が存在しないため，現在では

ほとんど適用事例がない4)．戦後，わが国では長らく会社の倒産や事業再生が深刻な社会的問題にならな

かったため，倒産法制に関して抜本的な改正は実施されなかった．しかし，近年の会社倒産数の増大や不

良債権問題を背景として，事業再生の効率化を促進するための倒産法制の整備が重要な課題となった．特

に，破綻した会社を迅速に再建するためには，公正かつ効率的な再生手続を整備することが必要となる5)．

そのため，平成8年に倒産法制の見直しが検討され，旧和議法に代わり，平成12年に新しく民事再生法が

施行された．その結果，１）再生申し立ての手続きの迅速化，２）担保権消滅請求制度の導入，３）債務

者である経営者がみずから再生手続きを申請でき，かつ申請後にもその地位にとどまり続けることができ

ることになった．一方，事業再生に会社更生法を適用する場合，会社更生において担保権は別除権として

取り扱われず，担保権者も更生計画に中に取り込まれる．そのため，資産に担保権が設定されていること

より，法的な保護により資産の流出を防ぐことが可能となる．その反面，再生手続きに時間を要するため

機動性に難があった．このことを背景として，平成14年に会社更生法も全面的に改正され，再生手続きの

合理化が図られた．

7.2.2 従来の研究概要

わが国の再建型倒産法制は米連邦破産法第11章（以下，Chapter 11）の流れを汲んでおり，請求順位の

異なる債権者が交渉によって，会社の清算・継続に関する決定，および，企業価値の分配を行うことを前

提としている．しかし，交渉による合意形成を基本とする破綻処理プロセスでは，再建手続きにかなり時

間を要するために，この間に経営者のモラルハザードが発生したり，会社が供給する財やサービスに対す

る需要が減退することにより，多大な経済的損失が発生する可能性がある6)．その結果，最終的に合意さ

れた再建計画が，再建後の企業価値の最大化を達成できない事例も多々起こりうる．近年のわが国におけ

る倒産法制の改正は，倒産法制の機動性を増すことに重点が置かれており，Chapter 11が抱える構造上の

問題点が克服されたわけではない．

近年，Bebchukはこのような米国の交渉型倒産法制が抱える本質的な問題点を経済学的な視点から分析
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し，利害対立を克服するための再生手続きモデルを提示した2)．その後，Aghion, Hart，MooreがBebchuk

モデルを拡張した破綻処理手続きモデル3);7)を提案している．これら２つの研究は破綻処理に関する基本

的モデルとして評価され，BAHMモデルと呼ばれるにようになった．一方，わが国においても民営会社の

より望ましい破綻処理手続きに関する研究が進展しつつあり1);8)，BAHMモデルをわが国の倒産法制に導

入する検討も為されている5)．また，コーポレートガバナンスの観点から事業破綻処理手続きのあり方に

関する研究が着目されており9)，わが国におけるメインバンクによる破綻処理手続きがBAHMモデルと同

様の効果を有していることが明らかにされた10);11)．しかし，メインバンクシステムは事業破綻処理を本来

的な目的とするものではなく，またメインバンクシステム自体が有する問題点も指摘されている．このこ

とから，わが国でもメインバンクシステムに代わる事業破綻処理手続きが検討されるようになった．この

ようにBAHMモデルは事業破綻処理の基本的シナリオを提供するものではあるが，企業価値が当該会社が

発行する株価総額に一致するような純粋な民営会社の効率的な再生手続きを提示している．しかし，PFI

事業では，事業者は公共的サービスを提供していることから，BAHMモデルの再生手続きをそのまま適用

することはできない．本研究では，インフラの整備及び運営を対象としたPFI事業特有の性質を考慮した

事業再生手続きを提案することを目的とする．

7.2.3 倒産法制における非効率の発生構造

負債契約の債務不履行は，経営決定権が株主から債権者へ移転する契機となる12)．債務不履行が発生し

た場合，債権者は次の２つの決定を行う．１つは，「誰がどれだけの債権を放棄すべきか」といった企業価

値の分配の決定と，もう１つは，「会社を清算するか継続するか」，「継続するのであれば誰が経営するの

か」，あるいは「どのような再建計画を立てるか」といった将来の方針に関する決定である．このような事

業破綻処理に関する意思決定問題において非効率が発生する理由は，請求順位の異なる債権者が，以上の

２つの破綻処理に関する基本方針に対して合意を形成するという手続きの問題に帰着する．すなわち，請

求権の優先順位が高い優先債権者は，自らの債権をできるだけ確実に回収することを目的とするため，収

益のアップサイドリスク（より大きな収益を獲得できる，しかしリスクの大きい再建計画）に興味を示さ

ない．むしろ，優先債権者は，リスクができるだけ小さい再建計画を選好する可能性が大きい．一方，請

求権の優先順位が低い劣後債権者は，収益が大幅に増加する再建計画ほど，債権を回収できる可能性が生

まれる．このことより，劣後債権者は，収益のアップサイドリスクを求めて，よりリスクの大きい再建計画

を選好するであろう．このように，債権者間における優先劣後構造は，請求権の優先順位が異なる債権者

間で再建計画に関する選好の相違を生み出す．このように，現行の破綻処理手続きでは，企業価値の分配

の問題と将来の会社のアクションに関する債権者間のコンフリクトが顕在化する可能性が高い．Bebchuk

and Chang13)は，交渉型破綻処手続きでは，優先債権者への支払いが完済されていないときでさえ，劣後

債権者に企業価値の一部が帰属する可能性があることを示した．

会社の継続価値を客観的に評価できない場合には，事業再生過程における債権者間のコンフリクトがさ

らに増幅する可能性がある．わが国の会社更生法では，管財人が同法177条に基づき，会社財産の価額の
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評定を行い，同法124条の2に基づき更生担保権にかかる担保物の評定を行う．管財人の評価価額は継続

会社の価値として評定される．しかし，客観的根拠に基づいた会社の継続価値を算出することは事実上不

可能であり，債権者間で再建計画の合意を形成するために多大な時間を要する場合が少なくない．再建期

間中は経営方針も明確でなく，抜本的な再建政策が講じられるわけではないので，合意形成が遅れれば重

大な経済損失が発生することになる．また，合意形成に到達するために，契約上の相当程度に優先順位が

低いクラスの債権者に対しても企業価値の分配を行ったり，再建計画が望ましいものから歪められ，本来

あるべき企業価値が毀損される場合が少なくない．さらに，弁済の優先順位が厳密に守られない場合には，

金融機関が貸付を躊躇したり，不正手段によって倒産を働きかけたり，逆に倒産を回避しようとする機会

主義的な行動が生じる危険性も発生する14)．このような観点から，Hartは望ましい事業再生手続きが満足

すべき効率性条件として，以下の３つを指摘している．

è 再建会社の価値を最大化し，既存の請求権者の受取額を最大化する効率的な再建計画を実現する．

è 破綻した状況において既往の経営者が適切なペナルティーを受けることによって，負債の経営者に

対する自己規律（bonding）機能を維持する．しかし，如何なる手段を用いてもこれを避けることが

できないような厳しいペナルティーを有してはならない．

è 優先順位の高い者が弁済を受けた後に，次に優先度が高い者が弁済を受けるという絶対優先の原則

が遵守される．

7.3で紹介するBAHMモデルは，以上の条件をすべて満足することが保証される．この意味で，現在提案

されている破綻処理手続きの中では最も効率的な方法であることが理論的に証明されている．

7.2.4 プロジェクトファイナンスによる資金調達

倒産した会社の事業再生にどのようなステークホルダーが関与するかは，その会社がどのような方法で

資金調達を行ったかによって決まる．PFI事業の資金調達ではプロジェクトファイナンス方式が採用され

る場合が多い．プロジェクトファイナンス方式は特定の事業のみを行うことにコミットメントした特別目

的会社（Special Purpose Company）を立ち上げ，借入金の返済原資はプロジェクトから生まれるキャッ

シュフローのみに依存する．したがって，仮に事業が失敗した場合にも，債権者はスポンサーである親会

社に返済を求めることができない（Non-Recourse：不遡及と呼ぶ）．ただし，実際上は，スポンサーが事

業に精通している場合が多く，建設あるいは運営面で何らかの財務的支援を行うLimited Recourse（限定

遡及）の場合が少なくない15)．

インフラサービスの供給を目的としたPFI事業における物的資産は，当該の事業を継続しない限り，価

値を生み出さないため，物的資産のみを担保としたとしてもその清算価値はほぼゼロに等しい．さらに，プ

ロジェクトファイナンス方式を採用する場合には，プロジェクトから生まれるキャッシュフローのみが返

済原資である．したがって，プロジェクトファイナンス方式の場合，事業の当初から破綻後においても会

社を継続することを想定し，債権者がプロジェクトのキャッシュフローの構成要素である資産（土地・建
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物・工場等の不動産，借地権，動産），諸契約上の権利，プロジェクト関係口座ならびに株式に担保権を

設定するのが通常である16)．

現在までに行われているPFI事業においては，その資金調達手段として複数の金融機関による協調融資

（シンジケートローン）が採用される場合が多い．シンジケートローンを採用する場合，破綻時の処理は案

件ごとに異なるものの，リスクが貸付額に応じた按分配分原則によってシェアされるため，少なくとも優

先劣後構造に伴うリスク選好の相違による利害対立は生じないと考えられる．また，ボンドによる資金調

達を行うためには，格付の取得が必要であるが，特に，既存の事業運営ではなく，新しく不動産の開発や

都市再開発を行うような開発型PFI事業の場合，格付の技術はまだ発展段階であり，現状ではローンによ

る資金調達が主流である．しかし，近年，メザニン・ファンド（Mezzanine Fund）のように，債券と株式

の中間的な証券（中リスク中リターンの金融商品）の市場が発展しつつあり，PFI事業においても資金調

達手段の多様化が図られるようになってきた18)．メザニン・ファンドを導入した場合，債権者間の優先劣

後構造が存在するため，7.2.3で説明したような問題が発生する可能性があり，適切な事業再生手続きを検

討する必要がある．

前述したように，プロジェクトファイナンスでは破綻後における事業の継続を前提する場合が多い．こ

のため，担保権の設定は事業破綻後における会社の換価価値を事前に獲得しておくことを目的とするので

はなく，むしろ第三者による会社の構成要素の差押さえ等の権利行使を排除し，会社の事業継続を容易に

することを目的としている．このようなプロジェクトファイナンスの趣旨を生かすためには，担保権保有

者が事業破綻処理において常に第１位の優先順位を確保していることが重要である16)．仮に，第２位以下

の担保権を設定する場合には，融資契約において否定的誓約（Negative Covenants），すなわち本件事業

以外の事業遂行の禁止，事業内容の変更の禁止等の規定を設け，担保権の実行に関して後順位担保権者の

干渉を排除することが不可欠である．このような担保権設定が実現すれば，仮に事業が破綻した場合でも，

優先順位が高い債権者が会社の全ての資産及び債権質を保有する（100％株主になる）ことが可能となる．

また，以下で検討するBAHMモデルの手続きと親和性が高く，プロジェクトファイナンスによる事業に

BAHMモデルの手続きを導入する抵抗はそれほど大きくない．

7.2.5 PFI事業者の破綻処理の特徴

PFI事業会社が民間資金によって設立され，収益によって資金回収を行う仕組みは民営会社と相違ない．

しかし，多くのPFI事業はインフラの整備及び運営を目的とする．したがって，PFI事業の破綻処理にお

いては，通常の倒産法制が想定する民営会社の破綻処理とは重大な相違点が存在する．倒産法制では，債

権者の意思により事業の継続の有無が決定されるが，そこにはキャッシュフローから算定される企業価値と

会社がもたらす社会的な価値が一致するという基本的な前提が存在する．一方，PFI事業では，PFI事業

者が回収できない外部経済が発生するという市場の失敗が生じる．したがって，効率的資源配分を達成す

るためには，公共主体による補助金の給付や規制等の市場介入が不可欠となる場合が多い．さらに，PFI

事業権契約が事業者間の競争を通じて締結されることを考えると，事業の社会的経済価値は，PFI事業者
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が受け取るキャッシュフローを上回っていると考えるのが自然である．

PFI事業では公共主体による直接的な支払いや金銭的支援が前提となっており，PFI事業者の企業価値は

事業権契約で規定されるサービス対価や補助金の額に大きく左右される．仮に公共主体が事業権契約の締

結後に事業権契約におけるサービス対価や補助金の額の変更を認めれば，その時点でPFI事業者の企業価

値は変化する．換言すれば，PFI事業が破綻した場合においても，公共主体の意思によりPFI事業者の事

業価値を変化させることが可能である．一方，多数のステークホルダーと取引を行っている民営会社の場

合，事業破綻後に個別のステークホルダーと取引契約に関して再交渉することは実質上不可能である．こ

のように，PFI事業では，取引相手である公共主体との契約の再交渉が可能であり，この点で民営会社を

対象とした事業再生手続きと異なった再生手続きを設計することが必要となる．のちに，7.4において，民

営会社とPFI事業者の再生手続きの相違点をより詳細に検討し，PFI事業者を考慮した事業再生手続きを

提案する．

7.3 BAHMモデルによる事業再生手続き

7.3.1 Bebchukモデルの重要性

交渉型手続きと呼ばれる米国のChapter 11による破綻処理は，7.2.3で言及したような非効率性を有し

ており，わが国の倒産法制も同様の問題を抱えている．この問題に対して，Bebchukは１つの有力な再生

手続きモデル2)を提案した．Bebchukは「事業再生」のメカニズムについて，「会社を既存の参加者（会社

債権者及び株主）に対して売却することに他ならない」と解釈する．すなわち，事業再生とは，既存の参

加者である債権者及び株主が，既存の請求権及び持分権を会社に支払うことと引き替えに，再生後の会社

のチケット（再生後の会社への請求権または株式）を受け取ることと同義である．Bebchukが提案した再

生手続き（以下，Bebchukモデルと呼ぶ）は，再生後の企業価値の分配問題を最優先課題として位置づけ，

その解決方策を見い出すことを主要な目的としている．Bebchukモデルでは，債権者及び株主が，自己が

有する請求権あるいは持分権を再生後の会社に形式的に譲与するとともに，その優先順位に応じて再生後

の会社の請求権または株式を得ることになる．実際には，債権者の優先順位を確定する作業に時間を要す

ることもあるが，各債権者における請求権の額及び優先順位が確定している限り，効率的な事業再生が可

能となる．Bebchukモデルの詳細は参考文献2)に譲るが，以下では単純な例を用いてその基本的な考え方

を説明する．

7.3.2 Bebchukモデルの概要

図7.1に示すように，会社の請求権者には３つのクラスである優先債権者（クラスA），一般債権者（ク

ラスB），株主（クラスC）が存在し，それぞれ100人で構成されていると考える．クラスA及びBの債権

者は，１人あたり１ドルの請求権を有し，クラスA全体で100ドル，クラスB全体で100ドルの請求権を

有している．クラスCの株主は１人１株を保有している．再生後の会社（RC：Reorganization Corporate）

の資本は全体で100ユニットで構成されているとする．1ユニット当りの価値をVドルとする．再生後の会
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図7.1 BAHMモデルの概略図

社の価値は100Vドルとなり，事業再生手続きにおける分配は，新会社の価値100Vドルをどのように各ク

ラスの債権者と株主の間で分配するかという問題に帰結する．新会社の価値を請求権者の優先順位に従っ

て分配すれば，V î 1の場合，100ユニットの価値全てがクラスAの債権者に分配され，その他のクラス
には全く分配されない．1 < V î 2の場合，クラスAは100ドルが分配され，残余の (100V Ä 100)ドルが
クラスBに分配される．V > 2の場合，クラスA及びクラスBにはそれぞれ100ドルずつ分配され，クラ

スCには残余の (100V Ä 200)ドルが分配される．以上はVの値を客観的に評価でき，かつ新会社の価値を
優先順位に従って公正に分配した結果である．しかし，現行法の下ではVを客観的に評価できず，しばし

ば優先順位に忠実に従わない価値分配が行われている．

Bebchukは各クラスに価値そのものを分配するのではなく，各参加者が上記のように分配される価値を

得ることができるコール・オプションを付与することにより，会社の価値100Vドルの客観的評価の問題を

回避できる方法を示した．すなわち，クラスAの優先債権者の権利とは，1ドルの弁済を受けることによ

り償還されるものであり，償還されない場合には，1ユニットを受取りVドル相当の価値を受け取る．クラ

スBの債権者は，各1ドルの弁済を受けることにより償還されるものであり，償還されない場合には，1ド

ル支払うことによって1ユニットを取得するコール・オプションを行使することができ，(V Ä 1)ドル相当
の価値を受け取ることになる．クラスCの株主は，更生会社の株式1ユニットを2ドルで取得できるコー

ル・オプションを得ることと同義であり，コール・オプションを行使すれば，(V Ä 2)ドルの価値を受け取
ることになる．コール・オプションを用いれば，客観的にVを評価することなしに，各クラスの債権者の

判断のみによって価値分配が決定されるため，各参加者が客観的に企業価値を計測できないことで見解の

相違が生じたり，戦略的に用いたりすることによる遅延が解消できる．ところが，債権者が正しく企業価

値を評価できない場合には，実際に企業価値が高い場合にも，会社が清算される可能性がある．このよう

にBebchukが提案したモデルにおいては，「企業価値を正しく評価するためには，会社に関する十分な情報

が必要となる」という情報制約を緩和するための方策が含まれていない．
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7.3.3 BAHMモデルによる再生手続き

7.3.2で示したBebchukモデルは，事業再生の交渉過程における利害対立によって発生する非効率を緩

和することに成功している．しかし，請求権者が破綻した会社の将来価値を判断するためには，再建のた

めの将来の代替案等に関して十分な情報を保有しなければならない．そこで，Aghion，Hart，Moore3)は，

以上のような債権者が正しい企業価値を判断するための情報制約の問題を緩和するため，再建計画の過程

に入札という制度を導入した．このモデルがBAHMモデルと呼ばれているものである．BAHMモデルで

は，以下に示す手続きで事業再生が行われる．概略図を図7.1に示す．

第１段階：全ての負債が資本に転換され，資本割合が100％の会社（New all-equity company）となる．本

会社は，裁判所等により監理される．

第２段階：会社の資産に対する入札が勧誘されると同時に，劣後債権者へのコールオプションの割当て作

業を進める．

第３段階：募られた入札の内容が公開され，請求権者が審査するために一定の期間をおき，コール・オプ

ションの行使が行われる．

第４段階：決定したシェアホルダーが入札で募られた再建計画についての投票を行い，承認された入札の

再建計画に従って運営が継続される．一方，最終的に清算が議決されれば，清算手続きに入る．請求権者

が破綻した会社の将来価値を判断するためには，再建のための将来の代替案等に関して十分な情報を保有

しなければならない．BAHMモデルの価値は，再建計画を決定するために，入札で提案された代替案から

投票で決めるという手続きを導入したことにあるのではない．もし，このような手続きがなくとも，新し

い経営者を決定する際に投票が行われるからである．むしろ，BAHMモデルの意義は，債権者がオプショ

ンを行使する第３段階より以前の第２段階において企業価値を決定するために入札を行う点にある．これ

により，債権者がオプションを行使する第３段階において，会社の価値を正しく判断するための情報が提

供され，情報制約の問題が緩和される17)．したがって，BAHMモデルは，客観的な企業価値判断という問

題を避け，かつ，事後的に事業価値を最大化する再建計画が選択される．また，絶対優先原則も厳密に遵

守される．さらに，企業が破綻した場合には，経営者を置き換えるための入札が行われるものの，既存の

経営者も参加できるので，経営者には適度なインセンティブを付与することにも成功している．この意味

で，BAHMモデルはHartが指摘する効率性基準を全て満足する．

7.3.4 プロジェクトファイナンスとBAHM手続き

BAHMモデルの考え方をプロジェクトファイナンスにおける事業破綻処理に適用できる．現行のプロ

ジェクトファイナンスにおける担保権の考え方においては，事業が破綻したとき，優先債権者は事業経営

に関わる意志決定権に関して優先債権者以外の第三者の権利行使を完全に排除できることを想定している．

このため，優先債権者が担保権を行使すれば，優先債権者が事業の経営権について100％の権限を有するこ

とになる．しかし，一方，劣後債権者も新しい会社の価値を享受する権利を有しており，現行の担保権の
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考え方では劣後債権者の経営決定に関する権利を十分に保証しているとは言えない．そこで，プロジェク

トファイナンスにおける事業再生手続きにBAHMモデルを適用すれば，この問題を解決することが可能と

なる．すなわち，優先債権者の負債を資本に変換し，劣後債権者には優先債権者の負債残高に一致する行

使価格のコールオプションを付与すれば，絶対優先の原則を維持しつつ，劣後債権者の権利も保証するこ

とが可能となる．このように，BAHMモデルはプロジェクトファイナンスにおける担保権設定の考え方と

整合性を確保することが可能であり，プロジェクトファイナンスとの親和性が高い破綻処理手続きである．

7.4 PFI事業のための事業再生手続

7.4.1 PFI事業の効率的な再生過程

インフラ資産は，ある特定の目的に供されて初めて価値を生み出すという性質を有している．例えば，道

路施設をそれ以外の目的に利用しても価値はほとんどないであろう．事業を中止し，清算することによる

価値は極めて小さい．インフラ資産が有するこのような性質は資産特殊性と呼ばれる．したがって，資産

特殊的なインフラ資産の運用に関わるPFI事業の破綻処理における選択肢としては，１）インフラの維持

管理を行い事業運営を継続するか，２）維持管理を行わずインフラを破棄するか，の２通りしかない．PFI

事業の維持管理運営段階においては，建設投資額がすでに埋没しており（すでに執行されており），維持

管理運営に要する費用が事業運営の継続による社会的便益を上回る場合には，事業運営を中止することが

社会的にも効率的となる．

民営会社を対象とした会社再建手続きの目的は，「民営会社の社会的価値は，その会社が将来にわたり生

み出すキャッシュフローの現在価値と等しい」という前提の下で，会社の再生に関する効率的な意思決定を

実現するところにある．ところが，PFI事業が生産するインフラサービスは，PFI事業者に帰属しない外

部経済性をもたらしており，事業の社会的価値は事業者が獲得する将来キャッシュフローの現在価値とは

必ずしも一致しない．さらに，PFI事業者は潜在的な事業者間の競争を得て事業権を獲得するものであり，

公共主体のサービス対価としての支払額は，事業が生み出す価値をベースとして決まるのではなく，むし

ろサービス提供に必要な費用を勘案した結果として決まる．換言すれば，PFI事業者が得る収益は競争を

経た事業権契約によって規定されるのであり，PFI事業者が受け取るキャッシュフローは，事業が生み出す

社会的な価値よりも小さい場合が多い．そのため，民営会社の事業再生手続きのように，会社が得るキャッ

シュフローのみに依存した事業の清算および継続の意思決定は，社会的に非効率的な結果を招く可能性が

ある．PFI事業の継続・清算に関する意思決定は，むしろ外部経済性等も考慮した事業の社会的価値に基

づくべきである．

本来，インフラは個人あるいは法人が保有するものではなく，人々の集合的利用に供せられる集合的資

本である．公共主体は国民（または，住民）の代表者として，インフラの建設・運営に関わる最終的な意

思決定権限を保持すべきである．そのため，PFI事業の執行において，公共主体との交渉や相対取引が重

要となる．この点が，サービスの対価を市場における無数の消費者から得るという通常の民営会社とは異

なる．会社が無数の消費者に対して財やサービスを供給している場合には，いずれの市場環境であろうと

121



PFI事業者の破綻

既存事業者
による運営

新規事業者
による運営
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可能な運営方式
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Yes No

継続 中止

PFI事業者の破綻

既存事業者
による運営

新規事業者
による運営

公共直轄
による運営

可能な運営方式

最も効率的な運営方式

維持管理運営費≦社会的便益

Yes No

継続 中止

図7.2 PFI事業の再生シナリオ

民営会社は利潤を最大化するために価格を設定し，消費者はその財やサービスを購入するか否かを決定す

れば十分である．したがって，民営会社が破綻した場合にも，財やサービスの取引相手である消費者と再

交渉することは実質的に不可能である上に，市場が完全であれば再交渉が可能であっても継続価値が正で

ない民営会社は継続できない．

一方，サービス購入型あるいはジョイントベンチャー型のPFI事業では，サービス取引が通常の民営会

社とは異なり相対取引となるために，事業が破綻した場合にも，事業権契約で規定されるサービス対価や

補助金の額を変更することにより，PFI事業者にとっての企業価値を変化させることができることが可能

である．PFI事業者が受け取るサービス対価が事業の社会的価値を下回る場合には，公共直轄運営よりも

民間運営が効率的である限り，事業権契約を変更することによる継続が正当化される．この点は，民営会

社の破綻処理を想定した場合と大きく異なる．PFI事業が継続される場合にも，VFMの観点からも事業ス

キームの見直しがされるべきであろう．すなわち，代替の事業者が見つからない場合や，公共が直轄で運

営する方が効率的な場合にはPFIによる運営を中止し，公共主体が直轄で運営する方式に切り替えること

も考えられる19)．

一般に，PFI事業者が破綻した後の再生シナリオは，図7.2のようにまとめられる．まず，インフラ資産

の特殊性のために，何らかの方式で事業の運営を継続することによる社会的便益が維持管理運営費用を上

回るのであれば，事業は継続されるべきである．そのとき，VFMの観点からPFI事業による運営を維持す

るのか，あるいは公共直轄方式に切り替えるかの選択が行われる．一方，事業を継続することによる社会

的便益が維持管理運営費用を下回るのであれば，その事業は中止されるべきである．ただし，本研究では，

事業を継続する場合に，効率的な事業スキームを再設計する問題（すなわち，PFI事業の継続か公共直轄

方式かを選択する問題）については言及しないこととする．
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7.4.2 介入権と解除権の役割

現行のPFI事業の事業破綻処理に関しては，「契約に関するガイドライン20)」において次のように規定さ

れている．「選定事業者（すなわち，PFI事業者）の破産，会社更生，民事再生，会社整理もしくは特別清算

の手続きの開始またはこれに類似する手続きについて選定事業者の取締役会でその申立てを決議したとき，

または第三者によってその申立てがなされたときは，選定事業者が選定事業を継続することが不可能な程

度に経済的に破綻しており，かつ選定事業者による選定事業の修復が不可能であるため，管理者等（すな

わち，公共主体）により解除事由となる．」PFI事業者が財務的に困難な状況に陥れば，事業権契約で規定

されるサービス水準を満たす運営がいずれ不可能になると考えられ，サービス提供の安定性が著しく脅か

される．そのため，安定的なサービス提供を行うために，公共主体が既存の事業者との契約を解除し，新

たな事業者に事業を引き継がせるための意思決定を速やかに行うことが必要となる．したがって，PFI事

業者が財務的に行き詰まり，安定したサービス提供ができない場合には，ガイドラインに規定されるよう

に公共主体が事業権契約の解除権を取得することになる．事業権契約が解除されれば，PFI事業者は結果

的にリターンを得ることができなくなるというペナルティを負う．このことより，解除権には，事業が破

綻する前段階において，事業者に事業の効率性を高めるための努力をするインセンティブを与える効果も

含んでいる．

一方，7.2.3で述べたように，優先債権者が保有する担保権は，債権者が事業を継続させる意思を持つ場

合に，その意思をより効率的に実現させる役割を果たす．したがって，解除権と担保権が同時に主張され

た場合，どちらの権利を優先すべきかという問題が発生する．PFI事業では，公共主体と金融機関の間に

直接協定（Direct Agreement）が締結され，公共主体が解除権を一定期間留保し，金融機関に第三者によ

る事業継続を試みる機会を与えることを可能にする介入権（Step-in Right）が与えられる．つまり，金融

機関の担保権が公共主体の解除権より優先され，公共主体による事業再生に関する意思決定が行われる前

に，「既存の事業権契約の枠組みの中で」金融機関による事業再生に関する意思決定が行われる機会が保証

されている．

PFI事業者が財務的に破綻する可能性として，１）既存の事業者とは別の第三者が継続する場合には事

業が成立しうるケース，すなわち既存の事業者のノウハウあるいは努力不足で破綻するケースと，２）別

の第三者でさえも事業が成立し得ないケースの２通りが考えられる．１）のように，別の第三者によって

事業が成立するのであれば，その継続の権利を優先債権者に保証する．金融機関が事業を継続することが

できると判断し，さらに公共主体もサービスが安定的に供給されることを確認すれば，公共主体は解除権

の行使を留保し，公共主体と融資金融機関等の当事者双方が認める第三者に事業を継承することが考えら

れる．介入権は既存のPFIスキームを維持し，民間事業者によって当該サービスを提供することが可能で

あるかどうかを事後的に確認するための役割を果たしている．言い換えれば，介入権は市場テストとして

の役割を果たしている解釈できる．公共主体とPFI事業者の契約が相対契約であるために，このような市

場テストのためのシステムが必要となる．さらに，介入権を規定することにより，金融機関にとっては，投

資回収の機会が保証されるので，借入による資金調達がより容易になる．
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第１段階

破産手続きにより全ての債務は資本に転換され，全ての資
本は優先債権者に引き渡される．

第２段階

１）再建計画案，２）事業者の自己資本額，３）希望する
サービス対価に関する入札（bid）が行われる．コール・オプ
ションの割り当て作業を行う．

第３段階
希望するサービス対価を基準に候補事業者を選定する．そ

の後，コール・オプションの行使期間を開始する．オプショ
ンの売買も行われる．

第４段階
オプション行使によって決定したシェアホルダー が候補

事業者の中から投票により事業者を決定する．清算が決議さ
れれば，清算手続きに入る．

第１段階

破産手続きにより全ての債務は資本に転換され，全ての資
本は優先債権者に引き渡される．

第２段階

１）再建計画案，２）事業者の自己資本額，３）希望する
サービス対価に関する入札（bid）が行われる．コール・オプ
ションの割り当て作業を行う．

第３段階
希望するサービス対価を基準に候補事業者を選定する．そ

の後，コール・オプションの行使期間を開始する．オプショ
ンの売買も行われる．

第４段階
オプション行使によって決定したシェアホルダー が候補

事業者の中から投票により事業者を決定する．清算が決議さ
れれば，清算手続きに入る．

図7.3 PFI事業の効率的再生手続き

ただし，ガイドライン20)における検討では，事業が破綻した後に，公共主体と債権者（金融機関等）が

直接交渉することが望ましいケースがあることに触れてはいるものの，7.4.1で述べたような事業権契約を

変更することにより，事業の継続を図ることが正当化されるといった具体的なシナリオについて十分に検

討していない．以下では，ここで述べた介入権及び解除権の役割を維持しながら，7.4.1で述べたような，

PFI事業のための効率的な事業再生過程を実現する事業再生モデルを提案する．

7.4.3 PFI事業の効率的再生手続き

本研究ではPFI事業の特殊性を踏まえ，BAHMモデルの考え方を踏襲することにより，図7.3に示すよ

うなPFI事業の再生手続きを提案する．

第１段階：事業権契約の内容を維持し，すべての債務を100％資本に変換するDES（Debt Equity Swap）

を行い，株式をすべて優先債権者に引き渡す．

第２段階：当該事業を引き継ぐことが可能な第三者及び既存の事業者を対象とした競争入札を実施する．入

札に参加する入札参加者は，１）再建計画案，２）事業者の自己資本額，３）希望するサービス対価を提

出する．また，請求権が第２順位以下の債権者には，コール・オプションを割り当てる．

第３段階：競争入札の結果，希望するサービス対価が最も小さい者が，新規事業者候補として選ばれる．た

だし，再建計画の内容の審査の結果，安定的な事業運営が確保されることが確認できない場合，当該候補

者を新規事業者候補から外し，次善の候補者の再建計画を審査する．新規事業者が選択されれば，オプショ

ンの行使期間が開始する．なお，競争入札の結果，サービス対価が，事業の社会的経済便益を上回る場合，

当該事業は中止される．

第４段階：オプションの行使によって確定したシェアホルダーにより，競争入札によって選ばれた事業者

が提案した再建計画に対して投票を行い，承認されれば再建計画に従って運営が継続される．一方，最終

的に清算が議決されれば，清算手続に入る．
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なお，第３段階ではオプション行使期間を経て，最終的な株式の保有者が入札で提案された再建計画の

審査を行うが，このとき，インフラ施設の維持管理運営計画に関わる効率性を評価するうえで，専門的な

アドバイザーが必要になる．

7.4.4 提案した再生手続きの利点

現行のPFI事業に関わるガイドラインにおいては，民事再生法や会社更生法等の法的処理に基づいて事

業再生の手続きが進められることが想定されている．しかし，債権者の請求権に優先劣後関係が存在すれ

ば，PFI事業の事業再生においても7.2.3で述べたような非効率性が発生する可能性がある．本研究で提

案した手続きは，この非効率を解消するために提案されたBAHMモデルをベースとしており，請求権の優

先順位の異なる債権者間の利害対立による非効率性の発生を防ぐことができる．さらに，PFI事業の特殊

性を考慮し，かつ7.2.3で言及した事業再生の効率性条件を満足している．

インフラの整備・運営を目的とするPFI事業においては，初期の事業権契約で規定されるサービス対価

がPFI事業がもたらす社会的便益と乖離するために，契約を変更しサービス対価を増額しても事業を継続

することが正当化される場合がある．ただし，サービス対価は税から支払われるために，税の死荷重損失

（税を徴収することにより，社会的に効率的な資源配分が実現することができないために発生する損失）を

考慮すれば，社会的観点からは，できるだけ契約変更によるサービス対価の増額は小さいことが望ましい．

提案した手続きの第２段階で，事業者が希望するサービス対価の増額に関して競争入札することにより，

サービス対価の増額を可能な限り抑制することが可能となる．仮に，初期の事業権契約のままで，事業の継

続が可能であれば，入札においてサービス対価の増額はゼロの提案が採用されることになる．ただし，総

合評価入札方式のように，事業提案の質を考慮した入札形式も当然考え得るが，ここで提案している入札

方式では，所与のサービス水準を，最小の費用で満たすことができる事業者が選抜される．特に，事業再

生が議論される段階では，すでにインフラ自体が整備されており，既存の事業者による事業が破綻に至っ

た経緯が把握されている．このため，新規事業権契約の場合と比較して，事業内容に関する自由度が少な

く，総合評価入札制度を導入する必然性はそれほど大きくない．このように，本研究で提案したPFI事業

のための事業再生手続きでは，１）競争入札を通じて初期の事業権契約が変更され，２）事業が継続され

ることが効率的な場合には，それを効率的に実現するためのメカニズムを提供することが可能となる．

また，7.4.2で考察したように，介入権を規定することの意義は事業再生過程で市場テストの機能を導入

することにある．本研究で提案した手続きでは，介入権は明示的には規定されていないが，再生手続きの

第２段階で新規事業者及び既存事業者の双方が入札に勧誘されることになる．競争入札を実施することに

より市場テストの機能を果たすことができ，提案した再生手続きは既存手続きにおいて介入権が果たして

いる役割を同時に満足することができる．また，入札が結果的に不調に終わった場合，事業の継続を中止

できるという点で，公共主体の解除権の効果も維持できる．ただし，事業が継続される場合も，VFM最大

化の観点から，公共主体が直轄で運営する方が効率的であるようなケースがあるかもしれない．すなわち，

サービス対価の増額がある一定の値を超えた場合には，公共主体が自ら運営した方がよいと判断すること
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があり得る．しかし，今回提案した手続きは，VFMの観点から公共主体が解除権を行使し公共直轄事業に

移行させるべきかどうかを判断するメカニズムを含んでいない．公共直轄事業へ移行し運営を継続する際

には，公共主体が金融機関にいくら補償すべきかという問題について，より詳細な検討が必要となる．

なお，インフラの本質的な性質上，その整備及び運営の最終的な責任は，公共主体が負うことになる．し

たがって，公共主体が再建計画の技術的内容を十分に精査し，安定的な事業運営が確保できるかどうかの

チェックを行わなければならない．インフラ施設の運営に関わる再建計画の評価を行うためには，工学的

な専門知識を必要とする．そのため，運営は民間事業者が行うとしても，公共主体側のインハウス・エン

ジニアの存在が不可欠である．

7.4.5 その他の課題とDIPファイナンスの活用

BAHMモデルで十分に検討されていない問題として，事業再生時における短期流動性の調達の問題があ

る．BAHMモデルによる手続きでも，再建計画の検討や事業価値の検討等には少なからず一定の期間が

必要となる．事業再生過程においては，新しい事業者が運営するにせよ，公共主体が運営するにせよ，イ

ンフラサービスの提供を継続することが前提になるため，事業価値を維持するための短期的な資金調達が

重要な課題となる4)．このような「つなぎ」のための運転資金に対するファイナンスは「DIP（Debtor In

Possesion：占有継続債務者）ファイナンス」と呼ばれる．実際には，黒字倒産といった，一時的な流動性

不足のために，破綻する例もある．Holmstr°om and Tiroleは，会社が通常，常に一定の流動性資産を保有

するという行動を説明する理論モデルを構築した21)．最終的な収益が経営者の観察不可能な努力に依存す

るというモラルハザードの構造が存在し，初期投資後に契約に記述できないような不測の事態によって追

加融資が必要になる場合を考えよう．このとき，経営者の努力インセンティブを引き出すために，一定の

準レント（資源を経常的に利用し続けるために必要とする最小収益の超過分）を経営者に帰属させなけれ

ばならない．そのため，継続価値が正であるような会社であっても，準レントが大きければ金融機関がつ

なぎ融資をしない可能性がある．このため，経営者に対するモニタリングが強化されれば，つなぎ融資が

実現される可能性は高くなろう．このように効率的なつなぎ融資を担保するための制度の構築は，事業の

安定性が要求される事業にとって重要な課題である．

7.5 結言

本章では，民営会社のための効率的な事業再生手続きであるBAHMモデルを基礎として，PFI事業にお

ける効率的な事業再生手法を提案した．インフラの整備及び運営を対象としたPFI事業を想定した場合，

その事業再生過程で事業権契約の変更等による継続が社会的効率性の観点から正当化されるようなケース

が存在することを指摘し，契約変更を考慮に入れた事業再生手続きを提案した．ただし，BAHMモデルに

基づいた事業再生手続きは，いくつかの先進諸国において導入が検討されているものの，法制度として確

立した事例は存在しない．しかし，BAHMモデルの考え方を導入することにより，事業再生過程の効率性

は大幅に改善されることが保証される．BAHMモデルによる事業再生が法制度として確立されていなくと
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も，PFI事業の私的整理のためのガイドラインとして検討していくことも可能であろう．
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8 結論

近年，コーポレート・ガバナンスやコンプライアンス（法令遵守）といったキーワードが盛んに用いら

れるようになってきた．その背景として，市場を参加者である企業，また企業を構成する個人の不適切な

意思決定や行動による社会的損失の大きさが認識されてきたことがあるだろう．社会資本整備プロジェク

トには，多くの関連主体（ステークホルダー）が存在する上に，伴う不確実性も極めて大きい．そのため，

社会資本整備プロジェクトに関わるステークホルダーが意思決定を行う環境は，プロジェクトにコミット

メントする時点（契約時点）において予測することは，極めて困難である．このような，社会資本整備プ

ロジェクトの本質的な特徴を所与としたとき，契約やそれを支配する法律といった制度のあり方を研究す

る意義は極めて大きい．

本研究は，社会資本整備プロジェクトの本質的特徴に伴い発生する，「契約の不完備性」に着目し，その

関連する契約や支配する法律のあり方について理論的見地から分析を行った．以下では，各章で考察した

問題の概要と得られた帰結を簡単に示す．

2.では，PFI事業に介在するリスク事象が，外生的リスクと内生的リスクに分類できることを指摘した．

外生的リスクと内生的リスクへの対応方法は明確に異なり，その対応方法を法の経済学，契約の経済学の

知見に基づいた理論的立場からリスク分担ルール構築のための整理を行った．その上で，個々の外生的リ

スク事象に対してリスク分担ルールや，リスク事象が生じた場合の契約変更の可能性を整理した．外生的

リスクに対しては，リスク分担者がリスクコントロール手段，および保険等のリスクファイナンス手法に

より，リスクを効率的にマネジメントすることが要請される．一方，内生的リスクとして，情報の非対称

性に起因するモラルハザード，契約の不完全性，取引特殊性によって生じるホールドアップ問題が存在す

ることを指摘した．モラルハザードに関しては，モニタリング，誘因システムの設計を通じて制御可能であ

る．契約の不完備性に起因するホールドアップ問題を克服するためには，再契約時における費用負担変更

ルールを明確に設計しておくことが必要である．万一，当事者間の交渉により解決せず紛争に発展した場

合に，第３者による効率的な仲裁・裁定が可能となるようなメカニズムを検討することが必要である．さ

らに，BTO，BOTでは契約対象物件の所有権の所在が異なるため，計画／性能変更リスクや維持管理費

リスクについて，その責任の負担主体は異なる．BOTの場合，事業権契約が請負か委任かという判断にも

よるが，SPCは上記リスクの負担することになる．事業に関わるリスクの大きさとSPCのリスク負担能力

を勘案した事業形態の選択をする必要があろう．

3.では，SPCと融資期間の間で結ばれてる融資契約が不完備であることに着目し，プロジェクトにおけ

る保険契約がその不完備性を補完する完備契約として果たす役割について分析した．融資契約が不完備契

約であれば，プロジェクトの初期投資が完全に回収しきれない状態で，追加的な投資が必要になる場合，

追加融資を受けることができず，清算に追い込まれる可能性があるという過重債務問題の存在を指摘した．

その上で，保険契約は，あるリスク事象について，状態依存的な支払いを受けることができる完備契約と

して見なせるため，過重債務問題を緩和することができることを示した．さらに，SPCが防災投資に関す
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るモラルハザードを考慮するとき，timing riskのみをヘッジできるファイナンシャル・リインシュアラン

ス（FR）契約と保険契約を組み合わせたファイナイト契約がモラルハザードの抑制に有効であることを指

摘した．第１に，本研究では議論の見通しをよくするために可能な限りモデルの単純化を試みており，今

後モデルの多方面への拡張について検討することが必要となる．たとえば，モデルの実用性を高めるため

には，本研究で無視した利子率，収益リスク，流動性コスト等を明示的に考慮することが必要となる．第

２に，本研究では代表的な企業の地震保険保有行動について分析した．しかし，地震リスクは集合的リス

クであり，多くの企業が同時に流動性ショックに直面する．この場合，保険会社に対して同時に保険金支

払い請求が発生する．このため，地震時には，保険会社自体が流動性ショックに直面することになる．今

後は，再保険市場，資本市場を考慮した一般均衡論分析モデルを開発するとともに，地震発生時における

政府による流動性供与政策の経済効果を分析することが必要となる．第３に，企業のクレジットリスクを

考慮したファイナイト契約モデルを定式化する必要がある．最後に，地震保険契約，ファイナイト契約の

ための実用的な契約スキーム設計のための方法論を開発する必要がある．そのためには，第１に指摘した

ようなモデルの拡張が不可欠となろう．このような保険契約スキーム設計の方法論は，企業の災害リスク

マネジメントの高度化にとって，極めて重要な研究課題であろう．

4.では，欧米とわが国における瑕疵担保責任のルールが異なることに着目し，建設契約における瑕疵責

任ルールの効率性が契約当事者間の信義則の成立の有無に依存して異なることを示した．信義則が存在し

ない環境では，瑕疵の存在が明らかになったとしても，修補あるいは損害賠償を実効化するためには，仲

裁や裁判所等の第３者による強制力が必要である．この際，信義則があれば，強制費用を必要としないが，

信義則が存在しない環境では，強制費用を要する．この結果，信義則が成立することを前提とした場合に

は無過失責任ルールが，信義則が成立しないことを前提とした場合には，過失責任ルールが望ましいこと

を理論的に明らかにした．

5.及び6.は，典型的な不完備契約である建設契約を取り上げ，国際的なプロジェクトに用いられる建設

契約約款のFIDICとわが国の建設契約約款のGCWを対象として，契約が不完備であれば不可避な問題で

ある紛争の発生と解決について，そのメカニズムをゲーム論の観点から分析した．まず，5.では，旧FIDIC

における紛争解決過程を仲裁という外部オプションを持つ交渉ゲームとしてモデル化し，紛争処理のメカ

ニズムについて分析した．さらに，中立的なDRB/DABによる裁定が紛争解決過程に及ぼす影響を分析し

た．DRB/DABによる勧告/裁定結果の信頼性が高い場合，DRB/DABによる勧告/裁定により紛争解決の

効率化が図られることが判明した．しかし，信頼性が低い場合，DRB/DABの導入により，紛争がエスカ

レートする可能性を否定できない．新GCWによる紛争解決方式では，発注者による裁定の信頼性が低下

した場合，紛争が発展する可能性が大きくなる．第３者による信頼性の高い裁定を導入することにより，紛

争解決の効率化が達成される．新GCWによる紛争解決方式では，発注者による裁定の信頼性が低下した

場合，クレームが容易に紛争に発展する可能性が増す．

なお，本章では紛争過程を極端に簡略化して分析したものである．現実の建設契約紛争の複雑性を考慮

すれば，ここで提案したモデルに関して以下の拡張を試みることが必要である．第１に，国際建設工事に
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おける現実の建設契約紛争においては，和解による追加支払いの獲得や仲裁における誤判断の可能性を目

的とした「言いがかりクレーム」の存在を否定できない．すでに発生した紛争解決の効率性という視点に

立てば，英国式費用負担ルールは米国・日本式費用負担ルールよりも劣る．しかし，英国式費用負担ルー

ルを採用することにより，訴訟（クレーム）数自体を減らすことが可能であることも指摘されている．言

いがかりクレームに対処するためには，仲裁費用負担ルールに関する詳細な検討が必要となる．この課題

は6.で詳細に検討した．第２に，本章では請負者によるクレームの是非が，仲裁において二者択一的に判

定される場合を想定していた．クレームの種類によっては発注者，請負者の双方が折半すべきものも存在

しよう．第３に，本研究ではクレームの正当性に関する是非に関する紛争に焦点をおいた．現実の建設契

約紛争では契約変更の内容に関して交渉が行われる場合もある．契約変更に関わる交渉のモデル化も今後

に残された課題となっている．

6.ではFIDICにおける請負者のクレーム行動を分析し，クレームが紛争に発展するメカニズムを分析し

た．その結果，GCWにおいては，メリットの少ないクレームの発生の可能性は，他の紛争解決メカニズ

ムの場合より低いことを示した．旧FIDICにおいては，請負者自身が契約紛争に進めるほどのクレームで

はないと自覚しながらも，仲裁の誤判定や和解利得を期待してあえて紛争に発展させる場合がありうるこ

とが判明した．さらに，FIDIC改訂によりDAB 設置が義務づけられたが，DABや仲裁の誤判定や，発注

者が仲裁に進展しないことを期待した紛争が発生する可能性がある．同様に，DRBに関しても，DRBや

仲裁の誤判定や和解利得を期待した紛争が発生する．特に，DAB/DRBという第３者裁定の機会を導入す

ることにより，クレームが紛争に発展する可能性は増加することが判明した．また，仲裁費用の負担ルー

ルとして英国ルールを採用しても，同様の問題が生じる．クレーム費用負担ルールを導入することにより，

紛争の発生を抑制できるものの多大な罰金を導入することが必要となり，非現実的であることを示した．

7.では，PFI事業における融資契約及び事業権契約の不完備性を同時に考慮し，債務不履行発生後の効

率的な事業再生過程を提案した．融資契約及び事業権契約が共に不完備であるために，債権者と公共主体

が事後の意思決定過程に参加することになる．本章では，民営会社のための効率的な事業再生手続きであ

るBAHMモデルを基礎として，PFI事業における効率的な事業再生手法を提案した．インフラの整備及び

運営を対象としたPFI事業を想定した場合，その事業再生過程で事業権契約の変更等による継続が社会的

効率性の観点から正当化されるようなケースが存在することを指摘し，契約変更を考慮に入れた事業再生

手続きを提案した．ここで示した事業再生手続きは負債が経営者に努力させるインセンティブを維持しな

がら，事後的に効率的なプロジェクトの継続／清算を実現しうることを示した．ただし，BAHMモデルに

基づいた事業再生手続きは，いくつかの先進諸国において導入が検討されているものの，法制度として確

立した事例は存在しない．しかし，BAHMモデルの考え方を導入することにより，事業再生過程の効率性

は大幅に改善されることが保証される．BAHMモデルによる事業再生が法制度として確立されていなくと

も，PFI事業の私的整理のためのガイドラインとして検討していくことも可能であろう．

最後に，制度設計という言葉自体，すでに制度の計画者がシステムの外部に存在していることを暗に仮

定していることに注意する必要があろう．しかし，実際には制度の計画者も，社会資本整備プロジェクト
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に関わるシステムの内部に存在していることを見逃してはならない．このような問題を明示的に分析した

研究は，ほとんど存在していないが，実際の政策決定においては，心に留められるべき問題であることに

注意したい．それにも関わらず，本論文が社会資本整備プロジェクトに関わる契約や法律といった制度の

あり方について議論するための一助となったとすれば，著者の本望である．
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室生活のスタートから4年間を共に過ごし，苦楽を共にし，また議論の中で多くのアイデアを得ることが

できました．皆様には研究室の先輩として，親身になり相談に乗って頂き，常に適切なアドバイスを頂戴
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しました．深く感謝申し上げます．

石原克治氏（(株)日建設計シビル），越水一雄氏（(株)清水建設），尾ノ井芳樹氏（(株)電源開発），江

尻良氏（(株)東海旅客鉄道），安田亨氏（(株)パシフィックコンサルタンツ），和久昭正助教授（名古屋工

業大学）をはじめとする建設マネジメント勉強会の皆様には，大学の中では知り得ない現場の最前線の話

題を聞かせて頂き，多くの研究のヒントを得ることができました．それだけではなく，勉強会の皆様が仕

事と勉強に取り組む姿勢と凄まじいまでのエネルギーは著者にとって衝撃的であり，その姿に大変感銘を

受けるとともに，励みとなりました．ここに厚く御礼申し上げます．

武蔵工業大学の宮本和明教授，有岡正樹氏（(株)熊谷組），長谷川専氏（(株)三菱総合研究所），小路泰

広氏（(財)道路保全技術センター）をはじめとする土木学会PFI研究小委員会の皆様には，学生という未

熟な立場であるにも関わらず，議論の場に加えて頂き，この場で研究の対象とする多くの問題意識を得る

こととなりました．足立康史氏（経済産業省），中村千之氏（東京あおい法律事務所）には，都市開発ス

キーム研究会を通じて，法的な専門的知識に関する貴重なご指導を頂きました．心より感謝申し上げます．

京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻計画マネジメント論研究室の諸先輩・諸兄には，本研究を

取り纏める上で多大なご協力をいただきました．ともに研究の道を進まんとする同士である博士後期課程

の羽鳥剛史氏とは，研究室で共有する時間の中で，互いに意識し合いながら競い，励まし合って来ました．

これからも良きライバルとして互いに高め合う関係でありたいと思います．博士前期課程の岡本陽介氏と

は，共に研究を取り組み，本研究の遂行に多大な貢献を頂きました．また，秘書の藤本彩氏には，日頃の

研究活動において，多くの事務上の手続きをお手伝い頂きました．厚く御礼申し上げます．

最後に，私事にわたりますが，忙しさを理由に帰郷することも少なかった著者に対して，いつも体調を気

にかけて連絡してくださった家族の暖かさは，時にはつらい研究生活の中で，心の支えとなりました．お

そらく，本研究の遂行を誰よりも喜んでいることと思います．本当にありがとうございました．

2005年1月

京都にて

大西 正光
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